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決算審査特別委員会会議録 

 

平成２８年１０月５日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ４時５８分閉議（実時間３４９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１１１号・平成２７年度八代市一般

会計歳入歳出決算ほか１０件 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  松 永 純 一 君 

副委員長  庄 野 末 藏 君 

委  員  島 田 一 已 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      中 村 伸 也 君 

 農林水産部長     黒 木 信 夫 君 

  農林水産部次長   枩 島 道 則 君 

  農林水産政策課長  小 堀 千 年 君 
 
  農林水産政策課 
            田 島 功一郎 君 
  課長補佐 
 
 
  農林水産政策課副主幹兼 
            柿 本 光 明 君 
  農事研修センター所長 
 

  農業振興課長    豊 田 浩 史 君 

  フードバレー推進課長 宮 川 武 晴 君 

  水産林務課長    竹 見 清 之 君 

  地籍調査課長    橋 本 勇 二 君 
 
  農地整備課副主幹兼 
            松 本 浩 祐 君 
  農地管理係長 
 

健康福祉部 

  健康福祉政策課長  西 田 修 一 君 

 経済文化交流部長   宮 村 明 彦 君 

  経済文化交流部次長 桑 原 真 澄 君 

  観光振興課長    岩 崎 和 也 君 

  国際港湾振興課長  緒 方   浩 君 

  商工政策課長    豊 本 昌 二 君 

 建設部長       閘   賢 一 君 
 
  建設部総括審議員兼 
            湯 野   孝 君 
  次長 
 

  都市整備課長    西   竜 一 君 

  建築指導課長    松 元 真 介 君 

  建築住宅課長    宮 端 晋 也 君 

 総務部長       水 本 和 博 君 

  総務部次長     丸 山 智 子 君 
 
  首席審議員兼 
            濱 本   親 君 
  危機管理課長 
 
 
  危機管理課課長補佐 
            南   和 治 君 
  兼危機管理係長 
 

                             

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

            鶴 田 直 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（松永純一君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから決算審査特別委員会を開会いたし

ます。 

 昨日の委員会にて資料請求しておりました資

料をお手元に配付しておりますので、後ほど御

一読いただきたいと思います。 
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◎議案第１１１号・平成２７年度八代市一般会

計歳入歳出決算ほか１０件 

○委員長（松永純一君） それでは、これより

議案第１１１号から同第１２１号まで、すなわ

ち平成２７年度八代市一般会計歳入歳出決算及

び同各特別会計歳入歳出決算の１１件を議題と

いたします。 

 本日は、議案第１１１号・平成２７年度八代

市一般会計歳入歳出決算のうち、歳出の第５款

・農林水産業費及び第１０款・災害復旧費中、

農林水産部関係分、第６款・商工費及び第１０

款・災害復旧費中、経済文化交流部関係分、第

７款・土木費、第１０款・災害復旧費中、建設

部関係分、及び第１２款・諸支出金中、建設部

関係分、第８款・消防費及び第１０款・災害復

旧費中、総務部関係分について、審査を予定し

ておりますので、御協力をいただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、第５款・農林水産業費及び

第１０款・災害復旧費中、農林水産部関係分に

ついて、一括して説明を求めます。 

○農林水産部長（黒木信夫君） 改めまして、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）それでは、座って説明をさ

せていただきます。 

 それでは、第５款・農林水産業費につきまし

て、全体的な総括をさせていただきます。 

 初めに、農業関係でございますが、本市の農

業は平たん部で水稲、イグサ、飼料用稲等の土

地利用型農業、トマト、メロン等の施設園芸、

キャベツ、レタス等の露地野菜、また、中山間

地域では晩白柚等のかんきつ類、ショウガ、お

茶、ユズ等が栽培されており、本市の基幹産業

としての役割を担っております。 

 しかしながら、農業を取り巻く状況は、担い

手の高齢化による後継者不足や水稲を初めとし

た販売価格の低迷、加えて肥料、農薬等の農業

生産資材価格の高騰など、依然として厳しい状

況が続いております。 

 このような状況の中、平成２７年度において

は、農業の担い手の育成、確保を図りつつ、農

産物の品質向上、コスト削減、販売強化、６次

産業化への誘導、支援など、農業経営の安定化

を図るため、産地として安全・安心、高品質、

安定生産のための条件整備や消費者、市場関係

者から評価と信頼を得られるための対策など、

力強い農業体制整備に取り組んでまいりまし

た。 

 また、くまもと県南フードバレー構想及び八

代市フードバレー基本戦略構想に基づき、農林

水産業の振興による食関連産業の集積を目指す

フードバレーやつしろの実現に向けた取り組み

を積極的に推進してまいりました。 

 その主な取り組みとしまして、まず、担い手

対策としまして、営農支援室を中心として、青

年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため

の青年就農給付金事業を初め営農支援事業など

を実施いたしました。 

 また、規模拡大による長期的な農業経営の安

定と農地の保全のための農地集積対策として、

農地利用集積促進事業を実施しております。 

 その結果、平成２７年度における新規就農の

給付金対象者は、２６年度より１６名増の４１

名、また、農地利用集積促進事業は２８件の利

用があり、露地野菜などの規模拡大につながっ

ているところでございます。 

 次に、安全・安心、高品質、安定生産のため

の条件整備としまして、施設園芸では、力強い

農業づくり交付金やくまもと稼げる園芸産地育

成事業の活用によるハウス施設や省力機械、設

備などの整備、イ業関係では、機械の延命化を

図るい業機械再生支援事業、露地野菜などを生

産される中心経営体などでは、農業用機械など

が導入できる経営体育成支援事業を実施いたし

ました。 

 次に、フードバレーやつしろ基本戦略構想に
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基づき、安心・安全な八代産農林水産物の販路

の拡大、新商品の開発など、アドバイザーを活

用しながら、関連事業を実施いたしました。 

 国内における流通促進といたしましては、首

都圏等への販路拡大のためのフェアの開催、量

販店等のプロモーションなどを実施するととも

に、食品関連企業へのＰＲ活動を実施したとこ

ろでございます。 

 国外への販路の拡大に関しましては、新たな

取り組みといたしまして、台湾基隆市におい

て、くまもと県南フードバレーフェアを開催い

たしましたが、フェア初日で商品が完売された

業者もいらっしゃるなど、大変好評を得たとこ

ろでございます。 

 また、本市の特産品であります晩白柚、トマ

トにつきましては、ＪＡやつしろ、県、民間企

業などと連携し、香港において販売会を継続的

に実施したところでございます。 

 なお、晩白柚の香港での販売会につきまして

は、販売個数を１８００個から３０００個へ規

模を拡大しており、あわせて、初めて八代港か

ら生鮮農産物の輸出を行うなど、八代港の活

用、振興の一助になったと考えております。 

 ６次産業化の推進、新商品開発等につきまし

ては、本市の青ノリを活用したお菓子、八代青

のりめんべいが顕著な成功例ではないかと考え

ております。味もよし、デザインもよしと、大

変好評であり、販売開始からこれまで約４００

０箱、１日平均にしまして３０箱が売れている

状況と伺っております。 

 その他、デザインや食味の変更など、アドバ

イザーの適切な助言をいただきながら、既存の

商品のブラッシュアップにも努めているところ

でございます。 

 このように本市の農林水産物の販路拡大、６

次産業化、新商品の開発等、分野ごとのアドバ

イザーを初め東京、大阪、福岡の出向職員とも

連携しながら、しっかりとフードバレーやつし

ろの取り組みを実施してまいります。 

 次に、農業の基盤である生産基盤整備とし

て、市内一円土地改良事業や県営土地改良事業

による排水路や農道及び圃場の面的整備を実施

いたしました。このほか、地元の活動組織が主

体となり、豊かな農村地域の保全管理を目指す

多面的機能支払交付金事業、また、土地改良区

が主体となり、農家みずからが行う区画拡大

や、暗渠排水工事への助成及び用水路改修工事

を行う農業基盤整備促進事業や農地耕作条件改

善事業を実施いたしました。 

 また、市が管理する１４カ所の排水機場につ

きましては、農地や宅地の冠水被害を防ぐた

め、適切な維持管理に努めております。 

 以上が、平成２７年度実施いたしました農業

関連の主な取り組みでございます。 

 次に、地籍調査事業関係ですが、現在の事業

費ベースで実施いたしますと、事業完了予定年

度は平成６０年度の予定でございます。 

 地籍調査は、公共事業や土地取引、課税の適

正化、土地にかかわるトラブルの未然防止など

の大変重要な事業ですので、早期完了を目指し

て実施しております。 

 次に、林業関係でございますが、本市総面積

の約７４％、５万２２５ヘクタールを占める森

林面積のうち、４万２８６ヘクタールが民有林

で、その約７割が杉、ヒノキなどの人工林であ

ります。それらの多くが伐採の時期を迎えてお

ります。しかしながら、永らく続いています木

材価格の低迷や林業従事者の減少などから、森

林への関心が希薄となり、適切な管理が行われ

ず、山腹崩壊等の災害発生の要因ともなってい

るところです。 

 このような状況の中、防災や資源としての観

点からの森林の適切な保全管理と、木材を積極

的に活用するために必要な基盤整備などの各種

事業に取り組んでまいりました。 

 平成２７年度の主な事業としましては、森林
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組合や林業公社が実施しました森林環境保全事

業による下刈りや再造林、間伐作業や作業道の

整備に係る経費の一部補助や、山林所有者に対

して主伐の際の木材運搬に対する経費の一部を

補助いたしました。 

 また、森林経営計画の作成や森林施設の集約

化に必要な森林情報の収集、境界確認、測量等

につきまして、東陽町北地区及び泉町柿迫地区

で約４９８ヘクタールを実施しています。 

 木の駅プロジェクトにつきましては、昨年７

月に、泉町の森林組合内に木の駅やっちろゴロ

タンとしてオープンいたしました。平成２７年

度の登録会員数は、個人１３名と事業者４社の

合計１７会員で、集荷実績は目標どおりの１０

００トンです。 

 今後も引き続き周知、広報を行い、事業の円

滑な運営を図っていきます。 

 また、農林水産物に大きな被害をもたらして

おります有害鳥獣被害対策では、シカ、イノシ

シを合わせまして３７３７頭の捕獲実績で、２

６００頭の捕獲計画を上回る成果が上がってお

ります。 

 基盤整備につきましては、道整備交付金を活

用いたしまして、坂本、泉管内の林道１０路線

の舗装・改良や林業専用道２路線を整備いたし

ました。 

 今後も八代地域再生計画にのっとり、随時実

施してまいります。 

 次に、水産業関係でございますが、平成２３

年度以降、八代海でのアサリの復活を喫緊の課

題として、資源回復を目指し、各種事業に取り

組んでまいりました。 

 主な取り組みといたしましては、ケアシェル

による稚貝の増殖やナルトビエイやチヌ等から

の食害を防止するため、被覆網の設置を行って

おります。 

 また、漁場の環境保全に関しましては、荒瀬

ダムの堆積砂を利用した県営覆砂事業や漁場の

浮泥除去を目的として金剛地先の耕うん事業等

を実施いたしました。その成果として、平成２

７年度におきまして、わずかではございます

が、アサリの水揚げがあり、資源回復の兆しも

見え始めているところであります。 

 一方、流通に関しましては、環境センター建

設に伴い整備を進めてまいりました八代市水産

物荷さばき施設が完成し、昨年４月に共同魚市

場としてオープンいたしましたので、水産物の

水揚げと利用の増加を図るため、引き続き計画

的な放流事業等を実施することにより、漁業者

の経営安定につなげていきたいと考えておりま

す。 

 また、漁港施設に関しましては、本市が管理

する大鞘漁港及び植柳漁港につきまして、施設

の老朽化が進行していることから、老朽化診断

と長寿命化対策について比較検討し、将来にわ

たる計画的な対策コストの縮減や事業費の平準

化を図るため、昨年度、泊地等の水域施設の機

能保全計画を行いました。 

 このように、ハード、ソフトの両面で、一体

的な施策を展開し、漁業者の経営安定につなげ

ていきたいと考えております。 

 以上で、第５款・農林水産業費の総括とさせ

ていただきます。 

 詳細につきましては、枩島次長より説明いた

しますので、御審議方よろしくお願いいたしま

す。 

○農林水産部次長（枩島道則君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）農林水産部の枩島でございます。座って

説明させていただきます。 

 それでは、歳出のうち、農林水産業費及び災

害復旧費につきまして、平成２７年度における

主要な施策の成果に関する調書、その１を用い

まして御説明いたします。 

 １２ページをお開きください。 

 歳出決算の状況でございますが、款５・農林
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水産業費の支出済み額は、上の表のイ、目的別

の表で、中央の支出済みのＢの列５段目、３６

億７９９３万２０００円で、執行率は９２％、

歳出総額に対する構成比は６.１％でございま

す。前年度に比べ３２.２％、１７億５０４６

万６０００円の減少となっております。その主

な要因は、農業基盤整備促進事業や、緑の産業

再生プロジェクト促進事業、農業生産総合対策

事業などの減によるものでございます。 

 それでは、款５・農林水産業費の主な事業に

ついて、順次説明いたします。 

 ８９ページをお願いいたします。 

 上段の青年就農給付金事業でございますが、

平成２７年度の予算額と不用額の欄に、記載誤

りがございましたので、正誤表の３枚目をごら

んいただきますようよろしくお願いいたしま

す。まことに申しわけございませんでした。 

 それでは、青年就農給付金事業でございます

が、これは、農業従事者の高齢化が急速に進展

する中、持続可能な力強い農業を実現するため

には、青年就農者の増加が重要であることか

ら、経営不安定な就農初期段階に対して支援を

行い、就農意欲の喚起と定着を図るものでござ

います。 

 決算額は３３７４万円で、青年就農給付金と

して１年分１５０万円の１１名分と、半年分７

５万円の２０名分、合計３１５０万円を支給し

ております。また、推進事業として、嘱託１名

の賃金など２２４万円となっております。 

 なお、特定財源として、青年就農給付金事業

補助金３２３６万７０００円がございます。 

 翌年度への繰越額４５０万円は、平成２８年

度上半期就農予定者の前倒し給付分でございま

す。 

 不用額の１６６５万８０００円は、本来２７

年度に給付する就農者継続分を、平成２６年度

の国の経済対策補正予算の中から前倒して給付

したことによるものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、就農者の確保は緊急の課題で

あることから、広く事業を周知し、就農後は農

業へ定着していけるよう関係機関と連携し、フ

ォローアップしていきたいと考えております。 

 次に、下段のい業振興対策事業でございます

が、これは、本市の主要農産物の一つであるイ

グサ・畳表の生産振興対策として取り組んだも

ので、決算額は３３１０万３０００円でござい

ます。 

 事業の実績としましては、畳表張りかえ促進

事業では、市内在住の方が八代産畳表を用いて

畳張りかえを行う場合に、１畳当たり１０００

円を補助するもので、４４３世帯、４８３５畳

の利用があっております。 

 また、い業機械再生支援事業では、イグサ・

畳表の生産に必要な専用機械を対象に、修繕・

再生に要する費用の２分の１、上限１０万円を

補助し、ハーベスター、織機、乾燥機など２５

９名の利用があっております。 

 不用額の４８８万１０００円は、い業機械再

生支援事業において、当初の見込みよりも申請

者並びに事業費が減少したことによるものでご

ざいます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 ９０ページをお願いします。 

 上段のイグサ・畳表生産体制強化緊急対策事

業でございますが、これは、外国産や和紙畳と

の厳しい競争が続いている中、熊本県産畳表の

生き残りを図るため、イグサ・畳表の高品質化

や区別化に取り組む生産組織等に対し、ハーベ

スターなどの機械導入や、ＱＲコードつきタグ

の挿入装置導入に係る経費の２分の１以内を補

助するものでございます。 

 決算額は４２８６万９０００円で、イグサ収

穫機３台、イグサ移植機１８台、イグサ苗掘り

取り機６台、及びスタンパー連動停止装置４８
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台の導入があっております。 

 なお、特定財源として、全額イグサ・畳表生

産体制強化緊急対策事業補助金でございます。 

 不用額６３３万５０００円は、当初見込みよ

り事業要望が少なかったことによるものでござ

います。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 ９１ページをお願いいたします。 

 上段の農地利用集積促進事業でございます

が、まず、資料の訂正をお願いいたします。主

要な施策の概要、左側の３行目でございますけ

れども、対象面積２６.５ヘクタールとありま

すが、３４.３ヘクタールの誤りでございまし

た。訂正しておわび申し上げます。 

 それでは、農地利用集積促進事業でございま

すが、これは、イグサの作付面積の減少などに

より、冬場に利用されていない農地や、今後遊

休化が懸念される高齢農家や兼業農家が所有す

る農地について、意欲ある担い手農家への集積

を促進し、土地利用型農業の推進を図るもの

で、農地を一定の割合、規模拡大した農家が、

機械等を導入する場合に、導入経費の２分の

１、上限１００万円を補助したものでございま

す。 

 決算額は２５８４万４０００円で、トラクタ

ーや田植え機の導入など２８件の利用があり、

３４.３ヘクタールの農地が、担い手農家に集

積されております。 

 不用額の９１５万６０００円は、当初見込み

よりも申請者並びに１件当たりの事業費が少な

かったことによるものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、要改

善とし、再度農地集積のニーズを掘り起こすと

ともに、農地中間管理機構も活用しながら、農

地の有効活用を促進していきたいと考えており

ます。 

 ９２ページをお願いします。 

 上段の農業生産総合対策事業でございます

が、これは、国の食料・農業・農村基本計画に

示された土地利用型作物、果樹、野菜等の各作

物ごとの生産努力目標の達成に向けた、生産か

ら流通、消費までの対策を総合的に推進する事

業でございます。 

 決算額２億８００万円で、事業実績としまし

ては、八代うまかトマト研究会が、トマトの低

コスト耐候性ハウス５棟、１７６アール、八代

地域農業協同組合が、トマトの低コスト耐候性

ハウス８棟、２６９アールと、イチゴハウス３

棟、８７アールを導入しております。 

 なお、特定財源として、全額強い農業づくり

交付金事業補助金でございます。 

 不用額の４７５４万７０００円は、入札によ

る事業費の減によるものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 下段の中山間地域等直接支払制度事業でござ

いますが、これは、農業生産条件の不利な中山

間地において、高齢化や後継者不足等により耕

作放棄地、遊休農地が増加していることから、

農地の多面的機能の低下を防止し、集落機能を

維持するため、共同活動の推進、担い手の育成

などの活動に取り組む集落に、直接交付金を支

払うものでございます。 

 決算額は２８１１万９０００円で、旧八代市

４地区、坂本町６地区、東陽町１７地区、泉町

２地区、合計２９地区が事業に取り組み、協定

面積は１９５.９ヘクタールでございます。 

 なお、特定財源として、中山間地域等直接支

払制度交付金など２０４２万９０００円でござ

います。 

 不用額９１２万７０００円は、事業の取り組

みを予定していた４つの集落が、高齢化などを

理由に事業実施を断念したことが主な要因でご

ざいます。 

 今後の方向性としては、第４期対策が、平成
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２７年度から３１年度にかけて５年間実施され

ることとなり、市による実施、現行どおりとし

ております。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 上段の経営体育成支援事業でございますが、

これは、地域の将来を担う中心経営体等の育成

のため、農家が経営規模の拡大や経営の多角化

に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入

について支援するものでございます。 

 決算額は２億６５４万８０００円で、事業採

択された１４１経営体のうち１２８経営体にお

きまして、ハウス、農舎の施設整備６３棟、及

びトラクターなどの農業用機械１６８台の導入

があっております。 

 なお、特定財源として、経営体育成支援事業

補助金２億６４９万３０００円がございます。 

 不用額６０５９万３０００円は、経営体１３

件の取り下げと、入札残によるものでございま

す。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 次に、下段の機構集積協力金交付事業でござ

いますが、これは、担い手への農地集積、集約

化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率

化を推進するために、経営転換や高齢化による

離農等を契機として、農地中間管理機構を通じ

て、担い手農家に農地が集積された場合に、そ

れに協力する者及び地域に対して農地集積協力

金を支払うもので、決算額は１６３０万４００

０円でございます。 

 事業の実績としましては、地域内での農地集

積割合に応じて交付される地域集積協力金が１

地区、２５.５ヘクタール、また、農地集積の

協力者に支払われる経営転換協力金が２８件、

２１.５ヘクタールとなっております。 

 なお、経営転換協力金は、農地中間管理機構

に貸し付けた面積が０.５ヘクタール以下は１

戸当たり３０万円、０.５ヘクタールから２ヘ

クタールは１戸当たり５０万円、そして、２ヘ

クタール以上は１戸当たり７０万円が協力金と

して交付されております。 

 特定財源として、全額機構集積協力金交付事

業補助金でございます。 

 今後の方向性としては、国において、農地中

間管理機構等を通じた農地の集積を大きな柱と

し、今まで以上に集積を進める方針が打ち出さ

れており、市による事業推進が一層必要となる

ことから、市による実施、規模拡充としており

ます。 

 ９４ページをお願いいたします。 

 上段の地域特産物支援事業創生先行でござい

ますが、これは、地域での特産物ブランド化に

向けた活動推進や、特産農産物の振興と産地確

立を図るために支援を行うもので、国の地方創

生先行型交付金を活用して実施したものでござ

います。 

 決算額は９４５万２０００円で、ユズ生産組

織の育成や、葉たばこの乾燥施設の環境整備、

及びショウガ品質向上対策事業などを行ってお

ります。 

 なお、特定財源として、地域住民生活等緊急

支援交付金８８５万２０００円がございます。 

 今後の方向性としては、２７年度限りの国の

地方創生先行型交付金を活用して行ったことか

ら、不要、廃止としております。 

 ９５ページをお願いいたします。 

 下段の山村活性化支援対策事業でございます

が、これは、国が山村の農林水産物や景観、伝

統文化といった地域資源を活用し、農林水産業

を核とした地域の所得、雇用の増大に向けた取

り組みを推進する事業で、本市の坂本、東陽、

泉の３地区において、地域住民が主体となった

地域協議会が、それぞれの地域の特徴を生かし

て事業に取り組んだものであります。 

 この事業は、国の交付金をもって行われます

が、交付金は、事業完了後に直接事業主体に交
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付されることから、事業を円滑に実施するた

め、市がつなぎ資金として事業主体に貸し付け

たものでございます。 

 決算額は１２３９万円で、坂本地域山村活性

化協議会が、ブランド米を中心とした地域活性

化の取り組みを、東陽地域山村活性化協議会

が、キノコ・山菜の栽培や加工品開発などの取

り組み、そして、五家荘山村活性化協議会が、

農産加工品製造、山菜農園などに取り組んでお

ります。 

 なお、特定財源として、全額山村活性化支援

対策事業貸付金返還金でございます。 

 今後の方向性としては、各地域協議会が平成

２７年度から２９年度までの３カ年事業である

ことから、市による実施、現行どおりとしてお

ります。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 上段の、フードバレー流通推進事業でござい

ますが、これは、フードバレーやつしろ基本戦

略構想に基づき、全国有数の農林水産資源を有

している、本市の多様な資源、環境を生かした

生産、販売、加工、商品開発などに取り組み、

高付加価値商品の開発、新たなビジネス創出を

図り、農林水産業の所得、雇用の向上の実現を

目指すもので、決算額は１４２３万４０００円

でございます。 

 事業の実績としましては、首都圏等への販路

拡大のための事業者訪問や、フェア開催のため

の旅費、県立大学との連携による６次産業化支

援、くまもと県南フードバレー推進協議会を初

めとした県などの協議会等への参加、並びに事

業者・各種団体が行う、市外における本市の農

林水産物等のＰＲ活動への助成、及び３万人を

超える来場者でにぎわいましたトマトフェスタ

開催への補助などを実施しております。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、県やＪＡなどの生産団体と連携して

フードバレー事業を推進し、６次産業化の推

進、販路拡大に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、下段のフードバレー輸出促進事業でご

ざいますが、これは、フードバレーやつしろの

取り組みの一環として、本市の農林水産物等を

海外へ輸出し、販路の拡大を図るとともに、八

代港からの輸出を促進し、八代港の活性化にも

寄与することを目的に実施したものでございま

す。 

 決算額は１４５万１０００円で、台湾の基隆

市で開催された、くまもと県南フードバレーフ

ェアに係る旅費が主なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 ９７ページをお願いいたします。 

 上段の、フードバレー事業、創生先行でござ

いますが、これは、フードバレーやつしろ基本

戦略構想を実現するため、アドバイザーを活用

しながら、農林水産物の新商品の開発、国内外

への販路拡大を推進するもので、国の地方創生

先行型交付金を活用して実施したものでござい

ます。 

 決算額は９６０万円で、台湾でのくまもと県

南フードバレーフェア事業４３４万８０００

円、国内・国外の流通アドバイザー雇用事業３

２０万円、６次産業化推進アドバイザー雇用事

業１６０万円が主なものでございます。 

 事業の実績としましては、台湾基隆市でのく

まもと県南フードバレーフェアでは、平成２８

年１月３０日から３１日にかけて、民謡・くま

モンのステージイベントや、県南地域の事業者

等による物産展の開催ほか、八代産畳で設置し

た６畳の和空間で、浴衣の着つけ体験やお茶の

振る舞いを行うなど、日本文化の紹介を行った

ところであります。 

 また、国内の流通アドバイザーでは、大手食

品会社への農産物等の販路の拡大が図られ、国

外のアドバイザーにおいては、基隆市における
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フェア参加事業者へのフォローや、輸出セミナ

ーを実施しております。６次産業化アドバイザ

ーにおいては、大変好評をいただき、売れ行き

も順調と聞いております青ノリめんべいを初め

とした新商品の開発のほか、事業展開の見直

し、商品のブラッシュアップなど、アドバイス

を行っております。 

 なお、特定財源として、全額地域住民生活等

緊急支援交付金でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、６次産業化等の成功事例をつくり

上げ、販路拡大などに努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、下段の海外における八代産農産物等の

プロモーション事業創生先行でございますが、

これは、フードバレーやつしろ基本戦略構想の

４つの柱の一つであります、八代がアジア、全

国とつながっていることが実感できる販路づく

りに基づき、国の地方創生先行型交付金を活用

して、本市の代表的な農産物である晩白柚、ト

マトを、香港のイオン店舗でプロモーションを

行い、販路の拡大を目指したものでございま

す。 

 決算額は５８０万３０００円で、晩白柚プロ

モーション事業委託、販売促進用グッズなどの

購入及び職員旅費などが主なものでございま

す。 

 事業の実績としましては、香港における旧正

月であります春節前の購買意欲が高まる時期に

あわせて、平成２８年１月２９日から２月３日

にかけて、晩白柚プロモーション活動を行い、

輸出個数約３０００個中２９５４個を販売し、

大変好評を得たところであります。 

 また、トマトプロモーションにおいては、平

成２８年３月４日から７日にかけて行い、店舗

におきましては１パック４個入り、約２８５パ

ックのほとんどを完売できたところでありまし

た。 

 なお、特定財源として、全額地域住民生活等

緊急支援交付金でございます。 

 今後の方向性としては、実施方法等の見直し

を行い、数年後には民間での取り組みへと移行

する方向で検討することとし、市による実施、

要改善としております。 

 ９９ページをお願いいたします。 

 上段のくまもと稼げる園芸産地育成対策事業

でございますが、これは、気候温暖化や燃油・

資材等の価格高騰といった厳しい状況の中で、

産地間競争に打ち勝ち、稼げる園芸産地の育成

を図るため、生産者組合等が、農業施設・機械

等を導入する際に、その経費に対して、事業費

の３分の１以内を補助するものでございます。 

 決算額は３６８２万６０００円で、八代地域

農業協同組合園芸部を初め５団体が、谷部自動

換気施設、養液土耕施設、温度調節施設及び耐

候性ハウスなどの導入を行っております。 

 なお、特定財源として、全額くまもと稼げる

園芸産地育成対策事業補助金でございます。 

 不用額１０９０万６０００円は、入札残によ

る事業費の減によるものでございます。 

 今後の方向性としては、平成２８年度から攻

めの園芸生産対策事業に移行したことから、不

要、廃止としております。 

 下段の台風被害園芸・果樹復旧対策事業でご

ざいますが、これは、平成２７年８月の台風１

５号により被害を受けた園芸農家のハウスの復

旧や、生育回復等に係る経費の一部を補助した

もので、決算額は１億５３５万円でございま

す。 

 事業の実績としましては、被災作物の植えか

え、補植対策が１８戸、生育回復７戸、病害虫

蔓延防止対策１８０戸、そして、ハウスの復旧

・再建が７９棟、３８戸、６.９ヘクタールで

ございます。 

 なお、特定財源として、台風被害園芸・果樹

復旧対策事業補助金７０３３万６０００円がご
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ざいます。 

 今後の方向性としては、台風１５号の被害復

旧のための単年度事業であったため、不要、廃

止としております。 

 １００ページをお願いいたします。 

 下段の農事研修センター自主事業でございま

すが、これは、農業経営に必要な知識及び技術

の習得に関する研修等を行い、担い手の育成、

確保を図るもので、決算額７１万２０００円で

ございます。 

 事業の実績としましては、土づくり、病害虫

対策及び農業簿記などの農業技術者養成講座の

開催、そして、生活改善グループ連絡協議会、

青年農業者クラブ連絡協議会及び農業後継者育

成協議会への助成が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、農業後継者の育

成など農業を取り巻く情勢等に的確、素早く対

応できる支援体制と、養成講座の研修内容の検

討が必要であることから、市による実施、要改

善としております。 

 １０１ページをお願いいたします。 

 上段の排水機場維持管理事業でございます

が、財源内訳と財源内容の欄に、記載誤りがご

ざいましたので、正誤表の４枚目をごらんいた

だきますようお願いいたします。まことに申し

わけございませんでした。 

 それでは、排水機場維持管理事業でございま

すが、これは、農作物の湛水被害を防止するた

めに、県営湛水防除事業等で造成された排水機

場１４カ所を維持管理するものでございます。 

 決算額は４８５９万７０００円で、排水機の

燃料費、光熱水費、修繕料、及び運転業務やじ

んかい処理業務などの委託料が主なものでござ

います。 

 なお、特定財源として、熊本県農業農村整備

事業補助金１３４万４０００円がございます。 

 不用額の４２２万１０００円は、排水運転時

間が例年より短かったため、燃料費などが不用

となったことが主な要因でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、規模

拡充とし、老朽化による機能低下が懸念される

ことから、今後、計画的な排水機場の更新とと

もに、被害防止のために新たな排水機場を計画

していきたいと考えております。 

 下段の土地改良施設維持管理適正化事業でご

ざいますが、これは、排水機場等の農業水利施

設の機能を維持し、長寿命化するため、数年に

１回行うような、エンジンやポンプのオーバー

ホール等の整備補修を計画的に行うものでござ

います。 

 決算額は２２９７万９０００円で、八代南部

排水機場ポンプの整備などの工事費や、本事業

の実施に必要な熊本県土地改良事業団体連合会

への拠出金でございます。 

 なお、特定財源として、土地改良施設維持管

理適正化事業交付金１６４７万円がございま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 上段の市内一円土地改良整備事業でございま

すが、これは、地域農業の振興と農業経営の安

定化及び農村環境の改善を図るため、道路や排

水路等の農業生産基盤の整備を行うものでござ

います。 

 決算額は１億９７２５万４０００円で、集落

排水路の改修３１件、農道の改良・舗装１６

件、排水路・道路の測量設計業務委託１４件、

並びに農道補修に係る原材料支給などを行って

おります。 

 なお、特定財源として、日本中央競馬会事業

所周辺環境整備寄附金など３０１万３０００円

がございます。 

 今後の方向性としては、校区からの要望件数

が増加傾向にあり、本事業の需要が高まってい

ることから、より多くの要望に対応するため、
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さらなる工事コストの削減と合理化を図るなど

の改善をした上で、市による実施、規模拡充と

しております。 

 次に、下段の非補助土地改良融資事業でござ

いますが、これは、国・県の補助事業とならな

い農道や排水路等の農業基盤整備を行うに当た

り、八代市土地基盤整備連合や土地改良区から

資金の融資を受けて実施するものでございま

す。 

 決算額は８９９１万３０００円で、かんがい

排水路の改修９件、農道の改良・舗装２件を実

施しております。 

 なお、特定財源として、かんがい排水路改修

事業分担金８９４０万円がございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 上段の県営土地改良事業負担金事業でござい

ますが、これは、県営で実施する土地改良事業

の地元負担金を事業の規定に応じて、事業費に

対する負担金を支出するもので、決算額は２億

５６４０万９０００円でございます。 

 事業の実績としましては、かんがい排水事業

で郡築など４地区、経営体育成基盤整備事業で

塩浜など４地区、そして、農地海岸保全事業で

八代海岸などの３地区に係る負担金が主なもの

でございます。 

 なお、特定財源として、市債の県営経営体育

成基盤整備事業負担金など２億４４００万円で

ございます。 

 今後の方向性としては、本事業は、農業基盤

の整備ばかりでなく、住民生活にもかかわる非

常に重要性が高いことから、なお一層、国・県

に対して予算の拡大と事業の採択を要望してい

くことし、市による実施、規模拡充としており

ます。 

 次に、下段の土地改良融資償還補助金事業で

ございますが、これは、県営・団体営事業及び

非補助土地改良事業などを継続的に実施するた

め、低金利にて借り入れた地元負担金を、おお

むね１５年かけて償還し、財政負担の軽減を図

るものでございます。 

 決算額は２億８９４４万３０００円で、県営

経営体育成基盤整備事業や、非補助及び補助残

融資事業の償還補助金が主なものでございま

す。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 １０４ページをお願いします。 

 下段の多面的機能支払交付金事業でございま

すが、これは、農業・農村の有する多面的機能

の維持、発展を図るため、農業者及び地域住民

から成る組織が、農地や農業用水路などの地域

資源を適切に保全、管理することに対して支援

を行うもので、決算額は２億１８１９万１００

０円でございます。 

 事業の実績としましては、水路の泥上げや農

道の路面維持などを行う農地維持管理に３７組

織、花の植栽活動や用水路施設の軽微な補修な

どを行う資源向上支払いの共同活動に３０組

織、そして、水路など施設の長寿命化の活動を

行う資源向上支払いの長寿命化に２５組織が取

り組んでおります。 

 なお、特定財源として、多面的機能支払交付

金事業補助金など１億６４２１万７０００円で

ございます。 

 不用額の３６５７万５０００円は、設立予定

でありました２組織が断念したことや、国の内

示額の減によるものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、規模

拡充とし、用水路などの農業用施設の維持管理

や補修、花の植栽など、農業者を問わず、地域

の皆さんによる活動が行われており、引き続き

事業の周知、啓発を行い、より多くの地域で活

動が進みますよう指導、助言を行っていきたい

と考えております。 
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 １０５ページをお願いします。 

 下段の農地耕作条件改善事業でございます

が、これは、農業の生産効率を高め、攻めの農

業を実現するため、農地中間管理事業における

重点実施地区を対象として、従来の農地・農業

水利施設の整備などに加え、農業者の自立施工

も活用した農地の大区画化や、暗渠排水等の耕

作条件の改善に対して支援を行うものでござい

ます。 

 決算額は５９７１万５０００円で、金剛地区

において、暗渠排水３９.８ヘクタールを整備

したところでございます。 

 なお、特定財源として、農業基盤整備促進事

業補助金５９７１万１０００円でございます。 

 不用額の１５０２万２０００円は、国の内示

額の減によるものでございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 １０６ページをお願いいたします。 

 上段の農山漁村地域整備交付金事業でござい

ますが、これは、農山漁村地域の活性化を図る

ため、農林水産業の基盤整備を進めるととも

に、さらに都道府県の裁量により、生産現場の

強化や、地震、集中豪雨等の頻発化に対応した

防災・減災対策につながる基盤づくりが求めら

れる事業でございます。 

 決算額は５８５０万円で、日奈久新開東割地

区の排水路の整備を行っております。 

 なお、特定財源として、農業基盤整備促進事

業補助金など３８０２万５０００円、市債１８

４０万円がございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 １０７ページをお願いいたします。 

 上段の戸別所得補償推進事業でございます

が、これは、食料自給率目標を前提に、国、都

道府県及び市町村が策定した生産数量目標に即

して、主要農産物である米、麦、大豆などの生

産を行った販売農業者に対して、生産に要する

経費と販売価格との差額を交付するのに必要な

推進活動や、作付面積の確認等を行うものでご

ざいます。 

 決算額は１３３５万５０００円で、八代市農

業再生協議会が行う事務経費に対する補助金で

ございます。 

 なお、特定財源として、全額戸別所得補償推

進事業補助金でございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 続きまして、１０９ページをお願いします。 

 下段の地籍調査事業でございますが、これ

は、地籍を明確にすることにより、公共事業、

土地取引の円滑化、災害復旧の迅速化、課税の

適正化などを目的に行うものでございます。 

 決算額は１億７３０６万５０００円で、測量

調査業務委託１０件が主なものでございます。 

 測量調査の場所としましては、東陽町河俣、

小浦の一部、泉町樅木の一部、そして、八代市

島田町、竹原町、大村町などとなっておりま

す。 

 なお、特定財源として、地籍調査事業費補助

金１億２２７９万円がございます。 

 不用額３４３９万９０００円は、補助事業費

の削減に伴う調査・測量業務委託費の減による

ものが主な要因でございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 なお、地籍調査事業の進捗状況でございます

が、市全体の面積は６８０.５９平方キロメー

トルで、国有林や公有水面などの調査対象除外

面積を差し引きました全体調査計画面積は５６

０.９５平方キロメートルでございます。 

 平成２７年度に１４.２平方キロメートルを

実施し、２７年度末までに３０９.６９平方キ

ロメートルの調査を完了し、市全体の進捗率は

５５.２１％となっております。 
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 なお、残事業面積は２５１.２６平方キロメ

ートルとなっており、現在の事業費ベースで調

査を実施した場合には、平成６０年ごろに終了

する見込みでございます。 

 １１０ページをお願いいたします。 

 上段の森林整備事業でございますが、森林

は、林産物の供給、水源の涵養、山地災害の防

止などの多面的機能の発揮を通じて、国民生活

に恩恵をもたらしており、適切な森林施業、い

わゆる森林の育成のために行う造林、保育、伐

採等を確実に実施しながら、資源としての持続

的な利用と、多様な森林整備を行うものでござ

います。 

 決算額は６５５１万５０００円で、八代森林

組合及び熊本県林業公社に対し、整備事業等に

係る経費の一部を補助するものでございます。 

 事業の実績としましては、森林環境保全整備

としまして、八代森林組合及び熊本県林業公社

に、造林、下刈り、間伐など５５２ヘクター

ル、作業道の整備６３３７メートルに対し補助

を行っております。また、作業道の修繕や生コ

ン等の原材料支給も行っております。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 １１１ページをお願いいたします。 

 上段の八代産材利用促進事業創生先行でござ

いますが、これは、八代産木材の需要拡大を図

るため、林地残材や間伐材等を木質バイオマス

燃料等として活用する、木の駅プロジェクト事

業を行っている八代市木の駅プロジェクト実行

委員会への支援と、八代産材の輸出に向けての

薫蒸事業に対し、国の地方創生先行型交付金を

活用して補助したもので、決算額は１００５万

８０００円でございます。 

 事業の実績としましては、木の駅プロジェク

ト事業の運営費委託料、並びに地域通貨券の補

助と、間伐材等の重量を計量するトラックスケ

ール設置への補助を行っております。 

 なお、地域通貨券とは、間伐材等の買い入れ

価格の一部に対し、１トン当たり３０００円相

当分を、１枚の地域通貨券と買い取り、その地

域通貨券は、市内の地域通貨券加盟取扱店で商

品等を購入できるもので、地域経済の活性化を

あわせて実施しております。 

 なお、特定財源として、全額地域住民生活等

緊急支援交付金でございます。 

 今後の方向性としては、２７年度限りの、国

の地方創生先行型交付金を活用して行ったこと

から、不要、廃止としておりますが、八代市木

の駅プロジェクト事業及び輸出木材薫蒸事業

は、平成２８年度以降も木材利用促進事業の中

で、引き続き取り組んでまいります。 

 次に、下段の緑の産業再生プロジェクト促進

事業でございますが、これは、間伐等の森林整

備の加速化と、間伐材などの森林資源を活用し

た林業、木材産業等への地域再生を図るもの

で、大型の林業機械や、木材関連施設等の導入

に対して支援を行ったものでございます。 

 決算額は１６０８万３０００円で、トラック

の荷台にアームがついているグラップルつきト

ラック１台、そして、立ち木を伐倒し、そのま

まつかんで、集材に便利な場所へ集積する自走

式機械、フェラーバンチャ１台の購入があって

おります。 

 なお、特定財源として、全額緑の産業再生プ

ロジェクト促進事業補助金でございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 １１２ページをお願いいたします。 

 上段の有害鳥獣被害対策事業でございます

が、まず、資料の訂正をお願いいたします。主

要な施策の概要、左側の６行目、シカ２３３５

頭とありますが、シカ２６７８頭の誤りでござ

いました。訂正しておわび申し上げます。 

 それでは、有害鳥獣被害対策でございます

が、これは、シカ、イノシシなどの野生動物に
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よる農林産物の被害防止、及び市民生活の安全

確保のために行うもので、決算額は２２１８万

３０００円でございます。 

 事業の実績としましては、鳥獣被害対策実施

隊員の報酬、費用弁償や、ハンター保険助成、

並びに鹿捕獲２６７８頭分の特定鳥獣保護管理

事業補助金、及び坂本地区のジビエ処理施設設

置補助金などでございます。 

 なお、特定財源として、特定鳥獣適正管理事

業費補助金１８９万円がございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 １１３ページをお願いいたします。 

 上段の木材利用促進事業でございますが、こ

れは、八代産材の需要拡大と木材関連産業等の

振興を図り、林業の活性化を促進するもので、

決算額は８０７万３０００円でございます。 

 事業の実績としまして、まず、八代産材利用

促進事業におきましては、八代産材を使用し、

建築主みずからが居住する木造住宅の新築や増

改築等を行う場合に、新築で２０万円、増改築

・リフォームで１０万円を上限として助成する

もので、新築１６件、リフォーム１件に対して

補助を行っております。 

 原木生産促進事業は、木材の皆伐の後に、人

工造林を行う者に対して助成するもので、２３

件となっております。 

 不用額３４２万７０００円は、当初見込みよ

りも申請件数の減などによるものでございま

す。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 １１４ページをお願いいたします。 

 上段の市内一円林道維持事業でございます

が、これは、林道において、路面や排水施設の

修繕、安全施設の設置、草刈り等の維持管理を

行い、山林の手入れや木材搬出などの通行車両

の安全を図るもので、決算額は４１４５万６０

００円でございます。 

 事業の実績としましては、林道の落石等の除

去や林道鶴平線舗装工事、林道開設事業に伴う

側溝整備などの工事が２３件、そして、林道除

草作業業務委託２９件などでございます。 

 特定財源として、市債１０００万円がござい

ます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 下段の市内一円林道新設改良事業でございま

すが、これは、林道開設事業の推進による路網

整備及び搬出間伐などの森林整備を行うことに

より、林業生産コストの縮減を図るために実施

したもので、決算額は７２３３万１０００円で

ございます。 

 事業の実績としましては、八竜山線など２路

線の林業専用道開設工事、幹線林道菊池人吉線

に係る賦課金などが主なものでございます。 

 なお、特定財源として、林道専用道開設事業

補助金など４２９６万７０００円、市債２２９

０万円がございます。 

 翌年度への繰越額１０９７万円は、林道菖蒲

谷線が、年度内完了が困難になったため、繰り

越しを行っております。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 １１５ページをお願いいたします。 

 上段の道整備交付金事業でございますが、こ

れは、国の認定を受けた八代・五木地域再生計

画に基づき、水源の涵養、地球環境保全など森

林の持つ多面的な機能の発揮を図るため、林道

の基盤整備を実施し、通行車両の安全と作業性

の向上を図り、生産コストの縮減につなげるも

のでございます。 

 決算額は１億１５９万４０００円で、舗装工

事として、林道岩奥南川内線ほか７路線、改良

工事として、林道南川内線ほか１路線、及び測

量設計委託１０件などが主なものでございま
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す。 

 なお、特定財源として、道整備交付金など４

９３６万１０００円、市債４９００万円がござ

います。 

 翌年度への繰越額９５０万６０００円は、林

道岩奥南川内線が、年度内完了が困難になった

ため、繰り越しを行っております。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 １１６ページをお願いいたします。 

 下段の漁場環境保全事業でございますが、こ

れは、漁場環境の調査、整備等を推進し、漁場

環境の保全、改善及び水産資源の回復を図ると

ともに、安全な船舶航行並びに漁業の効率化を

図るために実施したもので、決算額は３１１９

万８０００円でございます。 

 事業の実績としましては、公用船の維持管理

費、八代市水産振興協議会など９協議会の負担

金、及び海面漁場清掃事業などの補助金でござ

います。 

 なお、特定財源として、熊本八代海地区水産

環境整備事業分担金など２０３万６０００円が

ございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 １１７ページをお願いいたします。 

 下段の栽培漁業振興事業でございますが、こ

れは、これまでのとる漁業ではなく、稚魚、稚

エビ等をふ化、中間育成し、放流するつくり育

てる漁業、いわゆる栽培漁業を推進して、水産

資源の再生産を促し、安定かつ継続的な漁業経

営を図るものでございます。 

 決算額は２０８４万３０００円で、漁業協同

組合が実施する、アユ、ウナギ、ヒラメ、クル

マエビ、タイワンガザミ、ハマグリなどの放流

用稚魚、稚エビ等の購入経費、並びにケアシェ

ル等のアサリ増殖資材の購入補助などが主なも

のでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 １１８ページをお願いいたします。 

 上段の水産物供給基盤機能保全事業でござい

ますが、これは、漁港施設の老朽化の進行に対

し、戦略的な維持管理、更新等による施設の長

寿命化などにより、漁港機能の適切な保全を図

るものでございます。 

 決算額は４８０万円で、大鞘漁港・植柳漁港

機能保全計画策定に当たり、漁港内の堆積土し

ゅんせつ等の水域施設関連の調査を委託してお

ります。 

 なお、特定財源として、水産物供給基盤機能

保全事業交付金２４０万円がございます。 

 翌年度への繰越額１１８８万円は、関係団体

との協議が必要となり、年度内完了が困難にな

ったため、繰り越しを行っております。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 次に、下段の水産基盤整備交付金事業でござ

いますが、これは、水産資源の回復増大と漁場

改善を図ることにより、漁業者の経営安定と漁

獲高の増大を図るもので、決算額は１５７７万

６０００円でございます。 

 事業の実績としましては、アサリ増殖用のケ

アシェルなど、着底促進基質の設置委託、二見

漁港航路のしゅんせつ工事、植柳漁港の標識灯

設置工事、並びに鏡漁業協同組合に対する、台

風１５号によるカキ養殖いかだの復旧整備の補

助などでございます。 

 なお、特定財源として、水産基盤整備交付金

９７７万円がございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 １１９ページをお願いいたします。 

 上段の地域水産業活性化支援事業創生先行で

ございますが、これは、漁業者の所得向上を図

るため、八代産水産物の品質向上や高付加価値
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化、並びに６次産業化等による水産振興に対し

支援するもので、決算額は２５８万２０００円

でございます。 

 事業の実績としましては、漁業協同組合等が

実施した事業に対して補助を行っております。 

 鏡漁協におきましては、カキの販売、販路の

拡大等の事業に、球磨川漁協は、球磨川アユの

流通、販売等の事業に、そして、八代漁協等

が、青ノリを利用した新商品の開発などの事業

に取り組んでおります。 

 なお、特定財源として、全額地域住民生活等

緊急支援交付金でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしております。 

 続きまして、款１０・災害復旧費の主な事業

について説明いたします。 

 １８５ページをお願いいたします。 

 下段の農業施設災害復旧事業でございます

が、これは、平成２７年８月の台風の強風、豪

雨により、被害を受けた農地、農業用施設及び

農業施設について、早期に機能の回復を図った

ものでございます。 

 決算額は２６２３万３０００円で、排水路５

件、農道１５件、排水機場２件及び農業施設１

０件の修繕や改修工事などを行っております。 

 なお、特定財源として、熊本県農業農村整備

事業補助金６０３万７０００円、市債４２０万

円がございます。 

 翌年度への繰越額４６８万６０００円は、東

町農業災害復旧工事が、年度内完了が困難にな

ったため繰り越しを行っております。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、災害被害の復旧においては、早期

に機能の回復を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 １８６ページをお願いいたします。 

 上段の林道施設災害復旧事業でございます

が、これは、平成２７年８月の台風の強風、豪

雨、並びに平成２８年１月の雪積により落石、

崩土などの被害を受けた林道について、早期に

機能の回復を図ったものでございます。 

 決算額は７７２３万２０００円で、林道の修

繕４７件、測量設計及び除雪作業の委託１４

件、並びに災害復旧工事１３件を行っておりま

す。 

 なお、特定財源として、林道施設災害復旧費

補助金など２４２４万４０００円、市債１３４

０万円がございます。 

 翌年度への繰越額４２０万円は、林道市ノ俣

支線が、年度内完了が困難になったため繰り越

しを行っております。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、災害被害の復旧においては、早期

に機能の回復を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 以上で、農林水産部に係る説明を終わりま

す。御審議のほど、どうかよろしくお願いいた

します。 

○委員長（松永純一君） ただいま説明のあり

ました第５款・農林水産業費及び第１０款・災

害復旧費中、農林水産部関係分について、一括

して質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○委員（島田一已君） ８９ページの上段の青

年就農給付金事業でございますけれども、この

事業、初めて農業に従事される方だというふう

に思いますけれども、後押しが必要かというふ

うに思います。本市にはですね、営農支援員さ

んが２人おられて、そのお一人の方が、たしか

この青年就農給付金事業へ移管ということにな

っていましたけれども、移管になっておられれ

ばですね、この事業に対するアドバイスとか、

そういう実績があればお願いをしたいというふ

うに思います。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 農林水産

政策課の小堀でございます。 
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 ただいまの御質問ですが、営農支援員の業務

としましては、新規就農者への支援に関するこ

と、それから、担い手の育成に関すること等々

ございますが、特に新規就農者につきまして

は、青年就農給付金受給のため、その前提とな

ります就農計画というのがございますが、この

作成段階から、給付後のフォローアップまで、

日々巡回指導などを行うなどして、支援を行っ

ているところでございます。 

 その実績でございますが、青年就農給付金の

受給者の状況確認や指導が、２７年度は２１７

回ほど行っております。 

 それから、青年就農給付金の受給希望者の相

談が、延べ１８０回といったところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（島田一已君） ありがとうございま

す。非常に、ここの部分はですね、営農支援員

の方々の力がですね、必要になってくるかなと

いうふうに思います。今後ともよろしくお願い

したいと思います。 

 引き続き、関連してますけど、営農支援員の

方々に、ちょっとお尋ね、ここにきょういらっ

しゃるですかね。 

 ちょっとお聞きをしたんですけど、東陽ので

すね、ショウガが半分ぐらい枯れる、そういう

被害が、何か多く出ているということをちょっ

とお聞きしまして、非常に私、心配をしており

ます。東陽といいますと、やはりショウガとい

うイメージがあるんでですね、ぜひ、この点に

ついて、営農支援室の方々がどのような対策ち

ゅうか、そういう方々がされているのか、ま

た、農協とですね、連携しながらということじ

ゃないかなというふうに思いますけれども、何

か対策とかありましたら、よろしくお願いした

いと思います。 

○農業振興課長（豊田浩史君） こんにちは。

農業振興課豊田です。 

 ちょっと被害の内容を、もう一度お願いでき

ますでしょうか。 

○委員（島田一已君） 例えば、１０アール当

たり、１０アール植えてあって、半分ぐらい枯

れるという状況なんか、ちょっとお聞きをした

んで、昔ならば、土壌を薫蒸するというのがご

ざいましたけれども、それにかわって、何か対

策とか、そういうのがなされているのかなとい

う部分を、ちょっとお聞きをしたかったんで

す。 

 以上です。 

○農業振興課長（豊田浩史君） それは、多分

ショウガの病気で、根茎腐敗病という病気であ

るかと思います。根茎腐敗病の防止に当たりま

しては、以前でしたら、臭化メチルという薬剤

が大変効果があって、それを１回、定植前に施

用しますと、収穫までほぼ病気が、余り発生し

ない状況で、良質のショウガが成育してたとい

うことがありますが、国際機関のですね、コー

デックス委員会によりまして、臭化メチルが一

切の使用禁止ということで、平成２４年の１２

月末をもって、日本では全く使用できないとい

うことが規制されております。 

 それによりまして、臭化メチル使えないとい

うことで、新たにですね、ショウガの栽培管理

をですね、排水対策を徹底しましょうという栽

培管理、それとダゾメット剤やクロミ剤、代替

の土壌消毒剤がございますので、そちらをです

ね、しっかり施用していきましょうというよう

な栽培技術の普及を、平成２５年、２６年に、

東陽のショウガの生産者の方々に講習会などを

通じましてですね、一斉にですね、ＪＡさんも

一緒になりましてから、講習会をして周知した

ところでございます。 

 最近ではですね、余り極端な大雨とか、そう

いったものが発生しますと、一部圃場では根茎

腐敗病が発生するというようなことはあります

が、圃場の半分以上がやられるというような被



 

－18－

害は、私どもはちょっと、まだ聞き及んでおり

ませんので、どういう状況かちゅうのは、ちょ

っと調べなけれけばわかりませんけれども、現

時点ではですね、クロミ剤やダゾメット剤を併

用してからですね、それと予防的な根茎腐敗病

の予防を、梅雨明けぐらいにですね、１回、も

しくは２回とかですね、そういったことをする

ことによりまして、栽培管理をですね、徹底す

ることで、臭化メチルがなくなっても、ショウ

ガが安定的に生産できるような対策ということ

で、生産者の方に普及しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（島田一已君） ありがとうございま

す。 

 本当に、目の前に橋本委員さんがいらっしゃ

いますけど、非常に私は、ちょっとどぎゃんか

なと思うとっとですよ。確かに、この病気だけ

ではないかと思いますけど、高齢者のですね、

つくる方々のいろんな問題がありますので、本

当に、先ほど言いましたけれども、やはり東陽

と言えばショウガというイメージがあるんで、

ぜひですね、いろんな方向に取り組んでいただ

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） ９７ページの上段のフ

ードバレー事業のところなんですけれども、こ

の中で、流通アドバイザー雇用事業とか６次産

業化推進アドバイザー雇用事業とか、この事業

内容というのはどんな事業なんですか。要する

に、アドバイザーさんを雇うという事業なんで

すか。 

○フードバレー推進課長（宮川武晴君） 皆

様、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）フードバレー推進課、宮川と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 ただいまお尋ねをいただきましたフードバレ

ー関連で、アドバイザーということでございま

すけれども、お二人、それと１団体にアドバイ

スをお願いしております。 

 お一人の方は、国内の流通ということで、メ

ルシャンのほうの関東のほうでですね、要職を

お務めいただきまして、いろんな食品関連企業

のところにダイレクトで、本来であれば、営業

のほうから積み上げてですね、食品提案などを

するところを、直接ある程度の幹部のところの

方へ、八代の農林水産物などのＰＲなどができ

るというような状況が、国内のアドバイザーさ

んでございます。 

 それから、海外につきましては、以前宮崎県

のですね、アドバイザーをお務めいただいた方

でございまして、こちらの方は海外のほうので

すね、先ほど事業の中で紹介させていただきま

した台湾フェアなどでは、八代の産物をです

ね、台湾に出すためのいろんな手続、こういっ

たところをですね、大変御尽力いただきまし

て、この方がいらっしゃったからこそ、このフ

ェアも実施できたというような実情もございま

した。ですので、これからの八代の加工品や農

産物などを海外に出すときにもですね、いろい

ろ検疫の問題などございますので、そういった

ところをですね、アドバイスをいただけるとい

うところでございます。 

 それから、６次化につきましては、団体様の

ほうにお願いをしておりまして、先ほど部長の

総括の中で触れていただきましたけれども、八

代産の青ノリのめんべいですね、こういった新

商品の開発、こういったところをお手伝いをい

ただいております。 

 それからですね、もともと既存の商品であっ

てもですね、例えば、大きな袋に入っているも

のを小口化して、手にとりやすくしたりとか、

デザインの見直しだとか、そういったところも

御助言をいただいているというようなところで
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ございます。 

 以上、アドバイザーの概要ということで説明

とさせていただきます。 

○委員（増田一喜君） 最初の流通アドバイザ

ーのところは、ちょっとわかったんですけど、

２人を雇われてるちゅうことで、国内はメルシ

ャンの方が１人と、海外が１名と、海外ちゅう

たら外人さんちゅうことですか。 

○フードバレー推進課長（宮川武晴君） 宮崎

県在住の日本人の方でございまして、流通業務

のほうも、御自身としてはやっていらっしゃい

ます。 

○委員（増田一喜君） そうすると、６次産業

のほうは、どんな人ですか。日本人なんです

か。 

○フードバレー推進課長（宮川武晴君） こち

らの方は、日本の方でございまして、福岡のほ

うにですね、事務所を構えていらっしゃる方で

す。 

 アドバイザー、国内と海外は個人の方に委託

をしておりまして、６次化のほうは、そちらの

会社のほうにですね、お願いをしているもんで

すから、お二人プラス１団体というような説明

をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） 団体は１団体というこ

とだったけど、団体さんってどこの団体です

か。 

○フードバレー推進課長（宮川武晴君） これ

がですね、まだ法人格をとっていらっしゃらな

い、いわゆる会社のほうをやってらっしゃるん

ですけども、個人経営みたいな形をやってらっ

しゃいまして、今法人格のほうをとっていらっ

しゃいますので、１社というような捉え方をし

ていただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） わかりました。 

○委員長（松永純一君） ほか。 

○委員（矢本善彦君） １００ページの農事研

修センター自主事業、土壌分析などされており

ますけども、私も、この前試験的に、土壌分析

を無料でさせていただきましたけど、その内訳

をちょっと説明してください。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） ただいま

の御質問は土壌分析件数の実績というようなこ

とでよろしいでしょうか。（委員矢本善彦君

「はい」と呼ぶ） 

 平成２７年度、普通分析と特別分析、無料の

分析合わせまして８５２件でございました。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） これは、いつまで無料

ですか。 

○農林水産政策課副主幹兼農事研修センター所

長（柿本光明君） 農事研修センター、柿本で

す。 

 土壌分析ですけれども、業者持ち込みとか

は、もちろん有料ですけれども、八代市民、農

家さんですね、３検体までは無料と、それ以上

は有料ということで、条例上扱っております

が、平成２５年度、原油が高騰しました際にで

すね、燃料代も、肥料代も上がっているという

ことで、それへの支援ということで、検体数に

上限は設けませず、無料としております。 

 原油のほうは落ちつく傾向ではございます

が、肥料代のほうは、まだ高どまりしているよ

うな状況もございまして、それに反しまして、

費用負担の原則あたりもですね、あわせて加味

しまして、来年度以降の費用負担のあり方とい

うことで検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） 有料だったら幾らだっ

たかな。 

○農林水産政策課副主幹兼農事研修センター所

長（柿本光明君） ９項目で１７５０円でござ

います。 
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○委員（矢本善彦君） その上の食育推進育成

事業を説明してください。 

○農林水産政策課副主幹兼農事研修センター所

長（柿本光明君） 地産地消を推進するために

は、まず、市内のお母さん、あるいは子供さん

方への食育の普及というのがですね、大事だと

いうことで、２７年度は、県の事業も活用しま

して、飲食業者さんとか、学校とか、あるいは

生産者の方々を連携させてのですね、地産地

消、食育推進の取り組みを図るべく、熊本地産

地消連携促進のですね、補助金を活用した事業

展開をしまして、やつしろマルシェ生産者組合

ですね、３０万円、県の事業をそのまんま支給

しまして、事業実施を行っております。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） これは市民農園の活用

にも連携していると思いますけど、千丁にも市

民農園と、鏡にも市民農園がありますね。そこ

をちょっと教えてください。 

○農林水産政策課課長補佐（田島功一郎君） 

農林水産政策課の田島です。よろしくお願いい

たします。 

 先ほどの市民農園ということで、鏡のほうに

さわやか農園がございます。こちらのほうが、

区画数が５９区画ございまして、昨年度の利用

実績でございますが、５４区画の利用があって

おります。 

 それと、千丁でございますが、千丁のほう

が、千丁ふれあい農園という名称でございまし

て、区画数が３６区画、２７年度が３５区画の

利用状況になっております。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） 千丁支所の前に市民農

園、ふれあい農園がありますけども、よく行っ

たときに、つくられる方と、おじいちゃんたち

と話すんですけど、すごく、やっぱり利用して

ですね、長生きの秘訣になりますと、健康によ

かですというてですね、すごく喜んでおられま

す。ぜひですね、こんなのを、耕作放棄地なん

かもね、こんなのは利用していただいて、やっ

ぱし、なるだけ推進していただきたいと思いま

す。 

 今、八代市に耕作放棄地が何ヘクタールある

か、ちょっとお尋ねいたします。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） ２７年度

現在における耕作放棄地、４１ヘクタールでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） その対策はどのように

されているんですか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 耕作放棄

地の存在は、農地の有効活用の問題ばかりでは

ございませんで、病害虫の発生源であったりと

か、あるいは有害鳥獣の隠れ場所になったりと

か、さらには不法投棄の温床になったりとかい

ったことで、地域環境にも影響を及ぼしている

ということから、その解消に向けた早急な取り

組みとして、国・県において事業が行われてい

るところでございます。 

 その国の事業でございますが、名称を耕作放

棄地再生利用緊急対策といいまして、この事業

では、基本的に農用地区域内の自己所有地以外

の耕作放棄地、農振地区内にある他人の土地と

いうことでございますが、これを耕作といいま

すか、解消した場合は、１０アール当たり５万

円となっております。当然再生作業を行った年

から５年間は耕作することが条件となります。 

 あともう一つ、同様の事業が県にもございま

すが、これは国の事業を補完する形の内容とな

っておりまして、国の対象とならない農用地区

域外の耕作放棄地や自己所有地の耕作放棄地も

対象としてございます。交付額は１０アール当

たり３万円というようなところでございます。

こちらは、再生作業から３年間は耕作する必要

がございます。 

 こういった直接解消事業に支援する事業のほ
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か、中山間地直接支払事業ですとか、あるいは

多面的機能交付金事業とか、こういった事業に

おいても、耕作放棄地の解消に向けた取り組み

がなされているところでございます。 

 なお、その資料にございます事業のほうは、

先ほど申しました県の事業の分が掲載してある

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） 今、いろんな政策を言

われましたけれども、なかなかですね、市民は

わからないんですよね。そのために、農業委員

の方がおられますから、そういう人たちにも周

知徹底していただいて、大いに農家にＰＲして

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） ９０ページのイグサ・

畳表生産体制強化と書いてある事業で、イグサ

収穫機、イグサ移植機、苗掘り取り機、それぞ

れの単価といいますか、価格と補助の割合とい

いますか、わかれば教えてください。 

○農業振興課長（豊田浩史君） ハーベスター

の単価ですが、税込みで３７６万９２００円で

ございます。 

 苗掘り取り機の調整器ですね、これが２１４

万９２００円、移植機ですが、こちらが３４８

万８４００円ということになっております。こ

れは消費税抜き、県補助金ですが、これに対し

まして、２分の１ということで補償しておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（村川清則君） ありがとうございまし

た。 

 こういう機械、そして、どの事業でしたか、

コンバインとかハーベスターもありましたよ

ね。それと、一番高い補助というのが、１１１

ページの緑の産業再生プロジェクト促進事業

で、シーリング予算に、グラップルつきトラッ

クが、亀田産業さんにフェラーバンチャという

のが入っているんですけれども、導入されて、

農業機械にせよ、何にせよ、何年か後に、例え

ば、農業経営にどういう効果をもたらしたと

か、あるいは会社経営にどういう効果をもたら

したとか、そういう追跡調査というのはなさっ

てるんでしょうか。導入したから、もう終わり

だという考えなんでしょうか。どうですか、そ

の辺は。 

○農業振興課長（豊田浩史君） 農業振興課が

所管します補助事業、これに関しましては、省

力化とか、労力軽減、そういったものをです

ね、目的として導入補助をやっておりますの

で、導入当初から効果はあってて、それに伴い

まして、面積の維持、もしくは拡大などを望ん

でいるところでございます。 

 現状におきましては、面積の維持ということ

が最優先課題でありまして、導入された組合に

おきましては、面積の維持はなされているとこ

ろでございます。 

 耐用年数がそれぞれございますので、おおむ

ね７年をめどにですね、効果を求めていくとい

うところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（村川清則君） 林業の機械のほうは。 

○水産林務課長（竹見清之君） 水産林務課、

竹見でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 緑の再生プロジェクト事業につきましては、

導入後８年間、実績について、県への義務報告

がございます。 

 計画書に、将来の生産目標を掲げているた

め、毎年事業者の実績を調査し、目標に達しな

い場合は、原因等を究明し、目標を上回るよう

にやっていただくということになっておりま

す。 

 以上です。 
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○委員（村川清則君） ありがとうございまし

た。 

 いや、安心しました。ちょっとひねくれた考

え方すれば、何年かやって、ちょっと、そうい

う考えもありますんで、大事なことだと思いま

すんで。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（友枝和明君） ８９ページ、い業振興

対策事業のイ業機械の再生支援事業、利用者数

が２５９人、昨年度はどれくらい、２７年度は

ふえているのか、いないのか。 

 それと、不用額がありますが、申請者の減少

のためということでございますので、そこのと

ころの経緯をお願いします。 

○農業振興課長（豊田浩史君） い業機械再生

支援事業でございます。昨年度の実績が、予算

額３０００万に対しまして、決算が２５３７万

３０００円ということで、利用者数は２５９件

になっております。 

 平成２５年から申しますと、予算額５００万

に対しまして決算額が４７９万２５７５円とい

うことで、利用者数は４８名。平成２６年は、

２５００万円の予算に対しまして１９４０万５

０００円ということで、利用者数は１９６名と

いうことになっております。 

 昨年度の不用額に対しましては、当初３００

０万を見込んでおりましたが、利用者数、申し

込みが少なかったことと、それぞれ利用される

再生支援機械の事業費の、上限２０万円で、補

助金が５０万円としておりますが、それに満た

ない部分での補助金が１０万円未満であった部

分も含めましての不用額ということになってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（友枝和明君） 関連機械が、それぞれ

まだいろいろありますし、今後かと思います

が、新しくハーベスターが、機械ができるとい

うようなことで、それも金額が、今のところ、

販売価格がまだ決まっておりません。先ほどハ

ーベスターの価格が税込みの３７０万ぐらいと

いうことで、今後、価格の件についても、これ

は要望になりますが、ひとつ、そういった事業

に対しまして、補助事業につなげていただきた

いと思いますので、ひとつよろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） まずは、９２ページの

中山間地域直接支払制度の事業ですが、これは

４つの地区は、減ったということは、前期、平

成２６年度までの分から見て、４つ減ったとい

う、そう理解してよろしいですか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 御指摘の

とおりでございます。２７年度から新規対策に

変わったということを境に、集落減少したと。 

 ちなみに、坂本地区で新たに１地区が２７年

からふえたというようなところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） これは全国的にです

ね、今中山間地のこの直接支払制度の対象地区

が急激に減りつつあるというのは、これは大き

な問題になっている。八代でも、だんだんその

ように減っているということは、恐らく高齢化

等含めて、先ほども出ましたが、荒廃地を出す

ことによって、変換しなければならない事態に

陥るのを嫌われて、対象地区から外れていく、

そういうことで理解してよろしいんですか。 

 全額返還、たしか旧制度はあっとったですか

ね。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） この制度

は、５年間を１期としてやっておりますので、

途中でやめられた場合は、さかのぼっての返還

となることになるもんですから、（委員橋本幸
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一君「全額だったでしょ」と呼ぶ）そうです

ね。そうしたことから、今度、２７年度から新

たな対策が始まったわけでございますが、今後

５年間は、ちょっと高齢化というようなことで

難しいといったことで、やめられたというよう

なことでございます。 

○委員（橋本幸一君） やはり、これから制度

的には、全額返還じゃなくて、国のほうも、改

めて、例えば、１０アール放棄地が出たなら

ば、その分だけの返還ということに、何か方向

転換なされていくというようなことをお聞きし

ているんですが、そういうことをですね、しっ

かり伝えながら、やはり、この中山間直接支払

というのは、山間地の耕作放棄の対策としてで

すね、非常に有効な手段であるわけですね。そ

この点を説明しながら、ぜひともですね、落後

者が出ないような、そういう対策を講じていた

だきたいと。 

 それと、先ほどフードバレーの話も出ました

が、非常に今、台湾ということに方向、目が向

いとるわけですが、やはり、ここには、先ほど

言われた検疫という大きなハードルがあるとい

うことを、先ほどからもお聞きしているわけで

すが、この部分の解消というのは、何か、今図

られつつあるんですか。 

○フードバレー推進課長（宮川武晴君） 御指

摘のとおり、台湾につきましては、非常に検疫

が厳しゅうございまして、特に、青果物につい

てはですね、ハードルが高い部分がございま

す。 

 台湾で実施いたしましたのには、まず、基隆

港との友好構想の関係がありまして、八代との

ですね、向こうの方にも知っていただくためと

いうことでですね、ＰＲを兼ねて、基隆のほう

でやらさせていただいたというところでござい

ます。 

 台湾のほうの、例えば、デパートであった

り、量販店には、日本の物、特に加工物は大変

よく並んでおりますので、青果物にはとらわれ

ず、加工品あたりもですね、今後は台湾のほう

に流していければというふうには考えてござい

ます。 

 それから、青果物につきましては、香港あた

りは大変ハードルが低いということもあります

ので、晩白柚やトマトを、現在ですね、イオン

さんやＪＡさんとですね、連携して取り組まさ

せていただいているところですが、それだけ競

争も高いということになりますので、負けない

ようなＰＲ活動も、今後やっていければと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） 中国と台湾というの

は、結局はもう、貿易関係はフリーになるわけ

だから、直接ですね、台湾に入れば、直接香港

にもというような、そういうことも可能である

わけですが、やはり、台湾においてですね、今

の晩白柚とかトマトとか、そういうことを入れ

るということは、非常に大きなメリットを生じ

てくるわけです。ましてや、秋冬トマトの日本

一の産地のトマトが、台湾に初めて入るという

ことは、非常に、私は香港に持っていくよりか

有利な点が出てくるかと思います。当然これは

国家間の問題になってくるわけですから、その

辺の動きもにらみながらですね、頑張っていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それとですね、地籍なんですが、地籍の関係

で、平成６０年が、大体完了予定ということで

なっているんです。私も、これ前回、一般質問

で取り上げさせていたんですが、境界確認が、

非常に今問題になっているということで、境界

確認のための事業というのは、２７年度は大体

どういう流れになっているのか。 

 筆界未定地をなくすためには、極力境界確認

というのを早目にやって、セットでですね、や

っていかにゃならないと思っておりますが、そ

の点についても。 
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○地籍調査課長（橋本勇二君） 失礼します。

地籍調査課の橋本です。 

 議員御質問の筆界の境界確認の事業につきま

しては、現在地籍事業とは別に、国のほうが直

轄事業としまして、山村境界事業及び明確化事

業という事業があります。平成２７年度につき

ましては、山村境界の国の直轄事業としまし

て、泉町の久連子地区ですかね、そちらのほう

を実施いたしております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 直轄ということは、じ

ゃあ、八代市、通さなくて、直接いくというこ

とですか。 

○地籍調査課長（橋本勇二君） 山村境界事業

と、もう一つの事業は、森林境界明確化促進事

業といいまして、林野庁の事業としまして、八

代市のほうとしましては、平成２１年度から平

成２５年度までの５カ年間、東陽町及び二見下

大野町ほか、あと泉町区域のところで、八代森

林組合さんが、実際受託されて、森林境界明確

化促進事業に取り組んだ実績がございます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 今は、一応その金は、

市には迂回せんで、直接国から団体に行く事業

って理解してよろしいんですか。 

○地籍調査課長（橋本勇二君） 議員さんがお

っしゃられたとおり、国の直轄事業となります

ので、八代市は通しませんで、直接業者のほう

にお支払いがなされる事業となります。 

○委員（橋本幸一君） はい、わかりました。 

 地籍のあれで、不用額が、（｢１０９ペー

ジ、右の下」と呼ぶ者あり）この不用額はどう

いう理由でですか。 

○地籍調査課長（橋本勇二君） 議員御質問

の、平成２７年度の地籍調査費の不用額につい

ての御質問ですけど、２７年度につきまして

は、国の予算編成時に事業費のカットが行われ

ました。あわせまして、調査事業は外注します

関係で、費用の積算がございますけど、これは

毎年単価等のですね、改定が行われます。つき

ましては、事業費の施工単価のほうも、２７年

度もアップしましたことから、国の事業費のカ

ットと事業費の単価アップに伴いまして、事業

費がカットされました関係で、不用額として、

今回計上させていただいております。 

 以上です。 

○農林水産部次長（枩島道則君） 地籍調査の

不用額につきましては、予算要求するときに、

県との協議をしまして、ある程度の金額という

ことで、すり合わせの中で予算要求したところ

なんですけども、その後、国の予算編成の中で

削減された分で、その分がうちのほうで要求し

た額よりも下回ってきたというのが大きな原因

でございます。うちの２７年度要求してました

額の１４.３％が、要求額にも満たなかったと

いうふうなことで、そのあたりが大きな不用額

が出たところでございます。 

○委員（橋本幸一君） 結局、一般財源として

確保した部分と、国・県の支出金の部分との割

合の差と理解してよかですか。 

○農林水産部次長（枩島道則君） 国の補助額

といいますのは、例えば、測量設計費なんかに

ついては、ほとんど国のほうで見ていただくよ

うな状況になっておりますので、市の持ち出し

分となりますと、それ以外の部分とか、人件費

あたりも全額ではございませんので、市一般分

の持ち出しというのは、そういった形になるの

かなと。 

○委員（橋本幸一君） ４分の１の部分の、４

分の３が地籍調査事業補助金と、その関連の中

で、４分の１の部分の流れと見ていいんです

か。 

○地籍調査課長（橋本勇二君） 地籍事業につ

きましては、対象事業の４分の３、国が２分の

１、それと県のほうが４分の１の、合わせまし

て４分の３が補助金として、支出されておりま
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す。残りの４分の１が市の負担、単独費用とな

ります。 

 あと、補助対象の中には、職員の人件費あた

りがほとんど入っておりませんので、委託関係

ですとか、くい代ですとか、そのようなところ

で使われてますので、単独以外の、単独費用の

ほうも若干、かなりの部分出ております。 

○委員（橋本幸一君） 大体、わかったようで

わからんようで。 

○委員長（松永純一君） 国の補助金がつかん

だったけん、事業費が下ったちゅうことです。 

○委員（橋本幸一君） その差額ちゅうことで

すね。結局、面積もそれだけでけんやったちゅ

うことですね。 

 もう一つよろしいですか。 

 同じく９２ページ、経営体育成事業で、１３

経営体の取り下げということ、これはどのよう

な理由で取り下げられているのか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） ２７年度

の経営体育成支援事業でございますが、資料の

ほうに、次長の説明で、１２８経営体実施した

と。採択は１４１経営体でございましたが、実

際実施したのが１２８経営体という説明があっ

たと思いますけれども、すなわち１３経営体の

ほうが取り下げをされたというようなことでご

ざいまして、その理由でございますが、まず一

つは、金融機関からの融資が受けられなかった

という方々がいらっしゃると。本事業は、融資

を受けることが条件の一つとなっております

が、融資は事業の採択を受け、交付額が決定し

ました後に、金融機関に申請しまして、審査と

なりますけれども、融資を金融機関のほうから

受けられなかった場合は、事業のほうも取り下

げていただくというようなこと、それが１点。 

 それと、今回２７年度は台風１５号の被害対

策分が３１件ほど含まれておりますが、この台

風対策につきましては、共済金と補助金が全体

の２分の１を超えた場合、補助金が減額される

という制度になっております。すなわち共済金

が多額となった農家は、補助金が少額、もしく

はゼロといったことになりますもんですから、

補助を申請する意味がなくなるというようなこ

とで、取り下げられた方々もいらっしゃる。 

 大きく、こういった２点の理由が、主なもの

でございます。 

○委員（橋本幸一君） はい、わかりました。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） 時間がありませんの

で、簡潔に申し上げます。 

 まず１点目が、市内一円の土地改良整備事業

でありますが、決算上いきますと、下に書いて

ありますように、校区の要望が多いわけであり

ますけれども、予算がないからできなかったと

いうことであろうと思います。不能決算の部

分、不用額のほうも１７０万とちょっとしか、

これは入札残だろうと思いますが、その辺のと

ころ、新しい年度に向けて、ぜひ予算獲得に、

予算要求に頑張っていただきたいと思います。 

 それと、県営の土地改良事業負担金事業であ

りますが、大変、それぞれ経営体、県営でもあ

りますが、経営体が違うと思いますが、中に幾

つも校区がありますので、取りまとめが大変だ

ろうと思います。中には、いわゆる８年間は家

を建てられんけん、ちょっと、これにゃあ協力

でけんとか言われる方もいらっしゃいます。し

かし、今、作物がですね、昔はイグサと米であ

りましたが、今はハウス、あるいは露地栽培と

いった、大変、菜種であろうと思いますが、今

大変排水がきくような作物になっておりますの

で、大変な事業だと思います。ちょうど、この

事業につきましては、民主党時代に大幅に削減

をされております、予算がですね。その予算

は、戸別所得補償に使われたという経緯がござ

いますが、今、書いてありますように、徐々に

回復はしておりますものの、もとの、まだ金額
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ではございません。ぜひ、この推進をするに大

変な御苦労が要ると思いますが、その辺のとこ

ろを、十分に御努力をいただいてですね、若い

方々が意欲を持ってハウス、あるいは露地野菜

の栽培に取り組めるように努力をしていただき

たいと思います。お答えは要りません。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） １０４ページの多面的

機能支払交付金、先ほど枩島次長が言われまし

た、うち付近じゃ、区役といいます、これです

な。たしかドロアゲなんかいう。３７組織がで

きていますけど、何ヘクタール以上じゃなから

んばできないと、当時ですね、私たちも申し込

んだんですけども、とうとう土地の面積がまと

まらなくて断念した経緯があるんですよ。たし

か平成１９年に、これはできた、農地・水・保

全管理事業ちゅうたかな、今は名前は変わっと

る。そこをちょっとお知らせください。 

○農地整備課副主幹兼農地管理係長（松本浩祐

君） 農地整備課の松本でございます。 

 今、委員質問についてお答えいたします。 

 平成１９年度から、農地・水・保全対策とい

う名称で、この補助事業は始まっております

が、現在多面的機能支払交付金事業ということ

で、面積制限というものはなくなっておりま

す。大体、旧八代市でいいますと、古閑中町と

か、郡築一番町とか、そういう形でまとまって

いただければ、認定は可能となります。 

 ただし、町単位につきましても、面積等、い

ろいろございますので、要望の方々と、組織の

方と打ち合わせながら、こういう面積でどうで

すかということで、よりよい、やりやすいよう

な組織で、町内の面積全部が対象という形には

ならなくても構わないような状況になっており

ます。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（矢本善彦君） これはですね、やは

り、私たちも出て、みんな高齢者が多くてです

ね、若者が出てこない。だから、今出てこらっ

さんとは罰金１０００円取りよっとですばって

ん、こんなのも、やはり（｢これは決算と関係

なかろうもん、決算のせろよ」と呼ぶ者あり）

土地改良の役員さんとかですね、それとか、市

政協力員さんたちも周知したほうがいいと思い

ます。知らっさん人が多いと思いますので、よ

ろしくお願いしておきます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 不用額についてです。

監査の意見書にもですね、総額で３億１８００

万ということで、農業費だけでも２億９０００

万ですね。今、お話を聞いていると、入札残で

あったりとか、それから、国の内示が減って減

というのは、いたし方ない事情かとは思います

けれども、御説明の中にですね、見込みが足り

なかったというような説明も何カ所かあって、

それは、ニーズの聞き取りがですね、しっかり

できていれば、予算を組むときに反映できてい

た部分じゃないかなというふうに思うんです

ね。そこら辺の検証は、各、そういった部門で

されたのでしょうか、されて、今後に臨まれる

のでしょうかということを、ちょっとお聞きを

しておきたいと思います。 

○農林水産部次長（枩島道則君） 確かに、予

算編成する折にはですね、ちゃんと農業者あた

りの、希望調査などを行って、予算を積み上げ

てやっているところですけども。 

 その以降にですね、先ほどの中にありました

ように、状況によって、申請したのを取りやめ

たりとか、確かに、そういった部分はあったと

いうことで、監査の指摘の中にあっていると、

私も思っております。 

 次年度以降につきましては、極力ですね、そ

ういったことのないように、各担当、それぞれ

今、今回のうちの事業につきましては、補助事
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業、結構多うございますので、そのあたりはし

っかり把握しながらですね、できるだけ不用額

を生じないような形で行ってまいりたいという

ふうに考えております。 

○委員（堀 徹男君） 国の内示待ちとかです

ね、いろいろタイムラグがあるから、発生しや

すいというのは、重々わかるんですよね。しか

しながら、小さい事業の積み重ねがですね、３

億円という金額になるということは、これは予

算、年度内に本当は執行できればですね、ほか

の事業に回せたかもしれないし、単年度で言え

ば、積立額にも匹敵するような額ですので、本

当に小さい事業かもしれませんけど、一つ一つ

の事業を積み重ねて、よくチェックをしてくだ

さい。少しでも不用額が出ないようなことに持

っていただければと思いますので、よろしくお

願いします。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（島田一已君） 先ほどから何遍もフー

ドバレー輸出ということで、９６ページですけ

ど、ありますけども、八代港からですね、農産

物を輸出するために、いろんな課題とか条件と

かございますと思いますけれども、担当課にお

かれましてですね、何か目標とか、そういうの

が、これだけは出すぞちゅう、そういう目標と

か何かございますでしょうか。 

○フードバレー推進課長（宮川武晴君） 八代

港の、特にハード整備につきましては、国・県

あたりが整備をいただくことになりますので、

これらの関係課と連携してですね、しっかり要

望のほうは、現在続けております。 

 具体的には、リーバーコンテナ、冷蔵ができ

るコンテナのコンセントの数をふやしていただ

くであったり、フルガントリーの整備であった

り、そういった周辺のインフラ整備について

は、査定をやらせていただいているという状況

でございます。 

 今、目標をということでございますけれども

これについては、何とか５品目出せないかとい

うことで、今、大変ハードルは高うございます

が、課としましては、目標を持って、現在も取

り組んでいるというところで御理解をいただき

たいと思います。 

 昨年度はですね、晩白柚を初めて青果物とい

うことで出すことができましたので、こういっ

たものは継続してやらせていただいて、少しで

も八代地域の農林水産物が出せるよう努力をし

ていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（島田一已君） 今後ともですね、しっ

かりと頑張っていただきたいと思います。 

 それから、もう一ついいですか。 

 今、大型クルーズ船がですね、非常にたくさ

ん来ていますけども、そのインバウンド客への

ですね、農林水産物のＰＲなど、どういうふう

にされているのかなと思って、ここではないん

ですかね、そのＰＲとか。 

○委員長（松永純一君） フードバレー関連で

すか。 

○委員（島田一已君） はい。 

○フードバレー推進課長（宮川武晴君） 今の

クルーズ船に対しましての農林水産物の八代産

の提供ということで理解してよろしいでしょう

か。（委員島田一已君「はい」と呼ぶ） 

 これにつきましては、大変規模が多うござい

まして、提供する規模が大変に多品種目を多量

に提供しなければいけないということになって

いるというルールは承知しております。ただ、

これにつきましては、港湾のほうの所管課のほ

うが窓口になりまして、情報などはとっており

ます。 

 いろいろＪＡさん、経済連さんあたりにです

ね、そういった大規模な集約ができるところが

窓口になられるということで、現在、何とかで
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きないかということで、努力をされているとい

う状況というところで、済みません、お答えと

させていただければと思います。 

○委員（島田一已君） ありがとうございまし

た。今後もしっかりとよろしくお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） なければ、以上で、

第５款・農林水産費及び第１０款・災害復旧費

中、農林水産部関係分についての質疑を終わり

ます。 

 午前中の審査を終了し、しばらく休憩いたし

ます。午後は１時から再開いたします。よろし

くお願いいたします。 

（午後０時０５分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（松永純一君） 休憩前に引き続き、

決算審査特別委員会を再開いたします。 

 １０月４日、昨日本委員会の中で、民生費に

おける質疑に対し、執行部から答弁の申し出が

あっておりますので、これを許します。 

 なお、審査に当たっては、原則後戻りはしな

いということにしておりますので、以後の質疑

につきましては、個別に行っていただきますよ

う、御協力よろしくお願いいたします。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 貴重なお

時間をいただき、まとに申しわけございませ

ん。健康福祉政策課の西田でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 昨日は、大変申しわけございませんでした。

失礼いたしました。 

 昨日の決算審査特別委員会におきまして、古

嶋委員さんのほうからお尋ねがございました、

初期救急医療推進事業の休日在宅当番医委託に

おきましては、日曜祝日の委託料は１万６５０

０円であるが、５月連休及び年末年始の委託料

は５万円となっている。その違いは何かにつき

ましてお答えいたします。 

 まず、休日在宅医の単価１万６５００円でご

ざいますが、平成１５年当時、国・県の補助事

業でありました在宅当番救急医療情報提供実施

事業の単価でございます。 

 次に、５月連休、年末年始の業務につきまし

ては、市民の皆様の御要望が多かったことなど

から、昭和５８年ごろから開始いたしておりま

すけれども、５万円の単価につきましては、休

日在宅医と比べまして、診療時間も長く、ま

た、５月連休、年末年始を考慮いたしまして、

当時の医師会と旧八代市との協議において決定

した単価でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松永純一君） それでは、次に、第

６款・商工費及び第１０款・災害復旧費中、経

済文化交流部関係分について、一括して説明を

求めます。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 皆さん、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

大変お世話になります。 

 それでは、経済文化交流部が所管いたしま

す、第６款・商工費につきまして、総括して説

明させていただきます。恐れ入りますが、座っ

て説明させていただきます。 

 まず、企業誘致及び工業振興事業でございま

すが、県に市職員を派遣し、情報収集、人材ネ

ットワークづくり及びスキルアップに努めると

ともに、立地可能性のある企業へのダイレクト

メールの送付、市内外企業約２５０社や団体等

への直接訪問による対面での本市への立地の優

位性や、県内トップクラスにあります本市の優

遇措置等を説明してまいりました。また、県人

会や同窓会等へも参加し、本市のＰＲ及び情報

収集に努めた結果、昨年度は、企業振興促進条
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例に基づく適用工場は、新設が１件、増設が３

件の計４件、新規雇用が４７名となっておりま

す。 

 次に、雇用促進事業につきましては、就労支

援として必要な資格取得費の補助、若者を対象

とした就活応援セミナー、地元企業合同面接

会、来春高校卒業者への合同面接会などを開催

しております。 

 また、地方創生交付金を活用いたしまして、

人材育成や販路開拓支援事業、求職者と企業の

マッチング事業等を実施しているところです。 

 引き続き、企業誘致及び地場企業振興を図る

とともに、本市での就労を希望する若者等と企

業とのマッチング事業を積極的に展開してまい

りたいと思っているところでございます。 

 次に、商業振興に関する事業でございます

が、中心商店街の活性化のため、まちなか活性

化協議会や各商店街振興組合が実施されます商

店街や個店の魅力づくり、あるいは集客イベン

ト等に対し支援しているところでございます。 

 また、地方創生交付金を活用いたしまして、

外国クルーズ船旅行者や乗組員、来街者への利

便性向上のため、商店街に公衆用無線ＬＡＮの

設置や、消費喚起のためにプレミアム付商品券

事業を実施したところでございます。 

 平成２４年の遊技場の閉店、今年４月の熊本

地震を起因とするテナントの撤退により、ます

ます厳しい環境にある商店街の振興のため、関

係団体や商店街と情報を共有し、役割分担を図

りながら、活性化策を検討してまいらなければ

ならないというふうに思っているところでござ

います。 

 次に、港湾振興事業にかかわるものでござい

ますが、港湾施設整備につきましては、御承知

のとおり、水深１４メートル岸壁と泊地が、平

成２５年に完成し、平成３０年度の供用開始を

目指し、大型ガントリークレーンの設置と新た

なコンテナヤードの整備が進められているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、水深１４メートルの航路がし

ゅんせつ中であることから、港湾管理者であり

ます国や県に対しまして、官民一体となった要

望活動を行っているところでございます。 

 また、ポートセールス事業につきましては、

県に市職員を派遣し、県との連携を強化し、港

湾事業者及び荷主企業等とも情報を共有しなが

ら、取り組みを進めてまいりました。 

 昨年のコンテナ貨物の取扱数量は、中国の経

済減速などの影響を受けたものの、一昨年の１

万８０４６ＴＵＥより微減の１万７７８２ＴＥ

Ｕとなったところでございます。 

 クルーズ客船事業につきましては、外国船１

１船、国内１船の計１２船が入港したところで

ございます。 

 また、地方創生交付金を活用し、荷役機械の

導入の支援、海外クルーズ相談会事業等を実施

したところでございます。 

 今後は、国、県、市及び民間港湾関係者等々

と連携を一層密にし、港湾振興に努めてまいら

なければならないと考えているところでござい

ます。 

 次に、観光振興事業でございますが、昨年度

は、やつしろ全国花火競技大会、九州国際スリ

ーデーマーチを初めとするイベントを実施、着

地型観光推進事業の取り組み、観光施設の適正

管理、利用促進、あり方についての検討、日奈

久温泉、五家荘地域などの観光振興事業を実施

してまいりました。 

 また、地方創生交付金を活用し、海外大型ク

ルーズ船寄港増による外国人観光客の受け入れ

環境の整備のため、多言語による観光ポータル

サイト、マップ、ガイドブック、パンフレット

の制作、主要観光施設における無料Ｗｉ－Ｆ

ｉ、多言語観光案内板の設置のほか、インバウ

ンド戦略計画策定、外国での観光物産展、商談

会への参加、外国語対応ガイド養成講座の開



 

－30－

催、外国人観光客おもてなし空間づくり支援事

業等を行ったところでございます。 

 これらの事業を実施した結果、速報値ではご

ざいますが、昨年の観光客の入り込み客数は、

２４７万５０００人となり、平成２６年の入り

込み客数より約９万４０００人増加しておりま

す。宿泊者数は２４万２０００人と、２６年に

比べまして約６０００人が増加しております。

観光消費額は１２３億円、平成２６年に比べ４

億円の増加となっております。 

 今後は、熊本地震からの復旧復興及び風評被

害対策に積極的に取り組んでまいりたいという

ふうに思っております。 

 以上で総括説明を終わり、詳細につきまして

は、桑原次長が説明いたしますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） 皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）お世話になります。経済文化交流部、桑原

でございます。 

 ただいまから経済文化交流部所管の商工費に

つきまして、説明をさせていただきます。申し

わけございません、座らせていただいてよろし

いでしょうか。 

 それでは、平成２７年度における主要な施策

の成果に関する調書、その１の、まず１２ペー

ジをおあけいただければと思います。 

 歳出決算の状況でございます。（イ）の目的

別の６、商工費でございます。 

 支出済み額、Ｂ欄でございますが、２８億７

９０３万８０００円、こちらの執行率でござい

ますが、９３.３％、構成比としては４.７％と

なっておるところでございます。 

 前年度比較でございますが、１５億３４１５

万１０００円となっておりまして、この主な増

加の理由でございますが、プレミアム付商品券

発行事業１３億３６３７万円、それから、東陽

交流センターせせらぎ施設整備事業５０６５万

円が主なところでございます。 

 それでは、この調書の１１９ページをお願い

したいと思います。 

 それぞれ、各事業について、その事業内容と

主な不用額等について説明をさせていただきま

す。 

 まず、八代港ポートセールス事業でございま

すが、市が、県や港湾関係事業者等と連携し、

八代港促進のため、港湾利用者、荷主、船主、

代理店等へのポートセールスの展開や、ポート

セミナー開催、アドバイザー委託等の事業を行

っております。 

 決算額は１億８０３万円、全額一般財源でご

ざいます。 

 不用額の５４８７万５０００円は、コンテナ

利用助成金で、予算計上は、県の試算に合わせ

て計上いたしておりましたが、県によります

と、コンテナ取扱量がここ数年増加傾向にあっ

たため、増加分を見越して試算を行ったが、中

国経済の鈍化や為替の影響等により、前年度と

同様の取扱量となったとのことで、増加分に係

る予算が不用額となったものでございます。 

 事業の主なものとして、港湾利用企業等延べ

１７５社への訪問旅費等２９９万８０００円、

１人の専門家に対するポートセールスアドバイ

ザー委託料２６０万円で、アドバイザーによる

訪問件数は１７９件となっております。 

 コンテナ利用助成金１７４件分、９７８７万

円は、新規分が４７件、継続分が１２７件で、

平成２７年実績は１万７７８２ＴＥＵとなり、

２６年比較２６４ＴＥＵの減となり、過去最高

でございました昨年の取扱量に次ぐ実績となっ

ております。 

 今後の方向性でございますが、八代港利用促

進には、さらなる行政と民間事業者の連携が重

要であり、アドバイザーの助言をもとに、県や

港湾事業者と一体となり、改善を図りながら、

引き続き市により実施していきたいと考えてお
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ります。 

 次に、１２０ページをお願いいたします。 

 クルーズ客船誘致事業でございます。クルー

ズ客船の八代港への寄港時におけるおもてなし

や、船社や旅行代理店との情報交換、県や県南

自治体と連携したスクラムチャレンジ事業を行

ったものでございます。 

 決算額は２００２万４０００円で、全額一般

財源でございます。 

 不用額４９２万２０００円は、八代港港湾振

興協会へのクルーズ船受け入れ時の負担金で、

国の実証実験や夢チャレンジ推進補助金事業の

採択で、費用の一部が軽減されたことなどが主

な理由でございます。 

 事業の主なものでございますが、クルーズ船

社等の延べ４２社の訪問旅費に４１万３０００

円、クルーズ船受け入れ時の安全保安対策用備

品購入費に３３８万３０００円、クルーズ客船

受け入れセレモニー等費用負担金１５６９万５

０００円は、クルーズ船１２船分の入出港セレ

モニーや物産展開催等受け入れ時の市負担分で

ございます。スクラムチャレンジ事業負担金３

０万円は、人吉市、水俣市及び上天草市と連携

し、県南物産展及びクルーズ船寄港時の観光に

特化したパンフレット作成と船社等へのＰＲ活

動を実施しております。 

 今後の方向性でございますが、平成２７年度

で、クルーズ船の寄港地として一定の受け入れ

実績ができたことや、引き続きクルーズ船の寄

港は増加する見込みであることから、貨物船優

先の原則を尊重しながら、八代港の整備の状況

や他港での取り組み等について、クルーズ船社

及び旅行代理店と情報共有を図ってまいりたい

と考えております。 

 次に、下段のみなと八代フェスティバル事業

は、イベントを通じて、県内最大の貿易港八代

港と立地する企業のＰＲを図るため、実施主体

である、みなと八代フェスティバル実行委員会

へ負担金を支出するものでございます。昨年１

０月に開催し、約１万人の人出でにぎわいまし

た。 

 決算額は４５０万円でございます。 

 今後の方向性でございますが、クルーズ客船

の寄港数の増加等で、岸壁での開催が厳しくな

ってきており、みなと八代フェスティバル実行

委員会で事業等の見直しを検討しているところ

でございます。 

 次に、１２１ページをお願いいたします。 

 商業振興対策事業でございます。経営に対す

る適切な助言や指導により、商工業者の振興と

経営安定を図るため、八代商工会議所及び八代

市商工会へ補助金を支出するものでございま

す。 

 決算額は３５７２万円でございます。内訳と

して、八代商工会議所９５０万円、八代市商工

会２５６２万円、第４９回熊本県商工会青年部

連合会八代地区大会への補助金６０万円でござ

います。 

 今後の方向性につきましては、中小企業を取

り巻く環境が厳しい中、行政が直接できない部

分や専門性のある点について、具体的な助言指

導を展開していただくため、引き続き市の補助

金支出を行いたいと考えているところでござい

ます。 

 次に、下段の商工業資金貸付・出資事業でご

ざいますが、本市の中小企業の振興と経営安定

を図るため、長期低利融資及び信用保証料の補

給を行うもので、決算額は５億７６０万５００

０円、財源は、その他特定財源の記載にありま

すとおり、預託金元金収入等の５億円と、一般

財源となっています。 

 なお、不用額が４９３万５０００円で、これ

は中小企業融資制度保証料補給事業において、

熊本県金融円滑化特別融資資金制度利用者に対

する信用保証料補給の申請件数の減少、また、

保証料全額保証の申請件数が減少したことが主
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な理由でございます。 

 その内容でございますが、信用保証料補助負

担金１８１万６０００円は、経営安定特別融資

制度における信用保証料率を通常より０.２％

低利で運用しているため、基本保証料との差額

を熊本県信用保証協会に負担したものでござい

ます。 

 中小企業融資制度保証料補給金５７１万円

は、市内の中小企業者が、小口資金融資制度、

経営安定特別融資制度、大規模小売店舗対策特

別融資制度等の融資を受けられた場合に、保証

料の２分の１、または全額を補助しており、平

成２７年度実績は７４件となっております。 

 中小企業経営安定特別融資制度預託金等４融

資制度の実施のため、金融機関に合計５億円を

預託しております。 

 今後の方向性でございますが、中小企業の事

業資金借り入れを容易にするため、金融機関と

情報の共有化を図り、状況によっては融資制度

等の見直しも検討していきたいと考えておりま

す。 

 次に、１２２ページをお願いいたします。 

 商店街活性化事業でございます。商店街等が

取り組む事業を支援し、商店街等の活性化を図

り、魅力ある商店街づくりを促進するもので、

決算額は１５５０万９０００円で、一般財源で

ございます。 

 不用額の３９４万９０００円は、商店街への

新たな出店者等に対して、改装費や家賃補助を

行う商店街再生事業に対する申請件数が、当初

予測より少なかったことなどによるものでござ

います。 

 施策の主な事業のうち、商店街活性化事業補

助金１４３９万３０００円は、内訳にあります

とおり、商店街や２つ以上の商店街の連合が実

施されるソフト事業等に対し、２分の１の事業

補助を行っており、また、空き店舗対策として

有効な商店街再生事業は、新規出店される場合

に、店舗の改装費の３分の１、限度額２００万

円、あるいは借家料の３分の１、限度額月額５

万円、１２カ月６０万円まで支援しておりま

す。平成２７年度の新規出店は８店舗となって

おります。 

 今後の方向性でございますが、商店街への集

客を進めるためには、さまざまなソフト事業の

展開が不可欠と考えております。市としても、

今後も引き続きイベント等に対しての支援を行

ってまいりたいと思っております。 

 次に、下段の工業振興補助助成事業でござい

ます。進出企業、地場企業の振興、発展に向け

た支援体制を整備し、産学官の連携による新産

業の創出や人材育成等への支援を行うことによ

り、本市の工業の活性化を図るもので、決算額

は１７９２万円となっております。 

 不用額２６０４万６０００円の主な理由でご

ざいますが、八代市企業振興促進条例補助金

で、平成２７年度中の支払いを予定いたしてお

りました雇用奨励金につきまして、該当企業の

雇用時期のおくれに伴い、支払い時期が今年度

に変更になったことに伴うものでございます。 

 事業の主なものとして、新技術・新製品研究

開発支援補助金１３８万６０００円は、新たな

製品開発等に挑戦される企業に対して補助金を

交付するもので、２７年度は３件を補助いたし

ております。 

 産業活性化人材育成支援事業８６万６０００

円は、技術向上や経営基盤の安定を図るための

従業員研修に対し経費の一部を補助するもの

で、１６件の利用があっております。 

 また、中小企業が連携し、産業活性化事業を

展開している工業振興協議会への補助８７万２

０００円、企業振興促進条例に基づく投資額や

新規雇用者数に応じた奨励措置の実施５件、１

４２０万円でございます。 

 今後の方向性といたしましては、人材育成や

企業投資や雇用に対する支援を継続し、新規学
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卒者の地元企業への就職率向上につながるよう

な支援を行ってまいりたいと考えています。 

 次に、１２３ページをお願いします。 

 雇用促進対策事業でございます。就職または

再就職希望者の支援により、雇用拡大、雇用安

定を図るためのソフト事業でございます。 

 決算額は４２９万９０００円で、不用額は７

２万９０００円でございます。不用額の理由で

ございますが、就業資格取得支援助成金の利用

が少なかったことによるものでございます。 

 事業の内容でございますが、職業相談事業の

業務委託３４５万５０００円及び就業資格取得

支援のための補助金５７万２０００円などでご

ざいます。 

 今後の方向性としましては、有効求人倍率の

数値からは雇用情勢が好転しているものの、逆

に、地元中小企業の皆さんが人材確保に苦労さ

れている状況がございますので、今後も企業と

求職者のマッチングに努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、下段の勤労青少年ホーム解体事業でご

ざいます。平成２３年度に閉館いたしました本

施設について、平成２６年度から解体事業に着

手したものでございます。 

 決算額は１７０２万２０００円、不用額は３

１５万１０００円で、用地測量等委託入札残の

１４６万８０００円、アンテナを民間に貸借し

たことにより不要となった電波障害対策用の共

同アンテナ撤去費用１３４万円が主なものでご

ざいます。 

 これは、平成２６年６月よりアスベスト調査

の法案が施行されたことに伴い、解体工事前に

アスベスト調査が必要となり、調査自体は平成

２６年１０月に終了いたしましたが、アスベス

ト飛散防止対策など、設計変更の手続があり、

平成２６年度内に解体工事ができなかったこと

から、平成２７年度へ繰り越したものでござい

ます。 

 平成２７年度におきまして、解体作業並びに

用地測量、電波障害調査が完了したことから、

現在、跡地について、普通財産としての売却に

向けた事務手続を行っているところでございま

す。 

 次に、１２４ページでございます。 

 勤労福祉会館解体事業でございます。こちら

は、平成２５年度に閉館いたしました本施設に

ついて、勤労青少年ホームと同様、平成２６年

度から解体事業に着手したものでございます。 

 決算額は２５４４万円でございます。 

 不用額の３２２万９０００円は、用地測量委

託入札残の１２３万１０００円、解体工事数量

変更に伴う減額１５６万７０００円が主なもの

でございます。 

 内容につきましては、勤労青少年ホームと同

様でございます。 

 次に、下段の企業誘致対策事業でございま

す。 

 決算額は２３９万３０００円、不用額は３２

万９０００円で、旅費の残額が主なものでござ

います。 

 内容としまして、企業訪問のための旅費１４

４万５０００円、県企業誘致連絡協議会会費３

０万円等でございます。 

 なお、平成２７年度の実績としまして、企業

訪問件数が２４７社、企業立地や増設等が３社

となっております。 

 今後の方向性としましては、新たな企業の立

地は、市の経済波及に大きな効果をもたらすも

のでございまして、税収、雇用の面からも極め

て重要な取り組みであることから、これまでど

おり、市としても積極的に取り組んでいきたい

と考えております。 

 次に、１２５ページ、上段の中小企業販路開

拓支援事業でございます。市内の中小企業が自

社商品を展示会に出品し、販路の開拓を図る際

の必要経費の一部を補助するものでございまし
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て、国の地方創生交付金を活用し、実施したも

のでございます。 

 また、経営者が自身の経営力や自社企業の魅

力向上につながるような研修を受講する際の経

費の一部を助成する中小企業経営者人材育成支

援事業も、あわせて実施いたしております。 

 決算額は２５０万２０００円で、不用額が２

４９万８０００円でございまして、その主な理

由が、経営者人材育成支援事業の助成申請件数

が想定に比べ少なかったことでございます。 

 内容といたしましては、販路開拓に係る補助

金が２３９万３０００円などでございます。 

 今後も販路開拓に関する支援並びに人材確保

に関するセミナー開催等を行い、地元中小企業

の経営力の向上を支援していきたいと考えてお

ります。 

 次に、下段の地域人材マッチング事業でござ

います。 

 さまざまなスキルを持つ求職者と、市内の中

小企業が求める人材とをマッチングすることを

目的に、国の地方創生交付金を活用し、サンラ

イフ八代内に設置されている職業相談室に事業

委託を行ったものでございます。 

 事業委託先であります一般財団法人サンライ

フ八代への委託料１７４万８０００円を支出い

たしております。 

 結果といたしまして、平成２７年度におきま

して、２６４件の求職者と企業とのマッチング

を実施し、１３７人の求職者の皆さんを市内企

業への就職に結びつけております。 

 今後も、サンライフ八代に設置しております

職業相談室の活用やハローワークとの連携を図

りながら、求職者と求人企業とのマッチングを

支援してまいりたいと考えています。 

 次に、１２６ページでございます。 

 台湾基隆港友好交流事業でございます。八代

港と台湾基隆港との間につながりをつくり、コ

ンテナ航路及びクルーズ航路の就航に向け相互

協力を図る目的で、昨年８月に基降市のホテル

にて、熊本県、台湾基隆市、立ち会いのもと、

八代市と、台湾政府が１００％出資して行われ

ます台湾港務株式会社基隆港務支社と友好交流

確認書を交わしたものでございます。 

 決算額は６１万９０００円、不用額は１９万

３０００円で、主なものは旅費の残額でござい

ます。 

 内容としては、友好調印時の記念品代４万８

０００円と、渡航旅費５３万４０００円などで

ございます。 

 今後につきましては、ポートセールス、クル

ーズ等関連事業で確認書の内容に基づいた取り

組みを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、下段でございます。リーファーコンテ

ナ利用拡大助成検証事業でございます。八代港

のリーファー、冷凍・冷蔵コンテナ流通量の拡

大、課題の解決に向けた検証を目的に、リーフ

ァーコンテナを利用する荷主に対し、１ＴＥＵ

当たり、新規利用企業で７万５０００円、継続

利用企業で５万円を上限に、料金の助成を行う

ものでございます。 

 決算額は２４０万１０００円、全額国の地方

創生交付金でございます。 

 今後の方向性でございますが、検証を目的と

していたために事業終了でございますが、検証

で得た課題を分析し、八代港ポートセールス事

業で課題解消に向けた取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、１２７ページでございます。 

 荷役機械導入支援事業でございます。荷役業

者の受注拡大等を図るため、八代港でのコンテ

ナ荷役の効率化及びコンテナ危険物貨物の取り

扱いに必要な荷役機械の導入支援を行うもので

ございまして、八代港でコンテナ荷役を行う事

業者等を対象に、共同利用荷役機械と危険物荷

役機械の導入に係る費用のうち、それぞれ補助

率３分の２以内で助成を行っております。 
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 決算額は１９６２万４０００円、全額国の地

方創生交付金でございます。 

 今後でございますが、機械の導入により、荷

役の効率化や危険物荷役体制の確立が見込める

ことから、これらを荷主企業にＰＲし、コンテ

ナ取扱量の増加及び新たな利用企業の確保に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、下段の海外クルーズ商談会事業でござ

います。海外クルーズ客船インバウンドの獲得

を目的に、世界最大のクルーズ見本市であるシ

ートレード・クルーズ・グローバル２０１６に

出展し、船社等に市長みずから八代港や周辺観

光地のトップセールスを行ったものでございま

す。 

 決算額は１９０万３０００円、全額国の地方

創生交付金で、不用額の５６万４０００円は、

旅費、消耗品費等の残額でございます。 

 内容として、市長及び随行職員２名の渡航旅

費１１９万１０００円、見本市の出展者負担金

５６万７０００円などでございます。 

 今後でございますが、今回の見本市で船社の

キーパーソンと人脈形成が図られたことから、

このパイプを最大限活用し、インバウンド獲得

に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、１２８ページでございます。 

 地域づくり夢チャレンジ推進補助金事業でご

ざいます。県の地域づくり夢チャレンジ推進事

業補助金を活用し、中国旅行法の改正に伴うフ

リー観光への対応とおもてなしを強化するた

め、商店街や日奈久などへのシャトルバスの運

行や岸壁へのＷｉ－Ｆｉ設置等を行ったもので

ございます。 

 決算額は４３８万２０００円で、特定財源の

国県支出金は、補助率２分の１の地域づくり夢

チャレンジ推進事業補助金２１９万円、県の補

助金でございます。 

 不用額２５９万８０００円は、乗客向け注意

喚起看板作成、市内観光ＰＲ用チラシ作成等の

業務委託費の執行残が主なものでございます。 

 内容としましては、初寄港したクルーズ客船

の乗客、乗員向けグッズ消耗品費４３万５００

０円、シャトルバス運行業務委託費２７１万９

０００円、岸壁でのＷｉ－Ｆｉ設置業務委託費

９３万４０００円などでございます。 

 今後の方向性としましては、１年限りの補助

事業のため、商店街や日奈久等地元関係者の期

待やクルーズ船乗組員のニーズに応えるため、

シャトルバスの運行等については、引き続きク

ルーズ客船誘致事業での取り組みを進めてまい

りたいと考えております。 

 次に、下段の公衆無線ＬＡＮ設置事業でござ

います。本事業は、公衆無線ＬＡＮの整備によ

り外国人観光客等に対するサービス提供を行う

ことで、商店街へ誘致し、商店街の活性化を図

ることを目的とし、本町アーケード内の人が集

積する箇所にアクセスポイントを設置し、本町

アーケード一帯でスマートフォンやタブレット

端末を使用し、気軽にインターネットにアクセ

スできる環境を整備しております。あわせて、

本町商店街についての情報を多言語で提供す

る、本町商店街散策ホームページを制作してお

ります。 

 決算額は４７８万５０００円で、財源は国の

地方創生交付金でございます。 

 内容でございますが、本町商店街くまもと無

料Ｗｉ－Ｆｉ設置８カ所、２０３万９０００

円、本町商店街散策ホームページ制作として２

７４万６０００円となります。 

 今後の方向性でございますが、Ｗｉ－Ｆｉが

利用できるということは、利便性ということで

大きな利点となりますので、商店街と協力し、

周知に努め、商店街への集客に有効活用してま

いります。 

 次に、１２９ページでございます。 

 プレミアム付商品券発行事業でございます。
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市民生活の安定及び地元購買による事業者の支

援及び地産地消の促進を図ることにより、本市

の経済の活性化を図るため、地域活性化・地域

住民生活緊急支援交付金を活用したプレミアム

付商品券を発行いたしました事業でございま

す。 

 決算額は１３億３６３７万７０００円で、財

源は、国の地方創生交付金と販売額でございま

す。 

 不用額は９０５９万６０００円でございま

す。これは、当初計画から事業費の調整を行っ

た結果、事業者への換金額に執行残が発生した

ものでございます。 

 事業の内容は、スーパー元気券換金額１３億

１７７１万５０００円、同印刷費６７８万７０

００円などでございます。 

 今後につきましては、事業は完了しておりま

すが、経済状況等を勘案しながら、同様の事業

の実施について検討を行ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、下段の九州国際スリーデーマーチ事業

でございます。心と体の健康づくりに努めると

ともに、国内外に本市の情報を発信し、イメー

ジアップを図るとともに、参加者と市民との触

れ合いを通し、本市の観光振興につながること

を目的として開催しております。 

 昨年度の大会は、新市誕生１０周年記念大会

として開催しておりまして、前年度から引続

き、スリーデーマーチを皮切りに、市内支所管

内で実施される祭りやイベントと連携して、八

代マーチングリーグと命名した６つのウオーキ

ング大会開催によるリーグを実施し、２７年

度、その２巡目が終了したところでございま

す。 

 決算額は１１１１万４０００円でございま

す。財源としては、一般財源のほか、その他特

定財源として、まちづくり交流基金からの繰入

金が１０００万円でございます。 

 不用額は４１万６０００円で、英語を話され

る臨時職員の採用のおくれに伴う賃金、共済費

でございます。 

 内容でございますが、臨時職員の人件費１１

１万４０００円と、スリーデーマーチ実行委員

会への１０００万円の大会負担金でございま

す。 

 ２０１３大会から、市が事業主体となり開催

をしておりまして、昨年の２０１５大会は、５

月８日から１０日までの３日間に、９カ国から

外国人参加者が２３人、県外から６４２人、八

代地域から２０９９人、合計１万９０４９人の

参加者があったところでございます。 

 今後の方向性でございますが、新たな試み等

も含め、改善を加えながらも、国際認定大会と

して、さらに発展していくよう、引き続き市に

よる実施、支援を行いたいとしております。 

 次に、１３０ページ、全国花火競技大会事業

でございますが、昨年は新市誕生１０周年記念

大会として開かれ、天気にも恵まれ、素晴らし

い花火大会となりました。第２８回大会として

開催されました今大会の開催状況でございます

が、バスツアーによる観光バス来場が、運送法

の改正によりツアー料金高騰や、クルーズ船の

九州各地への入港による観光バス調達の競合な

どもあり、前年より４４台減の１７１台、バス

ツアー客が１０１４人減の６８４０人とはなり

ましたが、観客総数としては３０万人の方が観

覧されておられます。 

 決算額は３７００万円でございます。 

 花火大会の実施主体は、全国花火競技大会実

行委員会で、市の負担金、大会事業収入、協賛

金等を合わせて、総事業費は９１７８万２００

０円となっております。 

 市の負担金内容は、記載のとおり、競技花火

出品経費、会場設営関連緒経費となっておりま

す。 

 今後の方向性でございますが、本市のシンボ
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ル的イベントとして成長した本事業に、市とし

ても今後とも応分の負担が必要と考えておりま

す。しかしながら、高騰を続ける事業経費の現

状から、改善すべき点を洗い出し、財源の確保

については、受益者負担の考え方も踏まえ、さ

まざまな財源確保の手法を検討してまいりたい

と考えています。 

 次に、下段の妙見祭事業でございます。九州

三大祭りの一つである妙見祭への来場者の利便

性向上や、各種メディア広告やポスター作成

等、広域にわたる広告・宣伝を行い、入り込み

客の増加を図るための事業でございます。 

 決算額は３０９万円、全額一般財源でござい

ます。 

 事業の内容といたしましては、広告宣伝ＰＲ

として１５０万円、ポスター作成に６９万円な

どとなっております。 

 今後でございますが、御承知のとおり、現

在、全国の３２の山・鉾・屋台連合会参加団体

とともに、ユネスコ無形文化遺産登録を申請中

でございまして、全国連合会総会もことし１１

月に八代で開催をされます。さらに、民間団体

を中心に、八代市、八代市議会ともに一体とな

りながら、登録へ向けた認知活動や、機運盛り

上げのための諸活動を展開しているところでご

ざいます。市としましても、引き続き積極的に

支援を行い、歴史遺産としても、観光素材とし

ても最大限に活用を図るべく取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次は、１３１ページ、坂本ふるさとまつり事

業でございますが、以降１３３ページ、上段の

平家いずみお茶まつり事業までは、５支所管内

の祭り事業でございます。ここはあわせて一括

して説明をさせていただきます。 

 坂本、千丁、鏡、東陽、泉の各地域では、そ

れぞれの文化、伝統、自然、特産品等の魅力を

地域外に発信するとともに、地域産業の振興や

地域間交流による活性化を図る目的で、祭り事

業が実施されており、市からは運営委員会、実

行委員会に対し、負担金として支出をいたして

おるところでございます。 

 決算額は、各祭りとも４００万円でございま

して、全額一般財源でございます。 

 昨年の来場者実績といたしましては、坂本ふ

るさとまつりが９０００人、せんちょうい草の

里まつりが９４００人、ふる郷愛鏡祭１万４５

００人、東陽しょうが祭り１万８５００人、平

家いずみお茶まつり５５００人と、数多くの方

が来場され、いずれも盛会に終了いたしており

ます。 

 今後の方向性でございますが、これまで同

様、各地域の振興策の一環として、特色ある祭

りを通じて地域活性化につなげるべく、改善を

図りながら、引き続き市の支援を行いたいと考

えております。 

 次に、１３３ページをお願いいたします。 

 下段の東陽交流センター「せせらぎ」「菜摘

館」管理運営事業でございます。東陽町にある

観光施設である東陽交流センターせせらぎ及び

菜摘館を、市民や観光客に快適に利用してもら

うための適正な管理運営を行う事業でございま

す。 

 この２施設は、平成１７年の開館当初から指

定管理制度により管理運営を行っており、現在

は、平成２７年度の更新で、２年間の期限で、

株式会社ふるさと公社による管理運営が行われ

ております。 

 決算額は１５９６万円でございます。財源は

一般財源でございます。 

 事業費の内訳でございますが、指定管理委託

料１２９６万円、温泉昇温用熱交換器洗浄５１

万５０００円及び土地使用料８４万９０００円

などが主なものでございます。 

 今後の方向性でございますが、開館当初から

指定管理者を導入しており、現在の指定管理者

が平成２８年度までとなっており、平成２６年
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度から再生可能エネルギー等導入促進事業によ

り太陽光発電装置や蓄電池装置、木質バイオマ

スチップボイラー等の導入事業を行っており、

灯油ボイラーにかわる新たな熱源への切りかえ

による施設維持費の削減に努め、さらなる経営

の向上、産業の活性化、農業経営の安定を図る

とともに、引き続き指定管理者による管理運営

を行い、市と指定管理者間で連携を図りなが

ら、課題等に対しての改善を図りながら、引き

続き市による管理を行っていきたいと考えてお

ります。 

 次に、１３４ページでございます。 

 泉観光施設管理運営事業でございますが、泉

地域にある観光施設や公衆トイレ等の整備、清

掃等を行うことにより、市民や観光客に快適に

利用してもらうための適正な管理運営を行う事

業でございます。 

 決算額は５６１万８０００円でございます。

財源のうち、国県支出金１６８万９０００円

は、下の右枠の財源内訳に記載のとおりでござ

いまして、一般財源が３９２万９０００円でご

ざいます。 

 事業費の内訳といたしましては、釈迦院展望

所解体工事、梅の木轟公園遊歩道整備等、観光

施設修繕に２０５万２０００円、観光施設の草

刈り手数料や公衆トイレの委託料等、観光施設

維持管理の３０３万２０００円が主なものでご

ざいます。 

 今後の方向性でございますが、観光地のイメ

ージアップを図るべく、施設の適正な維持管理

を行うとともに、清掃管理委託については、今

後組織の充実が図られる住民自治組織への委託

等を視野に入れながらも、当面の間は、引き続

き市による管理を行っていきたいと考えており

ます。 

 次は、下段の観光振興事業でございます。市

内で開催されるスポーツや文化の各種大会、ス

ポーツ・文化の活動に対しまして、継続的な大

会誘致などにつなげるための補助金等の支出

や、熊本県温泉協会への負担金などでございま

す。 

 決算額は３８０万９０００円、財源は一般財

源でございます。 

 内容は、合宿応援補助金でございますが、こ

れは１０件、９２万円、大会等運営補助金は、

３３件、２７０万５０００円が主なものでござ

います。昨年と比較いたしますと、合宿応援補

助金は５件の増加、大会等運営補助金は昨年同

様となっております。 

 今後の方向性でございますが、ニーズも増

加、多様化している状況にあり、また、交流人

口の増加等も念頭に置きながら、引き続き市に

よる実施を行いたいとしております。 

 次の１３５ページ、上段の日奈久温泉観光振

興事業でございますが、日奈久温泉街の観光情

報を紹介するガイドブックの作成や、日奈久地

域住民が主体的に参画し、地域内及び地域間の

交流を図るために企画、実施するイベント等に

対しまして、地域の自立を促進し、地域全体の

観光振興を図るために支援している事業でござ

います。 

 事業の内容につきましては、日奈久温泉まち

歩きガイド本の増刷や、日奈久温泉街の各種イ

ベントに対する補助でございます。 

 決算額は２６８万円で、その内訳といたしま

して、イベント補助金が２００万円、まち歩き

ガイド本の作成に２７万円となっております。 

 今後の方向性でございますが、日奈久地域住

民と協議を重ねながら、地域の自立を促すこと

で、さらに民間主体によるイベント運営で取り

組まれることが期待されております。しかしな

がら、日奈久温泉街一帯につきましては、本市

の貴重な観光資源でございまして、市観光振興

計画の重点プロジェクトにも位置づけられてお

るところでございます。したがいまして、市と

いたしましても、観光パンフレット等の作成を
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含め、引き続き積極的に支援を行いながら、地

域の活性化を図っていきたいと考えておりま

す。 

 次に、下段の泉観光振興事業でございます。 

 ここでちょっと訂正のお願いでございます

が、正誤表も出されておりましたとおり、２７

年度当初予算額のところが７７０万円とありま

すが、これが５０２万円の誤りでございます。

不用額につきましても、２７４万７０００円で

ございますが、６万７０００円の誤りでござい

ます。おわびを申し上げ、訂正をお願いいたし

ます。 

 この事業につきましては、泉地域の多様な観

光資源を活用し、効果的な観光プロモーション

の展開により観光客を誘致することで、地域経

済の活性化につなげるため実施している事業で

ございます。 

 決算額は４９５万３０００円、財源は一般財

源で、不用額は、先ほど申し上げた６万７００

０円でございます。 

 主な内容といたしましては、ロードマップ印

刷に４９万７０００円、日本山岳遺産認定に伴

う受け入れ態勢整備のための委託料５０万円、

五木村との連携による観光・物産振興のための

ＧＯＧＯプロジェクト負担金５０万円、泉町観

光協会補助金１７６万円、五家荘イベント補助

金９７万円でございます。 

 今後の方向性といたしましては、泉地区、特

に五家荘地区における観光資源につきまして

は、本市の観光において重要な位置を占めるも

のでございまして、登山道整備による安全性確

保、秘境の里ならではのイベントの継続実施、

そのためのＰＲツールの制作や受け入れ環境、

体制の整備を、市としても現行どおり実施して

まいりたいと考えております。 

 次に、１３６ページをお願いいたします。 

 八代ブランド事業でございます。八代の物産

・特産品の商品開発や販路拡大を図るととも

に、八代の魅力を全国に発信することにより、

八代ブランドの認知度の向上を図るための事業

でございます。 

 決算額は５６０万７０００円でございます。 

 内容といたしましては、大阪、東京等の物産

展やブランド推進のための商談等の旅費として

９７万７０００円、八代亜紀さんを使った八代

イメージアップ事業２１６万円、県外宣伝の一

環として取り組んだ大阪屋外広告事業に３２万

４０００円、八代の物産業者の販路拡大のため

の支援事業補助金に１２件分、８６万７０００

円などとなっております。 

 今後の方向性といたしましては、八代の魅力

を全国に発信していくため、物産展の開催や特

産品の販路拡大、観光誘客を推進するために、

引き続き市で実施してまいりたいと考えており

ます。 

 次は、下段の着地型観光推進事業でございま

す。地域ならではの特色ある素材を組み合わせ

て、旅行者のニーズに即した旅行商品造成、体

験型の旅行商品づくりを行い、観光誘客につな

げる事業でございます。 

 決算額は６１２万９０００円、財源といたし

ましては、全額まちづくり交流基金からの繰入

金でございます。 

 不用額といたしましては２５万円で、これま

でグリーンツーリズム協会へ一括で委託してい

た内容を見直したことに伴う体験観光実施委託

料などでございます。 

 事業の内容といたしましては、ふる里情報発

信誌やつしろの風作成発送委託２７４万９００

０円、熊本県が行う観光プラットホーム事業へ

の委託３０万円、きなっせやつしろキャンペー

ン２０４万円などでございます。 

 今後の方向性でございますが、魅力的なプロ

グラム、新たな旅の創造を図っていくというこ

とで、その活用で地域への入り込み客をふやす

着地型観光の視点に立ち、観光事業者や地域の
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人たちと連携し、知恵を出し合い、八代のこと

を深く知ることができる商品造成を行い、入り

込み客数の増加等を図っていくこととしておる

ところでございます。 

 次の１３７ページでございます。 

 八代よかとこ宣伝隊事業でございます。本市

の産業経済の活性化と観光振興に寄与すること

を目的に設置されました、八代よかとこ宣伝隊

が実施をいたします観光ＰＲ事業を支援してお

ります。 

 事業内容につきましては、よかとこ宣伝隊Ｐ

Ｒ補助で、決算額は１００万円でございます。 

 今後の方向性でございますが、平成１８年に

設立されました当団体は、設立後１０年を経過

し、これまで民間サイドとしての事業を行って

おられますので、民間実施として記入をされて

おりますが、組織が任意の団体でございまし

て、発展的展開や事業充実に向けては十分な体

制がなされているとは言えないところでござい

ます。このため、２７年度において、法人設立

に向けた手続のスケジュールを立て、平成２８

年４月に一般社団法人ＤＭＯやつしろを設立

し、運営を開始しているところでございます。 

 次は、下段の観光交流事業でございます。本

市の観光素材を安定的にＰＲするため、計画的

かつ継続的に新聞・雑誌等の各種メディアを活

用し、広告宣伝を行うとともに、県外エージェ

ントを訪問し、本市への入り込み客増加を図

り、また、熊本県観光連盟等への加入などと、

幅広い連携の強化を行うものでございます。 

 決算額は６５４万５０００円でございます。 

 主な内容といたしましては、エフエムやつし

ろや、新聞・雑誌等に係る各種広告料２８７万

２０００円、城下町やつしろのお雛祭り事業委

託１１５万７０００円、各種団体への主な負担

金としまして、熊本県観光連盟負担金１０２万

円などとなっておるところでございます。 

 今後につきましては、より計画的で継続的な

広報ＰＲができるよう、平成２８年度からは、

各種広報やお雛祭り事業委託費については、着

地型観光推進事業へと予算の組み替えを行って

いるところでございます。 

 次に、１３８ページをお願いいたします。 

 上段の観光施設あり方検討会事業でございま

す。市が設置いたします４７件の観光施設の効

率的、効果的な配置・運営等に向け、施設のあ

り方について、中長期的な視点に立って検討を

行う事業でございます。 

 平成２６年度を初年度に、２８年度までの３

カ年事業として、全施設のあり方、方向性を検

討してまいります。平成２７年度におきまして

は、４７施設のうち、日奈久地区及び五家荘地

区を除く泉地区の１７施設を対象として検討を

行っております。 

 決算額は１７万１０００円で、事業費は、検

討会委員８名の会議出席に係る報償費などでご

ざいます。 

 今後の方向性でございますが、全体の計画期

間を３カ年としており、当初予定に沿って、市

により、現行どおり実施してまいりたいと考え

ております。 

 次に、下段でございます。東陽交流センター

せせらぎ施設整備事業でございます。地域の避

難所に指定されており、本市の産業の活性化を

図るとともに、農業経営の安定化を図るため

に、温泉、レストラン及び物産店から成る観光

交流施設である八代市産地形成促進施設東陽交

流センターせせらぎにおきまして、太陽光発

電、蓄電池設備及び木質バイオマスボイラー設

置に係る実施設計業務委託を行い、再生可能エ

ネルギーである太陽光を活用する発電設備及び

それに附帯する蓄電池を導入することにより、

災害時に自家発電設備とともに避難施設として

の機能を強化するものでございます。あわせ

て、木質バイオマスを燃料とするボイラーを設

置し、灯油の化石燃料からの転換を図ること
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で、燃料費の削減を図り、良好な環境の保全及

び創造に関する市民意識の啓発等に利用する事

業でございます。 

 決算額は５０６５万７０００円でございま

す。財源のうち、国県支出金、熊本県市町村等

再生可能エネルギー導入促進事業補助金が３３

１万９０００円で、当該施設整備事業地方債が

４１４０万円、一般財源が５９３万８０００円

でございます。また、記載のとおり、１億１８

９７万９０００円を２８年度へ繰り越しをいた

しております。 

 事業内容でございますが、再生可能エネルギ

ー等導入建築工事１４２５万６０００円、再生

可能エネルギー等導入工事３１６６万円及び東

陽交流センターせせらぎ再生可能エネルギー等

導入工事設計業務委託、これは２６年度からの

繰り越し分となりますが、４７４万１０００円

などでございます。 

 今後の方向性でございますが、繰り越しとな

っている工事を実施設計に基づき行っており、

工事完了後は、東陽交流センター「せせらぎ」

「菜摘館」管理運営事業の施設の一部として、

指定管理者による管理運営を行い、市と指定管

理者間で連携をとり、課題等に対しての改善を

図りながら、引き続き市による実施を行ってい

きたいと考えております。 

 次の１３９ページ、ふるさと名産品販売促進

事業でございますが、国が、平成２６年度に緊

急経済対策として創設した地域住民生活等緊急

支援のための交付金を活用して、八代市が誇り

ます特産品をインターネットサイトなどを活用

し、割引価格で販売することにより、市産品の

域内外での消費を拡大し、知名度の向上を図る

とともに、市内業者への新規の販売販路を提供

することを目的に実施したものでございます。 

 決算額は４７５万円、全額国の交付金でござ

います。 

 地域の物産振興のため、八代よかとこ宣伝隊

が販売する特産品セットを拡充し、割引販売を

実施しております。 

 あわせて、新幹線の看板や大相撲八代場所で

のＰＲのほか、チラシやサイトに割引率を記載

し、地域内外でのＰＲ等を実施しております。 

 今後につきましては、本事業により、本市の

特産品のＰＲが図られたこと、商品の新たな詰

め合わせパターンをつくることで、魅力的な内

容となったこと等を生かし、民間が行うふるさ

と直送便事業として、八代のＰＲを兼ねて実施

していくこととしております。 

 次に、下段の多言語による観光情報発信事業

でございます。年々増加傾向にある外国人観光

客を初めとした旅行者が快適に楽しめるよう、

携帯端末で使用しやすい多言語対応の観光情報

ＷＥＢコンテンツの作成、観光拠点等における

多言語案内看板の設置及び無料公衆無線ＬＡＮ

の整備など情報発信、受け入れ態勢の強化を図

るものでございます。 

 平成２６年度地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金を活用し、事業を行ったものでご

ざいます。 

 決算額は２５００万円でございます。 

 内容といたしましては、観光情報ＷＥＢコン

テンツ等作成委託、３事業を行い、八代市観光

ポータルサイトの構築に１５９９万５０００

円、主要観光施設にＷｉ－Ｆｉ設置をいたして

おりまして、１５カ所に１４９万５０００円、

多言語案内看板設置工事に６３２万９０００円

などでございます。 

 今後の方向性でございますが、主要観光施設

だけでなく、観光ルート圏域では無料の公衆無

線ＬＡＮを利用できるよう増設し、利便性の向

上に努めてまいります。 

 また、日本語・英語・中国語・韓国語で閲覧

可能な八代市観光ポータルサイトを構築いたし

ております。 

 今後は、引き続き閲覧数を高める取り組みの
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推進、環境整備を行いたいと考えております。 

 次の１４０ページでございます。 

 クルーズ船等による外国人観光客誘致事業で

ございます。東アジア地域への地理的優位性と

八代港を生かしたクルーズ船誘致により、大型

客船の寄港が年々増加するとともに外国人観光

客も増大しております。しかし、受け入れのた

めの多言語対応環境が、人、物、総体的に整備

不足であることが大きな課題でございます。海

外からの訪問者に快適な旅行を楽しんでいただ

き、さらにリピーターへとつながるよう多言語

での情報発信及び受け入れ態勢の強化を促進す

るものでございます。 

 平成２６年度地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金を活用し、事業を行ったものでご

ざいます。 

 決算額は３３６７万９０００円でございま

す。 

 内容といたしましては、ＰＲ業務委託１４７

４万４０００円、基礎調査・戦略計画策定業務

委託６４８万１０００円、インターネット接続

ポケットＷｉ－Ｆｉ並びにＳＩＭカード購入費

３２４万４０００円、受け入れ組織機能強化委

託４７０万円、おもてなし空間づくり支援事業

補助金３４０万３０００円となっているところ

でございます。 

 今後の方向性でございますが、八代市観光イ

ンバウンド戦略計画に基づく、さらなる事業の

推進と訪日外国人、ひいては日本人観光客に利

便性の高いアクセスの強化、サインの設置、通

訳士の確保、ガイド案内人の強化に努めてまい

りたいと考えております。 

 最後でございます。済みません、１９２ペー

ジをお願いをいたします。１９２ページの下段

でございます。 

 商工施設の災害復旧事業でございます。平成

２７年台風１５号により、市内各観光施設に被

害をもたらしております。その修繕等を行った

事業でございます。 

 決算額は１３４５万９０００円、財源は、地

方債が観光施設災害復旧事業として４６０万

円、一般財源８８５万９０００円でございま

す。 

 主な修繕内容でございますが、黒島観光漁業

基地における、浮き桟橋と桟橋が荒波により衝

突したことでの桟橋の破損、その他バイオトイ

レの換気扇破損、休憩所の鉄筋筋交いの破損の

修繕に２６４万円、また、東陽交流センターで

ございますが、強風等によりまして、２階の木

製ベランダのフェンスの倒壊による修繕に１７

６万６０００円、さかもと温泉センタークレオ

ンは屋根の瓦の落下による雨漏りと屋根の張り

かえに７１２万８０００円などでございます。 

 今後でございますが、この事業は災害などの

突発的な被害ではございますが、当市の観光資

源の継続的な維持、迅速な修繕を行っていきた

いと考えております。 

 次に、決算書のほうで、繰り越しと流用のほ

うの説明をさせていただきたいと思います。 

 歳入歳出決算書、よろしいでしょうか、１５

９ページ、よろしいでしょうか。 

 １５８、１５９ページ、まず、繰越明許費で

ございます。目３・観光費の繰越明許費の、中

段から下ですが、１億６０８４万５０００円で

ございますが、東陽交流センターせせらぎ施設

整備事業の繰越額１億１８９７万９０００円、

地方創生加速化交付金事業である日本版ＤＭＯ

活性化事業の３２１２万８０００円、及び県南

広域観光連携推進事業の６５万５０００円、並

びに東陽交流センター「せせらぎ」「菜摘館」

管理運営事業９０８万３０００円でございま

す。 

 これは、昨年１２月並びに本年３月議会で繰

り越しを承認いただいている案件で、平成２８

年度における執行となるところでございます。 

 次に、流用の説明をいたします。同じ、１５
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９ページでございます。中段の商工振興費の、

一番最後から５行ぐらいでございますが、流用

のところで、まず、１２節より４節への流用６

万５０００円でございますが、これはプレミア

ム付商品券発行事業の臨時職員社会保険料が不

足したことにより、役務費から共済費へと流用

を行ったものでございます。 

 次の行の、１２節より７節へ流用１０６万７

０００円は、プレミアム付商品券発行事業の臨

時職員賃金が不足したことにより、役務費から

賃金へと流用を行っております。 

 次の１３節より１４節への流用１１万６００

０円でございますが、これも同事業のレンタカ

ー貸借業務に不足が生じたことから、委託料か

ら使用料及び賃借料に流用を行ったものでござ

います。 

 次の行、１９節から１３節へ流用５００万円

でございますが、これは無線ＬＡＮ設置事業に

ついて、当初商店街に補助を行い、実施する予

定としておりましたが、商店街とともに事業内

容等の検討を行いました結果、八代市が設置す

ることとなり、負担金補助及び交付金から委託

料へと流用を行ったものでございます。 

 次の行、１９節から２２節への流用７万９０

００円でございますが、八代市の融資制度を利

用する場合は、熊本県信用保証協会が債務につ

いて補償を行い、融資が実行されております。

事業者が返済不能となった場合に、熊本県信用

保証協会、銀行、市で返済額の負担をするとの

取り決めがなされており、今回、その取り決め

に従い、熊本県信用保証協会に対し補償を行う

ため、負担金補助及び交付金から補償、補塡及

び賠償金へと流用を行ったものでございます。 

 なお、年度末になりませんと、補償額が確定

しないため、流用で対応をいたしております。 

 次に、１６３ページをお願いいたします。 

 目３・観光費の、最後の備考欄の下から４行

目からでございます。まず、１１節から１３節

への流用６１万３０００円でございますが、さ

かもと館厨房の換気ダクトの汚濁がひどく、早

急に清掃委託が必要になった費用として１３万

５０００円、日奈久温泉施設西湯ボイラー修繕

のためのアスベスト調査費用として７万５００

０円、日奈久温泉海岸沿いのフェニックスが腐

食し、突然倒木したことから、台風の時期であ

ったため、緊急に他の立ち木も伐採が必要にな

り、その経費４０万２０００円を、需用費から

委託料へ流用したものでございます。 

 次の行の、１３節より１５節へ流用６４０万

９０００円でございますが、１５節から１３節

へ流用分１０７万４０００円と、１３節から１

５節へ流用分７４８万３０００円を相殺した金

額でございます。 

 その内容でございますが、１５節より１３節

へ流用分は、急増する外国人観光客対応の多言

語パンフレット制作費用で、１３節より１５節

へ流用分は、当初委託料で予定していた多言語

案内板設置の工事請負費が適正であることか

ら、費目の変更を行ったものでございます。 

 次の行の１８節より１９節への流用１０４万

２０００円は、予算編成時に、本来負担金補助

及び交付金の費目に予算を張りつけるべきだっ

た銀聯カード処理端末機の利用促進費用を、備

品購入費に割り振っていたため、流用処理によ

って訂正したものでございます。 

 次の行の１９節より１３節への流用４７５万

円でございますが、当初ふるさと名産品販売促

進事業を負担金補助及び交付金で予定しており

ましたが、事業を進める上で委託料が適正であ

るということで、流用処理によって訂正したも

のでございます。 

 以上でございます。 

 これで、経済文化交流部が所管いたします事

業のうち、商工費及び観光費についての説明を

終わります。御審議よろしくお願い申し上げま

す。 
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○委員長（松永純一君） ただいま説明のあり

ました第６款・商工費及び第１０款・災害復旧

費中、経済文化交流部関係分について、一括し

て質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○委員（増田一喜君） １３０ページの全国花

火競技大会事業なんですけど、予算のことじゃ

なくて、あそこの河川敷でやりますけれども、

花火の音ですね、１０号玉ぐらいな、非常に大

きな音がする、あれで何か苦情とか出てるんで

すか。今から数年前には聞いたことがあるんで

すけど。 

○観光振興課長（岩崎和也君） こんにちは。

お疲れさまです。観光振興課、岩崎です。どう

ぞよろしくお願いします。 

 数年前までは苦情があっておりましたが、昨

年の状況を見ますと、声が届いてないというよ

うな状況ではございます。 

 ただ、一部には、恐らくそういう騒音という

ようなことで、不快感を持っていらっしゃる方

がいらっしゃると思いますので、十分地域の方

々にはですね、懇切丁寧に説明して、御理解い

ただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） １３９ページの多言語

による観光情報発信事業、これはパンフレット

とか看板とか、最近ちょっと何かニュースで見

たんですけど、翻訳の仕方が、何か違うよう

な、変な日本語じゃないけども、そういうふう

なやり方があると、そういうところは十分注意

されてるんですか。何か意味が違ったようなあ

れになるということで、私は外国語をよう知ら

んからわからんけど、そういうのはないんです

か。 

○観光振興課長（岩崎和也君） いろんな業者

さんから、そういった多言語、日本語を外国語

に変換したり、あるいは外国語を日本語に変換

したりするときに、確かに委員さんおっしゃい

ますとおり、変な変換をする場合があります。

今、どんどん技術革新がなされていて、我々も

その目ききが必要になるのかなというふうに考

えてまして、いろんな業者から説明も聞きまし

て、適正なものを、今後選択していく必要があ

るのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） １２０ページ、みなと

八代フェスティバル事業でありますが、一般財

源４５０万使う割には効果が見えないようであ

りますけれども、今後の方向性をお尋ねしま

す。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） 国際港湾

振興課、緒方でございます。よろしくお願いし

ます。 

 今後のみなとフェスティバルの事業といいま

すか、開催につきましてはですね、今、第２９

回目を、ことし開催を予定をしております。た

だ、今の場所がですね、１０メーター岸壁、１

４メーター岸壁のところでやっておりますけど

も、今後、その場所が、来年度につきましては

ガントリークレーン設置とか、コンテナヤード

の整備とかになりまして、場所等がですね、使

えなくなる状況になっております。そこで、今

後ですね、できるかどうかというのを含めて、

今後とも、うちの実行委員会を含めて検討をし

ているところでございます。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） みなと八代フェスティ

バルは、クルーズ客船の寄港回数が大幅に増加

しということで、その前のページのですね、八

代港ポートセールスは、貨物の増加と航路の開

設、増便を目指してということでしょう。一体

どっちば優先してさすつもりなのかなと思いま
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すけどね。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） 基本的

なところで、八代港は産業港でございますの

で、もろちん貨物のほうを優先というところで

取り組みは進めておるところでございますが、

昨今の、このクルーズ需要、中国を中心とした

クルーズ需要を可能な限りですね、取り込んで

いきたいというところで、熊本県、また国とも

連携をとりながら進めているところでございま

す。 

 調整をですね、可能な限り進めていきなが

ら、人、物の拠点港としてですね、整備を進め

ていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

○委員（堀 徹男君） クルーズ船のですね、

入港の、何ていうかな、実態が見えないんです

よね。経済効果とかの波及効果とか何とかとい

うのは、そろばんをはじく根拠がどこにあるか

で物差しが変わってきますけど、１船入港する

に当たったですよ、具体的に八代市に何ぼ金が

落ちているのかというのは、はっきりなとこ

ろ、幾ら、１船来れば落ちてるのかという、そ

の数字が知りたいですね。この中で、それは読

み取れますか。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） 八代市へ

の経済効果ということでお答えをさせていただ

きますけども、確かに、岸壁がですね、県の管

理になっております関係でですね、係船料あた

りが、１７万トンあたりでですね、大体１回当

たり８０万程度、県には入ってくるというふう

にお聞きはしておるところでございます。 

 八代市になりますとですね、無料バス等を走

らせております、クルーの方々を対象とした無

料シャトルバス、または観光客等で、市内でで

すね、お使いいただいた、消費いただいた分

が、八代市に入ってくるものと思っております

が、ちょっと詳細なですね、計算まで、まだこ

としやっておりませんけども、ことしになりま

してですね、非常に外国人の方々、観光客が八

代城、また、本町商店街にツアーで組んでいた

だくことが非常に多くなっております。ちまた

でも結構外国人を多く見るようになったんじゃ

ないかなというふうには思っているところでご

ざいまして、ちょっと計算、幾らというのは出

せませんけども、少なからずとも効果は出てき

ているんじゃないかなというところで、答えに

ならないようなお答えで申しわけございません

が、よろしくお願いします。 

○委員（堀 徹男君） 外国人がですね、たく

さん見るの、見らんのちゅうというとは関係な

かですよ。一体幾ら入っているのかという数字

の根拠がない限りは、何ぼつぎ込んでいいの

か、費用対効果ちゅうとがあるわけでしょう。

結局一般財源全部投入しとるわけだから、それ

は１船来たら３００万、八代市にお金が落ちて

ますよというような返事ができればですね、考

え方も変わってきますけど、それがわからんと

いうのは、経済波及効果で、県全体で何十億円

とかって言われたってですよ、八代市の市民の

方に聞いても、全然効果がない、落ちらんて、

自分たちにはって、おっしゃるとですよ。その

部分ですよね。その数字はわからないというこ

とですか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 観光への消費

額について、お答えさせていただきますと、現

在日奈久温泉街、それから、本町商店街に立ち

寄ったお客さんが、昨年度で約４５００人、日

帰りで観光消費額、通常３０００円だと計算し

ますと、１３５０万という観光消費額になりま

す。それを７で割りますと、１回当たり観光消

費額として約１９０万程度の金額と、観光ベー

スというような話にはなりますけれども、１回

当たり約１９２万８０００円というような金額

になるということでございます。あくまでも概

算というようなことで御理解いただきたいとい

うふうに思います。 
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○委員（堀 徹男君） 今みたいな数字が、ち

ょっとでも出ればですね、少しは違いますけ

ど。それでも、概算というか、１人３０００円

使ったんじゃないかというようなレベルの話で

しょうから。 

 投資をしてですね、外国人がいっぱい来るか

らとかっていうことじゃなくて、投資をしたの

に見合う回収ができて、初めて観光というビジ

ネスが成り立つと思うとですよ。そこら辺の数

字はしっかり把握してからせんと、６０船来た

けん、１００船来たけんて、じゃあ、一体それ

で幾ら八代に金が落ちているのかていう、直接

的にですよ、経済波及効果なんちゅういうの

は、それももう、何ぼでも計算しようはあるわ

けだけん、この数字はですね、きっちり押さえ

て、次の投資に回していただきたいと思いま

す。 

 というのが、国からの支出金とかですね、そ

ういうのが財源だったらですね、よっぽどよか

でしょうけど、ほとんど一般財源じゃないです

か。その辺をですね、ちょっと、今度は数字を

答えられるような資料をちゃんとそろえて、次

に臨んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ちょっと、桑原次

長、補足説明。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） 貴重な

御意見、ありがとうございます。 

 昨年に比べますと、ことしあたりもですね、

一応クルーズ船の旅行代理店あたりにもです

ね、八代港観光あたりのＰＲあたりもですね、

具体的にしてきているところでございます。昨

年あたりは、ほぼほぼ熊本城とか、阿蘇とかに

行っておられたというところですが、いろいろ

地道にですね、ＰＲ活動もしながら、徐々にこ

としあたりは八代にとまられるバスもふえてき

ているところではございます。 

 ただ、大人数ということでですね、その大人

数をさばくキャパというか、そのあたりが八代

はかなり厳しいというところもございますの

で、そのあたりも含めてですね、着実に効果が

生まれるような取り組みを、会議所、あるいは

商店街、民間の方々とも連携して取り組みをし

ていきたいというふうに思っております。 

○委員（堀 徹男君） 本来はですね、県の仕

事て思うとですよ。県全体に経済効果とかね、

それから、港持っているのは県ですしね、調整

も県がするわけですし、県が主体でする事業

に、八代がどれだけ乗っかれるのかという視点

からだったですね、それは事業として取り組む

値打ちはあると思いますよ。その部分をしっか

り県に働きかけてですね、もう少し県がリーダ

ーシップをとって、県全体の誘客とかというの

をどう考えているのかというのをですね、やっ

ぱり市からも発信していかんと。 

 済みません、意見になりました。 

○委員（古嶋津義君） １２４ページの企業誘

致対策事業、２７年度は２４７社を訪問された

ということでありますが、特に、この企業誘致

というのは、地元八代に対して、若者の定住と

いうことで、大変大事なことであろうと思いま

す。実績は、２７年度に何社ぐらい、誘致の実

績はございますでしょうか。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 商工政策課、

豊本です。 

 ２７年度の立地企業実績でございます。ま

ず、新規の立地が１件ございました。こちら

は、県外企業でございまして、県内にも工場ご

ざいましたが、八代港の利便性と、それから、

優遇制度等を説明したところ、ぜひ八代のほう

に工場を持ちたいということで、廃プラ関係の

ですね、業者さんでございます。それから、あ

とはですね、あとは既存の事業所になるんです

けども、そこの工場増設についてが２件ござい

ます。それから、もう一つ、また、これも既存

の会社になりますけど、こちらも工場の改築と
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設備の投資ということで、合計で、会社からい

いますと３社ですが、件数からいいますと４件

という形になります。 

 先ほども次長のほうから説明ありましたが、

これによって、新規雇用のほうが、予定としま

して４７人ということでですね、生まれるとい

うことでやっております。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） １１９ページ、八代港

のポートセールス、これは、昨年は１億１５０

０万、ことしは１億８００万、その７００万ぐ

らいの減額になっておりますけど、その理由は

何ですか。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） 減額の理

由についてお答えをいたします。 

 主なものといたしましては、コンテナ利用助

成金の減ということでございます。よろしくお

願いします。 

○委員（矢本善彦君） それから、今後の方向

性についての理由がですね、ポートセールスア

ドバイザーの助言をもとに、港湾事業との連携

をさらに深めていくとありますが、どのように

深められるんですか。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） ポートセ

ールスアドバイザーにつきまして、お答えをさ

せていただきます。 

 ２７年度から、お一人のポートセールスアド

バイザーを委託をお願いしているところでござ

います。ポートセールスといいますとですね、

私どもでも、非常に専門的な用語とか知識とか

が必要となっておりますので、経験豊富でです

ね、港湾業界にも精通しておられるアドバイザ

ーとですね、一緒にポートセールスを行うこと

で、荷主や船社の決定権を持つ代表者の方と直

接お話をすることが、私も機会がございまし

た。また、目まぐるしく変わります港湾情勢に

ですね、ピンポイントで情報提供をしていただ

ける、非常にありがたいことと思っておりま

す。今後ともですね、一緒になって、アドバイ

ザー等のお力添えを得ながら、取り組んでいき

たいというふうに思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 関連ですが、１７９社

回られたということですが、実績として、どの

ような効果が上がっているのか、その辺があっ

たら。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） お答えを

させていただきます。 

 昨年度がですね、２７年度が１７９社、２６

年度が２１８件ということでございましたけど

も、具体的な成果と申しますとですね、昨年、

非常に木材関係の輸入・輸出が多くございまし

た。そこら辺でですね、木材の輸入・輸出やで

すね、中国、台湾直行便の開設等に向けたです

ね、積極的に関与していただく、アプローチを

かけていただいているというところでございま

して、特にですね、昨年は木材関係等で、非常

に私たちも情報提供いただきまして、会社訪問

につながったというのが、一つの成果というと

ころでございます。よろしくお願いします。 

○委員（橋本幸一君） それから、先ほどの全

国花火大会の関係ですが、前年対比で、バスが

マイナス４４台、客数で６８４０人ということ

で、この要因というのは、どういうことが考え

られるのか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） お答えいたし

ます。 

 バスツアーの数が減った理由の、まず、１つ

目はですね、道路運送法が改正がなりまして、

バスの事故が多発したということで、法改正に

なりまして、コストが、まずかかる、運送に関

してコストがかかる。そうなってきますと、ツ

アーを企画する場合に、ツアー料金を上げる

と、そうなってくると、ツアーのお客さんが、
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今までお手軽な値段だったなあというのが、ち

ょっと手が届かない値段で、ちょっと頑張らん

といかんというようなことで、その分が、まず

減ったということと、あと、九州内に、先ほど

クルーズのお話があってますけれども、クルー

ズ船がかなり多く来てます。その関係で、大型

バスがかなり多く利用されてて、たまたま花火

大会のときに、そういったクルーズ船が来航し

てたりとか、あるいは九州内で、花火大会以外

の大きなイベントがあって、全国レベル大会

が、スポーツ大会等があったりとかして、そち

らのほうにバスが取られたというのが、主な要

因だと考えられます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 全体の客数としては、

約３０万ということで、その辺は維持できると

いうことで、今後、バスツアーの分について

は、余り期待を持てないという、そういう考え

でいいんですね。 

○観光振興課長（岩崎和也君） バスツアーに

つきましては、今回４月に、ＤＭＯやつしろが

できました。まだ、旅行業の登録が十分なされ

てない状況ですので、今後、近いうちに登録の

許可がおりるというふうになっております。そ

の後、ＤＭＯやつしろを中心としてですね、バ

スツアーの増大には、当然努めなくちゃいけな

いというふうには考えておりますけども、先ほ

ど言いましたような要因から、なかなか伸びな

いというのが予想されますので、個人の観覧

者、そういった人たちの増、これに向けたいろ

んな取り組みが必要かなというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） それともう一つ、１２

６ページか、リーファーコンテナの検証事業が

あったですね、これは具体的にどういう方向で

考えておられるのか、その辺教えてください。 

○委員長（松永純一君） １２６ページです。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） リーファ

ーコンテナ利用拡大助成検証事業ということで

ですね、昨年度行いまして、本年度につきまし

てもですね、一般財源のところで、その検証成

果をもとに、今回取り組んでおります。 

 昨年度の実績からいきまして、２６年度にお

きましてですね、リーファーコンテナの利用と

いうのが、４ＴＥＵしかございませんでした

が、昨年検証事業を行いましたところでです

ね、６０ＴＥＵにまで、１５倍ほど伸びました

ので、今年度ですね、その効果を見まして、一

般財源のところで、２８年度取り組みをしてお

ります。 

 と同時に、今後、フードバレー構想等をです

ね、進めていく上では、海外の輸出に対しまし

ては、冷凍冷蔵庫、コンテナというのは、ぜひ

今後とも必要になってくるものじゃないかなと

いうことと、コンテナヤードを、今後、来年度

移設するに伴いまして、今、コンセントが８口

ありますけども、これが４８口に増設されると

いうことで、ますます今後利用がふえてくるん

じゃないかなあというところで、私ども前もっ

てといいますかですね、今のうちから、リーフ

ァーコンテナの需要を伸ばしていこうというこ

とで、今年度も積極的に取り組んでいるところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 確かに、八代の農産物

とか生鮮物を、将来目指しているということ

で、ぜひとも、これは必須条件と、私たちも思

うわけです。 

 ２６年度の実績、結局何を、どういう産物を

利用されたのか、そういうのがわかったら。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） ２６年度

にですね、（委員橋本幸一君「２７年度が６０

ＴＥＵ利用した」と呼ぶ）２６年度が６０、済

みません、２６年度がですね、冷凍カツオと

か、そういうのがあって、２７年度について、
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ちょっと答えを、（委員橋本幸一君「冷凍カツ

オ」と呼ぶ）はい、冷凍カツオ。 

 済みません、申しわけございません。２７年

度のことです。２７年度６０ＴＥＵにつきまし

てはですね、冷凍カツオ、冷凍すり身、クラ

ゲ、温度管理の必要な化学薬品等です。そうで

すね、そんな感じで６０ＴＥＵでございます。 

○委員（橋本幸一君） 海産物が多いんです

ね。はい、結構です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 工業振興補助の助成事

業についてお尋ねをします。 

 地域の雇用とですね、税収を確保するという

ことでは、八代市に既に立地されている企業さ

ん、工業系の、工場の雇用を守る、あるいは拡

大していくというのが、新規の企業誘致よりも

ですね、はるかに有効な手だてとなるというふ

うに思います。 

 ２７年度の予算は幾らですか、４３００万で

すか、４３９６万、この金額は、本来２７年度

は執行される予定だったというふうに、さっき

説明であったんだと思います。何か不用額は、

企業さんの何かがおくれて、今年度、２８年度

になるという。こういった工場に対する助成が

ですね、企業さんに喜ばれているんだろうとい

うふうには思いますけれども、実際のところ、

聞き取りなり、何なりという形でですね、どれ

ぐらい工場側、企業側さんのほうのニーズがあ

るのかなあというのを、その辺がちょっとわか

ればですね、教えていただきたいんですけど。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 商工政策課、

豊本です。 

 先ほどもお話ししておりますが、昨年度２５

０社ほど回る中でですね、こういった工業振興

助成というのにつきましてはですね、工業用地

の取得の補助金、それから、雇用の奨励金、そ

れからですね、あとは固定資産税の減免、それ

から、工場等の建設の補助金、この４本のです

ね、柱で動いております。これはもう、訪問す

る中ででもですね、現在の八代市の企業さんを

大事にですね、非常に丁寧に御説明をしておる

ところでございまして、昨年度の実績もござい

ますが、工場の用地取得の補助金が１社使われ

ました。それから、雇用奨励金についても４社

使われました。１社がですね、先ほど予算残

が、ちょっと二千何百万だったんですが、それ

は、どうしても雇用がですね、されるのに期間

が間に合わなかったということでですね、極

力、この予算がですね、有効になるようにとい

うふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 雇用奨励金を使われた

のが４件ということで、もっともっとですね、

本来ならたくさん使っていただいて、１人でも

多くですね、八代市の工場に雇用していただけ

るよう、地元に残れるようにですね、僕は、そ

っちのほうが、はるかに経済効果を生むんじゃ

ないかなと思います。 

 また、その雇用ができるような企業さんを育

てていくという形のほうにですね、しっかり注

視をしていただいて、伸ばせるような方策をで

すね、ぜひ練っていただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（友枝和明君） １２２ページで、商店

街活性化事業の中で、空き店舗の活用状況、２

６年度、２７年度の状況を、ちょっと教えてく

ださい。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 商工政策課、

豊本です。 

 まず、空き店舗の状況ということで、大体、

おおよそですね、この対象となる商店街に、約

２００ちょっと店舗があるということでお考え
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いただいて、そのうち、今空き店舗になってい

るのが、約２割弱で、１８％ぐらいあるという

ところに対しましててすね、改装費の補助、そ

れから、家賃の補助ということでですね、行っ

ているところでございます。 

 昨年度のですね、実績といたしましては、商

店街再生事業でですね、新規が８件ございまし

て、家賃の補助が４件、改装が４件でございま

す。それから、既存の店舗に対しまして、改装

が４件しておりますので、合計の商店街再生事

業については、１２件を行っているところでご

ざいます。 

 今後もですね、商店街活性化のためには、こ

ういった商店街再生事業というのは重要になっ

てくるかと思いますので、十分にまた、いろい

ろ制度の点もですね、見直しながら取り組んで

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（友枝和明君） 特に、震災後鶴屋が撤

退して、私もたまに通りますが、寂しい限り

で、受益者といいますか、地元の方々にもです

ね、檄を飛ばして、密な関係をしていただきた

いと思います。 

 以上です。意見になりました。 

○委員（古嶋津義君） 関連ですが、商店街活

性化事業でありますが、これだけの予算を使っ

て、言うなれば、今ありましたように、あそこ

を歩いてみれば、空き店舗がありますですたい

ね。その辺のところ、ちょっとクルーズ船のほ

うにリンクしますが、今、クルーズ船も、ちょ

っと前は爆買い、上層階級が来よる、今はちょ

っと中ぐらいの階級が来られるもんですから、

この前も八代城を見たり、日奈久に行ったり、

いろんなパターンがありますけれども、そのあ

たりのところで、商店街活性化事業補助金あた

りを使って、そういうのを呼び込むような方策

は、２７年度はなかったんでしょうか。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 商工政策課

長、豊本です。 

 古嶋委員の御質問ですけども、中国の爆買い

についてというのが、やはり消費傾向が変わ

る、所得層も変わったということでですね、非

常にそういったのもなくなって、インターネッ

トでどんどん中国のほうに持ってこれるという

ことでですね、その辺の傾向も変わったのかな

というふうに考えております。 

 あとは、デューティフリーショップですね、

免税店のほうに流れていくということ、あと

は、こちらの商店街のほうもですね、やはり、

外国から来られても、魅力ある商品を置いて、

そして、やはり買っていただくというのが、非

常に大事になってくるかと思います。 

 事業の中でも魅力向上事業、それから、先ほ

ども御説明しました商店街の中にホームページ

をつくったりとかしてですね、Ｗｉ－Ｆｉも整

えたりして、何とか商店街のほうにですね、ク

ルーズ船を含め、また妙見祭もですね、ユネス

コ登録となってくれば、外国から多くの方がい

らっしゃいますので、そういったのも、また今

後の事業のですね、展開、私どもも、また検討

していきながら進めていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） 関連ですばってん、９

月の２９日に中国の観光客が、八代宮ば参拝さ

れておりました。私も、ちょうど商店街を歩い

たときにですね、気づいたことは、やはり、八

代の商店街を歩かすとはよかですばってんが、

通訳の方がおらっさんごたっですもんね、案内

係とか。よければ、案内人のはっぴとかです

ね、一緒に統一されて、はっぴがあかんときに

は、今妙見祭のシャツがありますから、それで

も統一されたほうがいいかなと思っておりま

す。 
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 それから、八代宮では職員さんが、泉から借

りてこられたかぶとを着てですね、一生懸命汗

流しておもてなしをされております。感銘を受

けております。 

 提案させていただければですね、妙見祭や花

火大会、郷土芸能などですね、厚生会館でもい

いし、ハーモニーホールでもいいから、大型ス

クリーンでですね、放映されてはいかがかなと

思います。そういう中で、中国人の方もリピー

ターがふえると思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 歳入のときに申し上げましたけども、こんな

とき、新規採用の新人職員をですね、やはり出

していただいて、接遇のいろんな勉強にもなる

と思いますので、一回検討してみてください。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） 決算委員会ですから、

言うたもんか、ちょっと迷うとったんですけど

も、企業誘致対策事業のことで、以前会派の視

察でですね、花巻市に行ってまいりました。そ

こも企業誘致も随分前に頑張っておられたんで

すけれども、どうしても進出していただけない

ということで、じゃあ、ベンチャーを育てよう

ということで、あそこは大々的にそういう団地

をつくって、箱も何カ所かつくって、３年間だ

ったですか、無料で貸し出して、ただし３年間

のうちにある程度軌道に乗せて卒業していって

もらうというような形で、センターも、最新式

のですね、３Ｄプリンターまでありました。幾

つか、機材とか、今のフードバレーのあれの企

業版でしょうね。そういう形で、ベンチャーを

育てる取り組みもやっておられました。沖縄で

も、たしかそういうところがございました。 

 そういう考えとか、取り組みとか、八代市、

どうですか。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 豊本です。 

 今、村川委員がおっしゃいましたベンチャー

の件でございますが、私どもも、八代職業訓練

校のほうにベンチャーが入っていただけるよう

な、県と一緒になってですね、そういった起業

家の方、起こす業のほうですね、方の支援もし

ておるところでございまして、おっしゃるとお

り、なかなか企業がですね、新設してくるの

は、非常に難しい状況がございます。ただ、先

日の新聞をごらんいただければと思ったんです

が、コールセンターというのをですね、今年度

取り組む中で、少し、こういう製造業ばかりで

はなくてですね、今からのこういった電話でい

ろいろですね、サービスをしていただくという

ような部分の事業所もですね、私どもも今後は

取り組んでいきたいと。たくさんのですね、方

が、この八代を注目していただいて、多くの企

業が来ていただいて、先ほどもおっしゃる雇用

がたくさん生まれるということをですね、目指

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（村川清則君） 花巻市の場合、恐らく

あそこは何十年も前から高速道路をここに通し

て、空港をここにつくってという戦略的に考え

ておられたんだと思います。そのほんの近所

に、そういう団地もつくってございました。 

 八代市も、八代港がありますし、高速も通っ

てますし、条件的にも合致するところがありま

すので、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（島田一已君） 先ほどから、八代港の

ポートセールス事業とか、リーファーコンテナ

というのがございましたけれども、八代税関署

管内のですね、輸出、輸入を、ちょっと教えて

もらえますか。昨年は、輸出が少し伸びており

まして、輸入のほうが少し減のようでございま
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したが、今年度上半期はどのような状態という

のがわかりますかね。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） 今年度の

上半期ということでよろしいですか。（委員島

田一已君「はい」と呼ぶ） 

 一昨年、２６年が過去最高の１万８０４６Ｔ

ＥＵです。昨年が、ちょっと説明にもありまし

たけども、中国の経済減退等で１万７７８２Ｔ

ＥＵの、ちょっと微減でした。ことし１月から

９月までの統計を、ちょっと資料を見たんです

けども、コンテナの取り扱いがですね、１月か

ら３月までというのがですね、昨年並み、中国

減退による影響等で、昨年並みでした。４月か

ら７月にかけましては、過去最高の一昨年のペ

ースになるような、非常に多くなってきている

というところで、私どももですね、震災の影響

等で陸送、高速道路を使った陸送がですね、難

しくなった分だけ、より現場といいますか、現

地に近いところの港を使用しているんじゃない

なかなというところで考えております。 

 今、２８年９月の同月の、昨年と比べます

と、約２％の増というところで推移をしている

ところでございます。 

 以上、お答えします。 

○委員（島田一已君） 先ほどから、八代港か

ら、なかなかスムーズに冷凍とか厳しいかな何

かちゅう話で、冷凍カツオだったですかね、

（｢カツオです」と呼ぶ者あり）ということで

ございましたけれども、生鮮食品のですね、輸

出のために、どういうことが必要かなというの

を、何かお考えになったことは、それに関して

はどうでしょうか。こういうことをやると、も

っと八代のですね、農産物を海外に輸出できる

かなという、そういうのが、何か施策ちゅう

か、そういうのがございましたら。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） 先ほどか

ら、リーファーコンテナというのは、もちろん

ですけども、リーファーコンテナ、冷凍冷蔵倉

庫、倉庫というのがですね、大前提として必要

になるんじゃないかな、民間投資でされるの

か、ちょっとそこら辺までは、まだ決めており

ませんといいますか、検討中でございますけ

ど、民間の方に投資いただいてですね、ぜひと

も冷凍冷蔵倉庫というのは必要になってくるん

じゃないかなというところは思っております。 

 それとですね、農産物等を扱えるといいます

か、納入する商社ですね、中に入る民間の会

社、さっきから民間、民間と言っていると言え

るのもあります。民間の会社等がですね、参入

していただけるならば、より一層回っていくん

じゃないかなということを思っております。 

○委員（島田一已君） いろんな視点からです

ね、しっかりと考えていただいて、これから

も、また少しはお話しをさせていただけたらな

と思います。 

 委員長、いいです。 

○委員（矢本善彦君） 全国花火大会について

お尋ねします。 

 何年か前だったですかね、福知山市で露天商

のプロパンガスの爆発がありました。その安全

対策はどのようにしておられるか。 

 また、大会によっての改善策を聞かせてくだ

さい。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 確かに、以前

他市でそういう事故があったということで、昨

年から、つい先日だったんですけれども、露天

商の方々が、場所の抽選会があります。そのと

きに、消防署からおいでいただいて、取り扱

い、あるいは消火器の取り扱い方、そういった

ことについて、講習を実施して、そういった事

故が発生しないように対応しているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（松永純一君） なければ、以上で、

第６款・商工費及び第１０款・災害復旧費中、

経済文化交流部関係分についての質疑を終わり

ます。 

 しばらく休憩します。３時から開会いたしま

す。 

（午後２時５１分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０２分 開議） 

○委員長（松永純一君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 次に、第７款・土木費、第１０款・災害復旧

費中、建設部関係分及び第１２款・諸支出金

中、建設部関係分について、一括して説明を求

めます。 

○建設部長（閘 賢一君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部長の閘

でございます。座って説明させていただきま

す。 

 平成２７年度決算審査に当たりまして、建設

部所管分の一般会計、款７・土木費、款１０・

災害復旧費における総括を述べさせていただき

ます。 

 御承知のとおり、建設部が所管します事業に

つきましては、ハード事業として、道路や公

園、区画整理、下水道、港湾、公営住宅などの

都市基盤整備事業及び河川などの治水事業並び

に市街地における建築物や土地利用の規制、誘

導などのソフト事業を行っております。 

 平成２７年度の事業としまして、まず、道路

では、都市内の道路網のネットワーク形成を図

るべく、都市計画道路南部幹線、西片西宮線、

八の字線について計画的に整備を進めておりま

す。 

 南部幹線及び西片西宮線の１期工事分につき

ましては、２８年度の完了を目指しているとこ

ろでございます。 

 また、鏡町、千丁町で事業中の野津橋小路長

溝線や新牟田西牟田線を継続して整備を行って

おりまして、坂本町の瀬戸石鎌瀬線は、２７年

度末に完了したところでございます。 

 日常の生活道路の改良や維持補修及び都市排

水路の整備では、地域の要望などに応じて、必

要性や緊急性の高いところから、順次整備を行

っております。そのほか、山間部においては、

道路のり面のモルタル吹きつけや防護ネットな

どによる災害防除事業も行っております。 

 次に、公園では、龍峯地区において、念願で

あった龍峯やまびこ公園を、新規に開設したと

ころでございます。 

 あわせて、安全・安心対策緊急支援事業を活

用して、トイレ兼防災倉庫の新築工事を実施い

たしております。 

 区画整理におきましては、継続して八千把地

区土地区画整理事業を実施中であり、区域内の

都市計画道路や区画道路の整備や舗装工事を行

っておりますが、２７年度は新規に八千把地区

土地区画整理保留地販売促進事業を開始し、区

画整理事業の財源の一部として、整備が完了し

た保留地の販売促進を図り、安定した事業費を

確保することといたしております。 

 次に、公営住宅では、平成２２年度に策定し

ました市営住宅長寿命化計画に基づき、２７年

度は、高島団地や西宮団地、麦島団地の屋上防

水工事等を実施しております。 

 災害復旧費では、平成２７年６月２日から１

２日にかけての梅雨前線豪雨や、８月２５日の

台風１５号によって被災した麦島線や坂本町の

市ノ俣線と、東陽町の西原川平線、泉町の樅木

石飛線などの道路と、坂本町の袈裟堂川や鎌瀬

川などの河川において、災害復旧事業を行って

おります。 

 建築物や土地利用の規制、誘導面では、平成

２４年度から実施しました老朽危険空き家等除

却促進事業で、２６戸の老朽危険空き家を除却

しております。 
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 また、民間建築物耐震化促進事業では、１０

件の募集に対し、２件の応募がありましたが、

今回の熊本地震後は申し込みが急増しておりま

す。 

 今後は、より一層市民に対して周知を図り、

耐震化を促進してまいりたいと考えておりま

す。 

 建設部所管の事業につきましては、平成２８

年度も、引き続き各事業の推進と早期完成を目

指すものでございます。 

 平成２９年度につきましても、積極的な予算

確保に努め、さらなる事業の推進に取り組んで

まいる所存でございます。 

 以上、平成２７年度決算における建設部所管

分の一般会計の総括といたします。 

 なお、詳細につきましては、湯野次長及び関

係課長より説明させますので、よろしくお願い

いたします。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） 建

設部の湯野でございます。着座にて説明させて

いただきます。 

 それでは、平成２７年度一般会計歳入歳出決

算のうち、建設部所管の款７・土木費と款１０

・災害復旧費並びに款１２・諸支出金のうち、

項の２・土地開発公社費につきまして、平成２

７年度における主要な施策の成果に関する調書

にて、主な繰越額及び不用額もあわせて説明さ

せていただきます。 

 また、予算の流用につきましては、歳入歳出

決算書にて説明させていただきます。 

 主な施策の成果に関する調書の１２ページを

お願いいたします。これの１２ページになりま

す。 

 まず、歳出決算の状況でございますが、中段

の款７・土木費、予算現額６２億２４７３万４

０００円に対しまして、支出済額が５６億６０

１８万２０００円で、予算現額との対比で９

０.９％でございます。 

 また、前年度の支出済額より７６２０万円の

増額であり、率にして１.４％の増でございま

す。 

 なお、予算の流用は、款７・土木費で４３

件、額にして６３４６万５０００円、款１０・

災害復旧費、項の２・公共土木施設災害復旧費

で１２件、額にして１６３万９０００円でござ

います。これにつきましては、最後に、額の大

きいものについて、説明いたします。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書

（その１）の１４０ページをお開きください。 

 下段の老朽危険空き家等除却促進事業でござ

います。これは、老朽化し、危険な状態で放置

された老朽危険空き家の除却を支援することに

より、市民生活の安全・安心並びに生活環境の

保全や改善を図るもので、危険空き家を解体除

却する者に、国の交付金事業を活用し、１件当

たり費用の３分の２以内で、かつ６０万円を上

限として助成するものでございます。 

 ２７年度は、３０戸の予定に対し６３戸の申

し込みがあり、そのうち２６戸の解体除去に補

助を行っております。 

 決算額は１３２７万５０００円でございま

す。 

 不用額の４７２万５０００円は、国の事業費

に対する交付率が５１.９％と、約半分程度に

とどまったことや、申し込み後の自主解体など

で不用額が生じたものでございます。 

 今後は、今回の熊本地震を受けて、申し込み

件数の増加もあり、募集予定戸数の規模拡充を

行うこととしております。 

 １４１ページをお願いいたします。 

 上段の民間建築物耐震化促進事業では、民間

建築物の耐震化を支援することにより、既存建

築物の耐震化を促進させ、安全・安心なまちづ

くりを目指すもので、耐震性が低いとされてい

る、昭和５６年以前に着工した戸建て木造住宅

や、緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対し、
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耐震診断及び改修費用の一部を補助するもので

す。 

 補助の内容は、耐震診断に係るものは補助率

３分の２以内で、かつ上限が、戸建て木造住宅

は８万６０００円、緊急輸送道路沿道建築物が

６０万円です。 

 また、耐震改修に係るものは、補助率２分の

１以内で、かつ上限が６０万円となっておりま

す。 

 ２７年度は、予定件数１０件に対し、２件の

耐震診断に補助を行っております。 

 決算額は１１万４０００円でございます。 

 不用額の１９４万６０００円は、民間建築物

の所有者からの申請が少なかったためでござい

ます。 

 今後は、今回の熊本地震を受けて、問い合わ

せが急増していることから、事業のより一層の

周知を図り、耐震化を促進していきたいと考え

ております。 

 下段の空き家バンク事業では、空き家の有効

活用を通して、都市住民等との交流及び移住・

定住の促進による地域の活性化を図ることを目

的として、市内の空き家情報と八代市への移住

・定住希望者の情報を登録、紹介をすること

で、空き家の賃貸や売買による有効活用支援

と、ＵＩＪターン者等の住宅確保支援を行う空

き家バンクを、平成２８年４月１日に開設いた

しました。 

 これに先立ち、平成２６年度からの２カ年度

で市内全域の一戸建て住宅の空き家の状況を調

査いたしました。２７年度は、二見地区を除

く、旧八代市内の空き家調査業務委託を行って

おります。 

 決算額は９１１万３０００円でございます。 

 今後は、空き家バンクの運用状況を見なが

ら、必要に応じて改善を図ってまいりたいと考

えております。 

 １４２ページをお願いいたします。 

 上段の要緊急安全確認大規模建築物耐震診断

事業は、建築物の耐震改修の促進に関する法律

の改正法が施行され、不特定多数の者が利用す

る建築物のうち大規模なものについて、耐震診

断を実施することが義務づけられた民間施設に

ついて、耐震診断に係る費用の一部を補助する

ものでございます。 

 補助の内容は、国・県・市合わせて、耐震診

断に係る費用に対し、補助率３分の２となって

おります。 

 ２７年度は、対象件数３件に対し、２件の耐

震診断に補助を行っております。 

 決算額は８５４万６０００円でございます。 

 翌年度への繰越額の１１０６万７０００円に

つきましては、対象件数３件中、２７年度当初

で予算化しておりました残りの１件分につい

て、事業主の事情により、平成２７年度後半の

着手となったため、２８年度へ繰り越したもの

でございます。 

 なお、当該事業につきましては、対象となる

建築物の耐震診断が完了したため、廃止となり

ます。 

 下段のユニバーサルデザイン建築物整備促進

事業では、公共性の高い民間建築物のバリアフ

リー化を支援することにより、高齢者や障害者

を初め、誰もが利用しやすい建築物の普及を図

るための１件分の予算を確保しておりました

が、２７年度は申請までには至らず、決算がゼ

ロ円となった次第でございます。 

 県の事業を活用することから、今後は、県と

協議し、より利用しやすい事業として整備を図

ってまいりたいと考えております。 

 なお、今年度は、飲食店１件の事前相談を受

けているところでございます。 

 １４３ページ、上段の交通安全施設整備事業

は、交通事故多発箇所や緊急に安全を確保する

必要がある道路について、事故防止を図るため

に安全施設の設置及びその管理を行うものでご
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ざいます。 

 ２７年度は、ガードレールの設置を９件で５

３９メートル、カーブミラー及び標識設置を２

件で１２基、カラー舗装及び区画線設置を５件

で１万１０８５メートル、その他交通安全施設

の修繕を１１６件実施しております。 

 決算は２９８２万４０００円で、不用額の１

５万３０００円は、入札残などでございます。 

 老朽化した施設が多数ある中、今後、安全・

安心な道路空間を確保していくため、規模拡充

と考えております。 

 次に、下段の道路維持事業は、道路施設を保

全し、安全で円滑な交通の確保を図るため、道

路の適切な維持管理を行うものでございます。 

 ２７年度の主なところは、工事請負費のう

ち、補助事業の道整備交付金事業で、舗装補修

工事を２件で４２０メートル、防災・安全交付

金事業で舗装補修工事を８件で７９８メート

ル、市道のり面からの落石等を防止する災害防

除工事を２件で４１メートル、視覚障害者誘導

ブロック設置工事を１件で１２６メートル、市

単独事業では、道路維持工事を４１件で２２６

６メートル、災害防除工事を２件で１０２メー

トなどを行っております。 

 決算額は、予算額４億３７９５万１０００円

に対し、３億３０９３万４０００円で、その差

額は主に、補正予算、２８年度への繰越額９９

７８万３０００円と、後は入札残などでござい

ます。 

 特定財源は、道路占用料や法定外公共物占用

料が主なものでございます。 

 繰越明許費の９９７８万３０００円は、坂本

町の市ノ俣線ほか１路線において、工事施工に

伴う用地の取得に不測の日数を要したことや、

坂本町の市道枳ノ俣線や泉町の市道和小路平線

ほか１路線を、国の補正予算を活用し、３月の

補正予算議決後に執行を行ったものの、工期が

確保できず、やむを得ず予算を繰り越したもの

でございます。完了は２９年の２月を予定して

おります。 

 なお、管理する市道の総延長は１６７５キロ

メートルと多く、法定外の道路である里道を含

めますと膨大な量となっております。地域協議

会からの要望に対しても、２割程度の対応状況

となっておりますので、今後の方向性は、規模

拡充と考えております。 

 １４４ページをお開きください。 

 上段の市内一円道路改良事業は、改良が必要

な市道を整備し、市民の日常生活の利便性、安

全性の向上に寄与し、地域間の連携を図るため

に、計画的に拡幅改良や舗装を行っているもの

でございます。 

 ２７年度は、一般道路新設改良事業で本庁、

支所合わせて８０件の工事や、それに伴う設計

委託並びに用地補償を実施しております。 

 また、国の補助事業であります社会資本総合

交付金事業では、鏡町の野津橋小路長溝線、坂

本町の瀬戸石鎌瀬線、千丁町の新牟田西牟田線

の３路線の整備を行っております。 

 各路線の平成２７年度末の進捗状況といたし

ましては、事業費ベースで野津橋小路長溝線が

約７４％、瀬戸石鎌瀬線は完了し、新牟田西牟

田線が９％となっております。 

 決算額は、予算額１０億６９３万３０００円

に対し８億５３１１万６０００円で、その差額

は、主に２８年度への繰越額７０７２万９００

０円と、国費の内示減などで不用額が生じたも

のでございます。 

 特定財源は、日本中央競馬会事業所周辺環境

整備寄附金や、熊本県企業局、瀬戸石鎌瀬線改

良事業負担金が主なものでございます。 

 繰越明許費の７０７２万９０００円につきま

しては、地権者との交渉や関係者との協議に日

数を要し、一般分４路線で年度内に完了できず

に、２８年度へ繰り越したものでございます。

完了時期は、２月下旬までに完了を予定してお
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ります。 

 今後は、歩行者や自転車の安全・安心を確保

するために、バリアフリー化推進事業や歩道整

備の事業規模の拡大を図ってまいりたいと考え

ております。 

 下段の橋梁長寿命化修繕事業は、市が管理す

る橋梁で、今後老朽化が懸念される橋梁の増加

に対応するために、長寿命化修繕計画を策定

し、今後の修繕やかけかえの費用の縮減を図

り、道路の安全性や信頼性を確保するものでご

ざいます。 

 これまでに、橋長１５メーター以上の１２９

橋と、１５メーター以下でも重要度の高い橋梁

３２９橋を合わせた４５８橋について、長寿命

化修繕計画を策定し、２７年度は、東陽町の陣

内橋補修工事など８件と、橋梁定期点検業務委

託、調査設計委託など３９件を実施しておりま

す。 

 決算額は、予算額２億２３７９万２０００円

に対し２億１８１８万７０００円で、その差額

は、主に２８年度への繰越額４０５万７０００

円と、国費の内示減などで、不用額が生じたも

のでございます。 

 繰越明許費４０５万７０００円は、敷川内川

２号橋補修工事に伴う調査設計業務委託におい

て、特殊車両を必要としますが、点検車両の手

配に不測の日数を要したことから、年度内での

完了が困難となったためでございます。なお、

完了時期は、２８年１２月を予定しておりま

す。 

 今後も、老朽化による補修箇所もふえてくる

ことから、拡充により対応していかなければな

らないと考えております。 

 次に、１４５ページをお開きください。 

 上段の市内一円橋梁改修事業は、老朽化や狭

い幅員の橋梁に対し、かけかえや拡幅改良を進

めている事業でございます。 

 事業内容は、植柳下町５号橋ほか７橋梁を実

施しております。 

 決算は１７９８万円でございます。 

 本市の橋梁は、ほとんどが高度経済成長期に

建設されたもので、現在老朽化が進み、維持管

理費への負担が増加しております。 

 今後は、負担軽減を図る上でも、事業規模を

拡充し、適正な保全に努めてまいりたいと考え

ております。 

 下段の市内一円河川改修事業は、未改修や老

朽化による護岸崩壊など、危険性の高い河川施

設の改修を行い、未然に河川災害を防止するこ

とにより、市民生活の安全を確保するものでご

ざいます。 

 事業内容は、改修工事１４件、河川施設の修

繕１３件、ほかに除草、測量設計を実施いたし

ております。 

 決算は５３５２万３０００円で、不用額の４

７万円は、入札残などでございます。 

 今後も、未改修の河川が多く存在しているこ

とから、引き続き事業を実施してまいりたいと

考えております。 

 次に、１４６ページをお開きください。 

 上段の土砂災害危険住宅移転促進事業では、

土砂災害で建物が壊れ、住民等の生命・身体に

著しい危害が生じるおそれのある土砂災害特別

警戒区域内の居住者が、安全な区域に移転する

際の経費を補助するものでございます。 

 事業の内容は、移転する際の経費、住宅の建

設費や購入費、移転経費、住宅除去費等を最大

３００万円補助するものでございます。 

 ２７年度は、件数１件に対し補助を行ってお

ります。 

 決算額は３００万円でございます。 

 今後も広報活動を実施し、土砂災害特別警戒

区域内からの移転を促進してまいりたいと考え

ております。 

 下段の八代港振興事業は、八代港の整備促進

及び貿易の振興を図り、八代港の発展に寄与す
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ることを目的に事業展開を行っております。 

 ２７年度は、日本港湾協会負担金や熊本県港

湾協会費などに支出しております。 

 決算額は１６１万４０００円でございます。 

 不用額の４１万７０００円は、熊本県港湾協

会負担金で、負担金の算出基礎となる対象事業

費が減額になったことから生じたものでござい

ます。 

 今後は、さらなる事業の効率化や負担金の適

正化の検討を行い、精力的に活動を実施してま

いりたいと考えております。 

 次に、１４７ページをお開きください。 

 上段は、八代港県営事業負担金事業でござい

ます。熊本県が八代港の利便性向上、安全運航

の確保、港湾機能充実のために実施する港湾改

修事業に対し、八代市が費用の一部を負担して

いるものでございます。 

 事業内容は、国直轄事業が、マイナス１４メ

ートル岸壁等、土砂処分場以外が１０分の１の

負担率で１億３８１６万８０００円、土砂処分

場が２０分の１の負担率で６３３７万３０００

円、県事業の港湾改修事業のうち土砂処分場築

堤が２０分の１の負担率で２１１８万円、ま

た、港湾補修事業の道路修繕、防砂堤かさ上げ

が６分の１の負担率で３５００万円などを支出

しております。 

 決算合計は２億６２７５万１０００円で、不

用額の２７１９万１０００円は、国直轄で水深

１４メートル航路にかかわる、しゅんせつ土砂

処分場整備費の負担率が１０分の１から２０分

の１に軽減されたことなどにより生じたもので

ございます。 

 今後も、港湾計画に沿った整備事業が着々と

推進されるよう、これまでどおり、予算の確保

に努めてまいりたいと考えております。 

 下段は、南部幹線道路整備事業でございま

す。都市計画道路南部幹線は、建馬町から敷川

内町の国道３号に接続する計画道路で、そのう

ちの一級河川、南川を挟む約１キロメートルの

区間を、４車線で幅員３０メートルを、事業費

５４億円で、市が取り組んでいる事業でござい

ます。 

 ２７年度は、総合交付金事業にて、２７年度

から２８年度の２年債務で、南川橋梁のＰ１か

らＰ５橋脚まで、４スパンの上部工の工事など

８件と、それに伴う現場技術管理業務委託など

２件を実施し、また、単独事業にて、南部幹線

舗装工事１件のほか、南川橋梁上部工修正設計

業務委託など４件や、県施工区間への事業負担

金などを実施しております。 

 決算額は３億７８１６万５０００円で、不用

額の３５８４万円は、国費の内示減などでござ

います。 

 また、整備状況といたしましては、２７年度

末の進捗率が約９０％に達しており、市施工区

間については、今年度末に完了予定でございま

す。 

 今後は、市施工区間と県施工区間の全体が供

用して、大きな効果を発揮することから、県施

工区間の全線供用に向け、強く要望してまいり

たいと考えております。 

 次に、１４８ページをお開きください。 

 上段は、西片西宮線道路整備事業でございま

す。本路線は、西片町の八代臨港線から西宮町

の国道３号を結ぶ全長１キロメートル、２車線

で、幅員１６メートルの都市計画道路でござい

ます。 

 本事業は、臨港線から南に３６０メートルの

区間を第１期施工として、事業費１１億３００

０万円で、平成２０年度から着手した事業でご

ざいます。 

 ２７年度は、交付金事業にて、埋蔵文化財調

査業務委託３件を実施し、また、単独事業に

て、道路改築工事３件、道路測量設計業務委託

など２件、用地取得２件を実施しております。 

 決算額は１億２８６０万３０００円で、不用
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額の１３００万円は、主に国費の内示減などで

ございます。 

 整備状況といたしましては、２７年度末で、

進捗率が約８２％となっており、今後は、現在

施工区間の２８年度末完了を目指し、計画的な

工事発注を行うとともに、早期の全線供用に向

け、次期施工区間の予算確保に努めてまいりた

いと考えております。 

 下段は、八の字線道路整備事業でございま

す。本路線は、古城町の麦島線から葭牟田町の

南部幹線を結ぶ全長１２６０メートル、２車線

で幅員１６メートルの都市計画道路でございま

す。現在１０７０メートルを供用しており、南

部幹線の進捗に合わせて、残りの１９０メート

ルを２６年度より新規に着手した路線でござい

ます。 

 ２７年度は、総合交付金事業にて、用地取得

のための建物調査業務委託１件と、用地取得１

件及び建物等補償１件を実施しております。ま

た、単独事業にて、南部幹線と八の字線の交差

点改良に関係する市道葭牟田町１４号線の用地

取得のための地積測量図作成業務委託１件や用

地取得２件及び建物等補償２件などを実施して

おります。 

 決算額は、予算額１億２５２万４０００円に

対し５３１２万３０００円を支出しておりま

す。その差額は、主に２８年度への繰越額２１

７３万３０００円と、国費の内示減でございま

す。 

 繰越明許費の２１７３万３０００円は、年度

内に契約を行ったものの、事業地の買収により

土地が分断されることから、分断された残地の

取り扱いについて、地権者との協議に不測の日

数を要したため、２８年度へ繰り越したもので

ございます。完了時期は２９年２月を予定いた

しております。 

 今後は、２９年度の全線供用に向け、予算確

保に努めたいと考えております。 

 次に、１４９ページをお開きください。 

 上段の雨水ポンプ場施設整備事業では、日奈

久浜町ポンプ場の改築を行う事業でございま

す。日奈久浜町ポンプ場は、昭和５４年に供用

開始し、ことしで３７年を迎えます。施設は、

定期点検及び修繕を加えながら、順調に稼働し

ているものの、主要設備のほとんどが耐用年数

を超え、老朽化が進んでいる状況でございま

す。このような中で、平成２６年度から４カ年

の事業費３億１０００万円で、耐震対策や電

気、機械設備の改築更新を行うものでございま

す。 

 ２７年度は、平成２６年度からの日奈久ポン

プ場の電気及び機械設備の改築工事を２カ年で

実施しており、決算額は７８１０万１０００円

で、不用額の６７万８０００円は、入札残など

で、不用額が生じたものでございます。 

 今後とも、大雨による浸水を軽減させるた

め、適切に稼働させたいと考えております。 

 下段の市内一円都市下水路整備事業では、都

市計画用途地域内の排水路の改良及び維持管理

を行うことで、浸水防除と環境整備を図り、流

域住民の生活の向上に寄与するものでございま

す。 

 事業内容は、改修工事１６件、排水路の修繕

４０件、ほかに除草、測量設計などを実施して

おります。 

 決算は５７１６万８０００円で、不用額の４

３万３０００円は、入札残などでございます。 

 今後は、農用地の宅地化や高齢化及び核家族

化で、地元による排水路の維持管理が困難とな

ってきており、しゅんせつの要望が増加傾向に

あるため、規模拡充して維持管理に努めてまい

りたいと考えております。 

 １５０ページをお開きください。 

 上段の市内一円公園施設整備事業は、公園の

排水や安全対策等の施設整備を行うことで、市

民の快適で安全な公園利用を図るものでござい
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ます。 

 事業内容は、高島公園照明設置工事など９件

と、球磨川河川緑地のトイレ敷地造成修正設計

業務委託１件を実施しております。 

 決算額は９７１万６０００円で、不用額の１

７８万１０００円は、入札残などでございま

す。 

 今後は、公園施設長寿命化計画を有効活用し

て、他の公園事業と連携しながら効率的に施設

整備を行ってまいりたいと考えております。 

 下段の龍峯地区公園整備事業は、龍峯地区の

レクリエーションや憩いの場として利用すると

ともに、震災時の避難所としての役割を果たす

公園を新設するもので、公園の面積は１.２ヘ

クタール、事業費２億５７４０万円で整備を行

っております。 

 ２７年度は、公園土木工事など８件及び公園

行事業務委託１件を実施しております。 

 決算額は１億９４３７万７０００円で、不用

額の１２万３０００円は、入札残などでござい

ます。なお、ことしの２８年３月２１日に開設

いたしております。 

 １５１ページをお願いいたします。 

 上段は、都市公園安全・安心対策緊急支援事

業でございます。本事業は、都市公園におい

て、老朽化した施設の改築更新やバリアフリー

化及び備蓄倉庫の設置を行うことで、公園利用

者の安全と安心の確保を目的に、平成２２年度

に着手した補助事業でございます。 

 事業内容は、龍峯地区公園トイレ兼防災倉庫

新築工事１件のほか、都市公園安全・安心対策

施設設計業務委託１件を実施しております。 

 決算額は４９５万円で、不用額の２８３０万

３０００円は、国費の内示減などでございま

す。 

 今後も、老朽化施設改築に関する国の補助事

業である公園施設長寿命化対策支援事業とあわ

せて、効率的な施設改築や施設整備を行うこと

が必要であると考えております。 

 下段の公園施設長寿命化対策支援事業は、都

市公園の老朽化した施設の長寿命化を図るため

に、改築計画を策定し、それをもとに施設改善

を図るものでございます。 

 全体計画は、平成２４年度から７カ年で、対

象公園数が６２カ所、事業費１億９６００万円

で行うこととしており、２７年度は７カ所の公

園にて、遊具の改築を７件実施しております。 

 決算額は３６２５万円で、不用額の６１万２

０００円は、入札残などでございます。 

 今後も、バリアフリー化改築に関する別事業

とあわせて、効率的な施設整備を行っていきた

いと考えております。 

 １５２ページをお開きください。 

 上段は、八千把地区土地区画整理事業でござ

います。土地区画整理事業は、良好な市街地整

備のために、公共施設、いわゆる道路、公園の

新設及び排水路の改善や宅地の利用増進を図る

ための整備を行うものでございます。 

 八千把地区は、平成１２年度より古閑中町に

おいて、市施工により面積４４ヘクタール、道

路延長１１.０５キロメートル、公園３カ所、

排水路延長３.８７キロメートルや、宅地造成

を総事業費４８億８１００万円で、新たな市街

地整備に取り組んでいるところでございます。 

 ２７年度は、都市計画道路や区画道路の築造

及び舗装工事が約１６２２メートル、宅地造成

が約２万平方メートルで、建物移転補償など４

２件のほか建築物移転補償費算定業務委託など

９件を実施しております。 

 決算額は、予算額２億３９００万円に対し１

億８５３８万４０００円で、その差額は、２８

年度への繰越額３３０２万４０００円と、国費

の内示減などで、不用額が生じたものでござい

ます。 

 特定財源は、八千把地区土地区画整理事業基

金による繰り入れでございます。 
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 繰越明許費３３０２万４０００円は、用地補

償にて、契約はしたものの、移転先の建築に不

測の日数を要したものなどから、道路工事の支

障となる物件の移転がおくれたことから、年度

内に建物移転と道路工事が完了できずに、２８

年度へ繰り越しをしたものでございます。 

 その内容は、建物移転補償２件、道路築造工

事３件で、完了時期につきましては、２９年３

月末までの予定といたしております。 

 今後も、事業費のコスト削減を図るため、宅

地造成などに使用する土砂の受け入れを積極的

に行うとともに、道路整備において上下水道と

の同時施工を促進してまいりたいと考えており

ます。 

 下段の八千把地区土地区画整理保留地販売促

進事業は、区画整理事業の財源の一部として、

整備が完了した宅地、保留地の販売促進を図

り、安定した事業費を確保するため、購入を希

望する人を紹介していただき、売買が成立した

場合、その不動産業者などに対し、紹介料を交

付するものでございます。 

 決算額は２３万円で、１区画２０７平方メー

トルの保留地の販売となっております。 

 不用額４９万３０００円につきましては、保

留地販売が、当初の予定より少なかったことか

ら生じたものでございます。 

 今後も、民間の力も活用しながら、保留地の

販売促進を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 １５３ページをお願いします。 

 上段の公営住宅施設整備事業では、市営住宅

の危険または老朽箇所の整備を行うことで、安

全で良好な住宅を提供し、また、市営住宅のス

トックを長く維持し、建設コストを抑えるもの

で、市が管理する３１団地、１３６７戸の危険

または老朽箇所について、計画的に改善を行っ

ているものでございます。 

 事業内容は、電気温水器など機器の取りかえ

や、畳の取りかえ、また、政策空き家の解体な

どを実施しております。 

 決算額は１０２４万２０００円で、不用額の

９１万５０００円は、入札残などでございま

す。 

 特定財源といたしましては、公営住宅の駐車

場使用料がございます。 

 今後も、引き続き事業を計画的に実施するこ

とにより、安全で良好な住宅の提供を図ってま

いりたいと考えております。 

 下段の公営住宅ストック総合改善事業は、市

営住宅の計画的な改善を実施することで、施設

を長く維持し、住宅事業における建設コストを

抑えることを目的に、八代市営住宅長寿命化計

画をもとに、平成２３年度から１０年間を対象

に中長期的な視点から、市の住まい・まちづく

りの目標、方針を整理し、事業を行っているも

のでございます。 

 この事業は、国の補助事業を活用しておりま

して、２７年度は、高島団地や西宮団地の屋上

防水改修工事、麦島団地外壁及び屋上防水工事

に係る実施設計業務委託、若宮団地建てかえ整

備事業に係る基本構想策定業務委託を実施して

おります。 

 決算額は３１８１万１０００円で、不用額の

９３０万２０００円は、国費の内示減や入札残

などでございます。 

 今後も、八代市営住宅長寿命化計画に基づ

き、施設の長期活用を図っていくとともに、計

画的な改修を実施していくこととしておりま

す。 

 飛びまして、１８７ページをお願いいたしま

す。 

 ここからは、公共土木施設災害復旧費でござ

いますが、主要な施設の復旧事業でございま

す、道路橋梁施設災害復旧事業と河川施設災害

復旧事業について、御説明いたします。 

 まず、上段の道路橋梁施設災害復旧事業でご
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ざいますが、本事業は、異常な天然現象により

生じた道路や橋梁災害について、速やかに復旧

し、公共の福祉の確保を図るものでございま

す。 

 事業の内容は、平成２７年６月２日から１２

日にかけての梅雨前線豪雨や、８月２５日の台

風１５号によって被災した、本庁管内の麦島線

や坂本町の市ノ俣線と東陽町の西原川平線、泉

町の樅木石飛線など９件の復旧工事と、それに

伴う設計並びに倒木撤去等の委託７５件及びそ

の他の応急措置の修繕９０件を実施したもので

ございます。 

 決算額は、予算額１億５８９６万４０００円

に対し９８６６万９０００円で、その差額は、

主に２８年度への繰越額２４０１万４０００円

と、災害査定及び詳細設計にて事業費が減少し

たために不用額が生じたものでございます。 

 繰越明許費の２４０１万４０００円は、関係

機関との協議に不測の日数を要し、工事の発注

がおくれ、年度内の完了が困難となったことか

ら、２８年度へ繰り越したものでございます。

なお、工事の完了は２８年８月末に完了いたし

ております。 

 続きまして、下段の河川施設災害復旧事業で

ございます。同じく梅雨前線豪雨や台風１５号

によって被災した、河川の倒木撤去等業務委託

８件及び護岸の修繕３件を実施したものでござ

います。 

 また、昨年度の繰り越し分については、平成

２６年６月２１日から２２日にかけての梅雨前

線豪雨によって被災した、坂本町の袈裟堂川の

施設復旧工事２件を実施したものでございま

す。 

 決算額は７８２万８０００円でございます。 

 土木費の主な事業に係る予算の執行状況は以

上でございます。 

 続きまして、主要な施策の成果に関する調書

には計上されていなかった企業会計繰出金事業

ついて説明いたします。 

 決算書の１６９ページ、こちらのほうの１６

９ページをお開きください。 

 下段の項の５・都市計画費、目の１・都市計

画総務費、次のページの節２８・繰出金の企業

会計繰出金事業（下水）では、１６億３６５０

万円を繰り出しております。平成２７年度よ

り、公共下水道事業が特別会計から企業会計に

なったものでございます。 

 最後に、流用でございますが、これにつきま

しては、流用額が１００万円以上の７件分の説

明をいたします。 

 決算書の１６５ページにお戻りください。 

 下段のほうになります。まず、項の２・道路

橋梁費、目の２・道路維持費の備考欄では、節

１３・委託料へ、目４・橋梁維持費の節１３・

委託料から４９９万２０００円を流用いたして

おります。これは、新八代駅自由通路の点検に

おきまして、九州旅客鉄道に委託し、協定締結

の費用負担額の提示がありましたが、想定より

高額でありましたことから、委託料に流用した

ものでございます。 

 次に、１６７ページの中ほどになります。道

路新設改良費の備考欄では、節１７・公有財産

購入費から節１５・工事請負費へ８００万円を

流用しております。これは、千丁町におきまし

て、道路舗装の老朽化により通行に支障を来

し、緊急的に補修を必要とすることから、不足

する工事請負費に流用したものでございます。 

 同じく、その下になります。節１７・公有財

産購入費から節１９・負担金補助及び交付金へ

２５０万５０００円を流用しております。これ

は、県営事業負担金として予算措置をしており

ましたが、事業費の高騰による負担金が増とな

ったことにより、不足する負担金補助及び交付

金に流用したものでございます。 

 次に、下段の目４・橋梁維持費では、先ほど

説明いたしました道路維持費での流用で、節１
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３・委託料から目２・橋梁維持費の節１３・委

託料へ４９９万２０００円を流用しておりま

す。 

 同じく、その下になります。節１５・工事請

負費から節１３・委託料へ３２３０万円を流用

しております。これは、道路法改正に伴い、全

国の橋梁定期点検が集中し、点検車の手配が難

しくなりました。そのため、委託期間が長期化

し、予定しておりました補修工事に着手できな

くなったことから、委託料に流用し、橋梁調査

設計業務委託の促進を図ったものでございま

す。 

 次に、１７１ページ、中ほどになります。街

路事業費の備考欄では、節１７・公有財産購入

費から節２２・補償、補塡及び賠償金へ１２４

６万７０００円を流用しております。これは、

建物等調査業務委託において、建物等の補償費

の算定を行ったところ、補償金が不足したこと

から、補償、補塡及び賠償金に流用したもので

ございます。 

 最後に、１７３ページ、中段の下のほうにな

ります。区画整理費の備考欄では、節２２・補

償、補塡及び賠償金から節１３・委託料へ１１

５万２０００円を流用しております。これは、

当初、平成２８年度に予定しておりました借家

人補償の算定業務委託を、居住者から早く補償

金を知っておきたいとの強い要望と、対象者が

多いことから、前年度、平成２７年度に実施す

ることになり、委託料に流用したものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（松永純一君） ただいま説明のあり

ました第７款・土木費、第１０款・災害復旧費

中、建設部関係分及び第１２款・諸支出金中、

建設部関係分について、一括して質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） １５２ページのです

ね、八千把土地区画整理事業のところの今後の

方向性の部分で、宅地造成には土砂の受け入れ

を積極的に行うということが書いてありますけ

ど、これは、ちなみにどんなところから想定を

されているのかなという。 

○都市整備課長（西 竜一君） 改めまして、

皆さん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）都市整備課の西でございます。 

 先ほどの質問についてお答えします。 

 今、よく受け入れていますというのは、工事

による残土ということでですね、南九州西回り

等ともですね、トンネルの工事とかですね、あ

と、球磨川のですね、河川しゅんせつ等をです

ね、受け入れております。大体そういうような

感じですね。 

 あと、小さい工事からもですね、残土ができ

ましたら、将来的にですね、宅地造成の土砂代

というのを削減するために流用をさせていただ

いております。 

○委員（堀 徹男君） 八代市で発注されてい

る下水道の工事の分で、下水道工事を受けられ

た業者さんがですね、残土の捨て場に困ってい

る、新たに土地買って、出た土を捨てる場所か

ら手当てをせんといかん、というような話を聞

いたことがあります。それは、下水道の工事に

反映されている、見積もりの中に含まれている

のかどうかわかりませんけど、できれば、そう

いった部内でですね、協議ができれば、残土の

発生するのが目に見えているわけですから、ど

ちらにとってもメリットがあると思いますの

で、ぜひ、御検討をいただきたいと思います。

もし、お答えができれば。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） た

だいまの御質問でございますけども、下水道事

業で、確かに形成する残土が、やっぱり発生す

るというようなことの状況もございます。 

 土地区画整理事業とのですね、事業の工程あ
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たりと、下水道事業との工程、調整が一致する

場合と、その受け入れとですね、兼ね合った場

合は積極的に進めたいと思います。 

 あと、土質的なものもございます。粘土質と

かですね、砂質土とか、そういった土質が余り

よくない場合は、ちょっと、なかなか土地造成

に向かないこともございますので、下水道事業

の事業者のほうと協議をしながら進めてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。（委員堀徹男君「はい、

わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） １４０ページと１４１

ページ、老朽危険空き家等の除却促進事業です

けれども、これ、老朽危険空き家というのはど

れぐらい予定として把握しとんなるのかと、そ

れから、これは進捗状況はどんなふうになって

いるの。また、空き家バンク事業のほうも、同

じように空き家っていうのはどれぐらい把握し

て、そして、どれくらい進捗状況があっている

のかという、そのまずは２点。 

○建築指導課長（松元真介君） 建築指導課、

松元です。よろしくお願いします。 

 ただいまの御質問はですね、一応空き家バン

クにおける老朽危険空き家の割合、件数につい

てということかなというふうに思いますが、そ

れでよろしいですかね。（委員増田一喜君「は

い」と呼ぶ） 

 空き家バンクにですね、建築住宅課のほうで

やっておりますが、空き家の老朽化の程度が、

その中でレベル０から５までの６段階に、一応

区分されております。レベル０と１のものは、

空き家バンク登録候補として、レベル２は一部

にそのままでは活用が難しい、あるいは相応の

改修費がかかるということと、レベル３から５

までは除却が望ましいということで、あらかた

整理をしているということは聞いてます。 

 市が実施しております事業の老朽危険空き家

の対象としましては、空き家の老朽化だけでな

く、倒壊した場合にですね、隣地とか前面道路

にまで影響を与える可能性があるかどうかとい

うのをですね、その周囲に対して危険を及ぼす

可能性があるかとか、危険性があるかとか、そ

ういったものを一応対象としております。 

 個別に確認する必要が出てきますので、現時

点ではですね、一応レベル３から５までという

ことで、大体私たち、私的に、ちょっと調査を

してみました。そうしたら、大体約３００件か

ら４００件程度になるんじゃないかということ

で整理をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） もう一つですね、１４

２ページのユニバーサルデザインのところなん

ですけれども、民間建築物のバリアフリー化を

支援する予算化、１件分しか申し込みがなかっ

たということ、申し込みがなかった理由ちゅう

のは。 

 それと、名前出れば、どこだったのかなと。

そういうふうにバリアフリー化を、行政が予算

化しようとした対象５件ですよね、どこだった

のかな。もし、それが言えれば、あれ。 

 ただ、要因は何なのか。申し込みがなかった

要因。 

○建築指導課長（松元真介君） このユニバー

サルデザインというのはですね、大分前からや

っている事業ではあるんですけども、なかな

か、改修ということでですね、制限がありま

す。したがいまして、実際、例えば、改修する

ときに構造部分までいじらなきゃいけないの

か、もしくはそうでないのかという内容と、端

的にですね、いわゆる全体の施設を考えたと

き、トイレとか誘導ブロック、そして自動ドア

とかエレベーターとか、いろいろ候補にありま
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すけども、そういった部分の施設の単発の改修

では対象とならない。いわゆる面的な改修とい

うのが条件に加わってくるものですから、その

辺は随時、県の事業も活用している関係でです

ね、協議はしているんですけど、なかなか、そ

このハードルが高くてですね、やっぱり事業

に、まだちょっと至らなかったというのが結構

多いです。 

 今回、その１件、飲食店のほうも相談を受け

ているんですけども、なかなかその辺がです

ね、クリアできるのかどうかということと、実

際、申請者のほうはですね、最初は単発、例え

ば、自動ドアなら自動ドアだけを改修すれば、

その分に対しての費用が出るんじゃないかとい

うことで来られるんですが、そうじゃないよ

と、実際入るときに身障者駐車場が、まず一発

目にありますので、その駐車場の整備と自動ド

ア、それに関する誘導ブロックまでを整備して

何ぼということになりますので、その辺は、い

ろいろと、なかなか難しい点ではあるところで

す。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） ということは、お互い

に説明する側と、説明聞く側との、少しずれが

あってるちゅうことですよね。こっちは申し込

みたいというような雰囲気だったけれども、で

は、それを受けて、予算化しましょうというこ

とでしょう。でも、結局申し込まなかったとい

うことは、うまく説明がかみ合ってなかったち

ゅうことだから、だから、結局予算化したけ

ど、無駄だったちゅうのがわかったちゅうこと

ですよね。そのあたりは、なかなか難しいみた

いですね。この部分のユニバーサルのデザイン

のは。だから、そこあたりは、また次、うまい

こと説明して、きちんと予算とったら、とった

だけの成果が上がるようにやってもらいたいな

と思います。 

○委員長（松永純一君） いいですか、回答

は。 

○委員（古嶋津義君） 今の関連ですが、先ほ

どの老朽危険空き家等除却促進事業の関連とし

て、先ほど松元課長のほうからお答えがありま

したように、確かに隣の家とか道路にですね、

邪魔になるということで、私どもも先進地を見

てですね、１つだけネックになっている部分が

ですね、あと更地にしますと、６倍ほど上がり

ますもんですけん、その辺のところ、文言をで

すね、総合的な空き家対策について、体制を含

め全庁的に検討する必要があるというふうに、

文言書いてありますので、資産税課あたりと打

ち合わせてあるのかなと、方向性をお尋ねをさ

せていただきます。 

○建築指導課長（松元真介君） 今のお話しの

ようにですね、全庁的にということで、もとも

と空き家特措法の目的というのが、危険空き家

の除去だけじゃなくて、要するに空き家の利活

用、そして、空き家そのものをですね、対象と

いうのが、いわゆる立木竹とか雑草とか、環境

サイドの話も結構あるんですね。ですから、そ

ういうところもあるんで、環境面、防災面とあ

りますので、ここに書いてある、その意味はで

すね、いわゆる組織的なところで取り組む必要

があるんじゃないかと、要するに、今、実際空

き家の除去というところに絞って、例えば、う

ちは建築指導課、バンクに関しては建築住宅課

ということで、両方とも建築サイドで一応受け

持っている状態なんですが、これはやっぱり、

なかなかちょっと難しいところがあってです

ね、実際は、そういった組織改編あたりも含め

て、今後検討していく。一応その準備は、今進

めているところです。 

 今後の方向性としましては、それが最終的に

そういう形ということになればですね、それか

ら、また一歩進んでいけるのかなと。実際これ

が確定という形じゃないんですけれども、そう

いったところで方向性を目指したいなと。要す
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るに、空き家特措法を窓口一本で受け入れられ

るような組織体制を、基本的には目指していき

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） 御承知のとおり、今度

熊本地震がありましたが、そのとき公費解体を

されてですね、その後、ほかの土地に家を建て

たいという御相談があったんですよ。でも、も

とのところに建たんば税金の上がるばいという

お話をしましてですね、その辺のところ、よ

く、解体をされて更地になると、その辺の認識

がなか人もおんなるもんだけんですね、あえて

申し上げたところでございます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） １４２ページの緊急安

全確認大規模建築物の耐震診断事業、これ２件

ということですが、具体的にどういう建物を指

しているのかということと、それと、もう一つ

は、これで不要ということで、事業がストップ

ということですが、その後、恐らく今回の地震

で、そういう要望とか需要とか、ふえる可能性

もあるし、これにかわる何らかの対応があるの

か、その辺をお聞きしたいと思います。 

○建築指導課長（松元真介君） ただいまので

すね、内容ですが、まず、要緊急安全大規模確

認建築物というのはですね、平成２５年にです

ね、耐震改修促進法というのが改正されまし

て、地震に対する安全性を早急に確かめる必要

があると、大規模な建築物であるということ

で、政令で指定されたものを言います。（｢政

令」と呼ぶ者あり）そうです。 

 したがいまして、市内には実際４件、実はあ

ります。逆に言えば４件しかないんです、市内

に。そのうちの１件は、もちろん公共施設、う

ちの本庁舎ですけども、そのうちの３件が民間

の施設です。そして、その３件に対しては、耐

震診断を実施し、その結果を特定行政庁に報告

し、そして、特定行政庁はその内容、診断結果

の内容について、もしくは、今後の方針につい

てですね、公表しなければならない、そこまで

が、一応法律で義務化されてます。 

 今回、そのうちの２件分の耐震診断につい

て、一応実施をしたと。残りの１件に対しまし

ては、もう既に、今実施中で、２８年度に一応

履行しますので、一応それで完了するというこ

とでございます。（委員橋本幸一君「対象物が

ないということですね」と呼ぶ）そうです。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） もう一つお願いしま

す。先ほどの、１５２ページだったですか、八

千把地区の土地区画整理の保留地の販売促進事

業、今の現況はどういう状況になっているんで

すか。 

○都市整備課長（西 竜一君） 保留地販売の

促進事業のことでよろしいでしょうか。 

○委員（橋本幸一君） 今の現状、かなり以前

から販売に苦労されているという話はお聞きす

るんですが、その辺も含めて。 

○都市整備課長（西 竜一君） 北部幹線とい

う真ん中の大きな道路が開通しましたときには

ですね、保留地というのが、どんどん販売、購

入が相次いだというようなことで、かなり潤っ

てた時期がございますが、その後ですね、消費

税の改正等もですね、若干ございましたという

こととですね、それで、住宅建築が若干落ち込

んだということと、あと、保留地をですね、つ

くってはいるんですけど、規模が大きかったり

とか、形が不整形であったりというようなとこ

ろがですね、若干残ってきているような状況で

ございます。ですので、ことし売り出したもの

につきましてはですね、きちんとした整形の比

較的個人住宅が建てやすいような、７０坪程度

のですね、販売をしておりますので、それは若

干順調に進んでいるところでございます。 

 促進事業につきましては、個人住宅としてで
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すね、活用できるような土地はですね、個人で

申し込まれるというのが多いんですが、そうい

う若干規模が大きかったりとかですね、ちょっ

と不整形であったりとか、そういうところをで

すね、民間の不動産等をされる業者さんです

ね、その力をですね、活用して、どうにか保留

地販売の促進につなげないかということで、昨

年度から創設した事業でございまして、今のと

ころ、先ほどの決算の中で説明がありましたと

おりですね、１件がですね、その紹介の事業で

販売ができたというところでございます。 

 済みません、以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） 状況としては、かな

り、まだ残っていると理解してよろしいんです

か。 

○都市整備課長（西 竜一君） そうですね、

全体の保留地に対してですね、現在の販売率と

いうのがですね、３０％弱でございます。た

だ、保留地そのものが、まだ完成していないと

いうところがございます。それは、先ほど来で

すね、国費が内示減が来ているということで、

なかなか事業が進めない、すなわち道路等がで

すね、整備が進まないと、そうなりますと。道

路沿いに保留地とかなんかできてまいりますの

で、そういうところも影響しているということ

でございます。 

 保留地がですね、売れ残っているというとこ

ろも若干ございますが、まだ保留地としてです

ね、販売できるような状態になってないところ

もかなりあるということでございます。（委員

橋本幸一君「はい、結構です」と呼ぶ） 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） 道路改良、橋梁改修、

それから、河川改修について、次長のほうに説

明をお願いしておきます。 

 ２７年度の決算書から見れば、６００億ぐら

いの予算の中で、土木費が５６億、昨年度より

若干、２６年度より増加はしておりますもの

の、校区の要望等を聞いてみますとですね、こ

の辺の大変な要望があると思いますので、ぜ

ひ、次長のほうで予算獲得を頑張っていただけ

ればと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） １５１ページの都市公

園安全・安心対策緊急支援事業でございます。

これは、不用額が２８３０万３０００円ですか

ね、決算が４９５万、この不用額が結構残って

いるみたいですけど、この理由っていうのはわ

かるですかね。 

○都市整備課長（西 竜一君） お答えしま

す。 

 先ほどちょっと、次長のほうからも説明があ

ったんですが、主にですね、国費の内示減とい

うものが主でございます。 

 このですね、都市公園安全・安心対策支援事

業と、その下段にあります長寿命化対策支援事

業、これが一つの交付対象事業ということにな

っております。トータルでですね、大体内示率

がですね、５７％と低かったというのがござい

まして、どちらかといいますと、この安全・安

心対策よりはですね、長寿命化、遊具のです

ね、更新というものに重きを置きまして、こち

らのほうにですね、その補助金をですね、多く

使ったということで、都市公園安全・安心対策

がですね、その分しわ寄せして、不用額が出た

ということになってございます。 

○委員（矢本善彦君） １５３ページの公営住

宅ストック総合耐震事業ですけども、若宮団地

を建てかえるといいますか、今の場所に建てか

えなっとですかね。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） 建築住宅課、

宮端でございます。 

 若宮団地の建てかえの基本構想の策定業務を

委託しました。その結果といたしましては、今

の場所に建てかえをしたいという方向性を得た
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ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） そのほか、ほかにも、

建てかえの計画はあるんですか。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） 今のところ、

そのほかの計画は、まだ持っておりませんが、

用途廃止予定をしている公営住宅とか、そこま

では決まっておりますが、その後、それを建て

かえるのか、それ以外に活用するのかというの

は決まってない状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 調書１４３ページの交

通安全施設整備事業、それから、道路維持事

業、それから、１４９ページの市内一円都市下

水路整備事業ですけれども、その３つ、いずれ

もですね、改革改善の取り組み等の内容につい

ての記述がですね、非常に丁寧に書いてありま

して、課題をよく捉えられているというふうに

感じます。さすが、やっぱり一番ですね、身近

に市政協力員さんあたりから、市民の要望あた

りからですね、一番身近に聞き取られている部

分じゃないかなと思うところなんですね。 

 それの今後の方向性として、３つとも、６、

規模拡充ということになっています。やはり、

私たちも一番身近な方から聞くのはですね、道

路の維持とかですね、それから、カーブミラー

つけてくれだったりとかということなんです

ね。先ほど古嶋委員もおっしゃいましたけど、

ぜひともですね、予算拡充、予算獲得に向けて

努力をしていただいて、地域の要望には２割程

度ということなんですが、来年は３割、その次

は４割と応えられるようなですね、予算獲得

に、ぜひ頑張っていただきたいと思いますの

で。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） ちょっとお聞きしたい

んだけど、八代港の、１４７ページ、負担金事

業ですが、大体取り決めで、１割負担という取

り決めがあったと記憶しとるとですが、２０分

の１はいいわけですが、結局６分の１という、

これは取り決め以外の事項になっとですか。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） 国際港湾

振興課の緒方でございます。土木費につきまし

て、よろしくお願いします。 

 今御質問がありました件でございますが、こ

れは県の条例で定められておりまして、大体国

直轄だと１０分の１、県だと２０分の１という

ふうになってます。今回、これにつきまして

は、道路改修工事みたいなといいますか、（委

員橋本幸一君「対象外ですか」と呼ぶ）この分

ついては６分の１というふうに聞いておりま

す。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） １５１ページの都市公

園安全・安心対策で、ちょっと視点は違うとで

すけども、公園の防犯面といいますか、時々自

販機荒らしだったり、トイレに落書きだった

り、ガラス割られたり、そういう話を、時々耳

にするんですが、何か対策とか考えおられるで

しょうか。 

○都市整備課長（西 竜一君） おっしゃると

おりですね、いろんないたずら行為というの

は、あちこちで発生しているところでございま

す。 

 なかなか、その対策としてですね、大体夜間

が多いということでですね、それを未然に防ぐ

というのも、なかなか難しいことでございまし

て、今のところ、発生しましたら被害届等を、

大きなものについては被害届を警察に出して、

その中でですね、各駐在所とかでですね、パト

ロールですね、それを強化をお願いしていると

いうことが、今やっておる現状でございます。 
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○委員（村川清則君） といいますのが、その

前の龍峯地区のやまびこ公園、この間の議会

で、ちょっと陳情だったかな、請願だったか出

とりまして、ちょっと、どういうことか見に行

ったんです。被害というか、あれはちょっと違

う被害で受けとんなるところに行って、ちょっ

と話したんですけども、こん公園のでけっか

り、何か家の前に、家の玄関に、缶ジュースの

空き缶にたばこのいっぺゃあ入れちあっとの置

いてあったとか、ちょっと気持ち悪がられとり

ましたんで、何か防犯カメラとかつけてもらえ

んどかというような話もございました。 

 防犯カメラとか、そういう予算が絡みますけ

ん、そういう考えはどうですか。 

○都市整備課長（西 竜一君） 今おっしゃっ

たようにですね、やまびこ公園に限らずです

ね、いろんな公園でどうにか防犯カメラを設置

してもらえないかということでですね、上がっ

てきております。ただ、つけるとなるとです

ね、多額の費用がかかるということでですね、

龍峯のですね、維持管理につきましては、地域

協議会、龍峯校区全体でですね、管理をしてい

ただいているということになっておりますの

で、そちらとも十分打ち合わせたりですね、龍

峯の出張所といいますか、警察のですね、駐在

所なり、派出所等ともですね、打ち合わせまし

てですね、パトロールの強化のほうでですね、

どうにか対応できないかと思ってます。 

 防犯カメラについてはですね、その中でもで

すね、かなりふだんからですね、そういう犯罪

行為が起きる可能性があるというようなところ

からは、できるだけつけたいと思っております

けど、なかなか予算の件でですね、厳しいと思

います。 

 ただ、そういう凶悪なですね、犯罪行為に至

るようなものは、現在発生は、ちょっとしてな

いんでですね、警察のほうと打ち合わせて、パ

トロール強化ということでですね、お願いして

まいりたいというふうに考えております。 

○委員長（松永純一君） ほかに。（｢意見い

いですか」と呼ぶ者あり）意見は、まあ、最後

にですね、総括意見の時間をとりますので、で

きればそっちのほうでお願いしたいと思いま

す。質疑は受けますから、どうぞ。（｢質疑じ

ゃないからいいです」と呼ぶ者あり） 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 湯野次長、ちょっと

私のほうからですけども、諸支出金のですね、

土地開発基金と、土地開発公社もかな、これも

土木費の所管だろうと思ったんですが、説明な

かったですけど、いいですか。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） た

だ、この調書の中には、去年はあったんですけ

どですね、この中に、今回外れてますもんです

から、ちょっと抜いております。省略しており

ます。 

○委員長（松永純一君） 本来、それはない場

合は、決算書で説明してもらうのが本来なんで

すけど、所管ですからね。これは、基金の利子

の積み立てですので、皆さん、もうおわかりだ

と思いますから。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） 額

的にも小さかったからですね、ちょっと省略し

ましたけど。言ったほうがよろしいですか。 

○委員長（松永純一君） １分ぐらいしかかか

りませんので、はい。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） 款

の１２ですね、２０８ページになります。 

 款１２の項の２の土地開発公社、これの目の

１・土地開発公社費で、支出済額が７５万１８

２円ということになっておりまして、これが土

地開発公社への貸し付け事業でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松永純一君） 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（松永純一君） 以上で、第７款・土

木費、第１０款・災害復旧費中、建設部関係分

及び第１２款・諸支出金中、建設部関係分につ

いて質疑を終わります。 

 執行部入れかえのために小会いたします。

（｢どうもありがとうございました」と呼ぶ者

あり） 

（午後４時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時２５分 本会） 

○委員長（松永純一君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、第８款・消防費及び第１０款・災害復

旧費中、総務部関係分について、一括して説明

を求めます。 

○総務部長（水本和博君） それでは、第８款

の消防費を審査いただくに当たりまして、消防

・防災部門についての総括を、私のほうからさ

せていただきたいと思います。着座にて説明さ

せていただきます。 

 この消防費に関しましては、平成２６年度ま

では市民協働部の所管となっておりましたが、

２７年度からは組織再編により、新たに危機管

理課を設け、あらゆる危機管理に対処するため

に、市長の指揮命令系統を一元化した組織とし

た上で、総務部の所管としたところでございま

す。 

 さて、２７年度は、近年の巨大化する台風の

一つとしまして、本市でも昨年８月２４日から

２５日にかけまして、９４０ヘクトパスカルに

発達した台風１５号による風水害に見舞われて

おります。災害警戒本部を立ち上げ、避難所３

８カ所を開設し、最大で６６７人の避難者の方

を受け入れました。市内の６７００戸が停電

し、倒木や道路の不通、公共施設や農林水産業

等の施設破損などで、大きな被害をもたらした

ところでございました。地球温暖化による集中

豪雨や巨大化する台風には、これまでの経験に

ない対応を迫られていると感じているところで

ございます。 

 また、本年４月の熊本地震による大規模災害

の教訓から、限られた予算の中ではございます

が、自然災害に対しては、より優先度の高いも

のから集中的に整備を進めていかなければなら

ないと実感をしているところでございます。 

 特に、本市の場合、広範な地域を有すること

から、緊急時の情報伝達の手段として、防災行

政無線の存在が重要視されておりますが、現状

では、その機能が十分に発揮できておらず、２

７年度におきましては、７基の屋外拡声器増設

を行っております。また、聞こえづらい地域や

聞き逃した住民に対する、電話による聞き返し

システムを導入しまして、本年度からその運用

を開始しております。 

 非常時の住民への情報伝達には抜本的な対策

が必要であり、特に重要な課題として捉え、全

市的なシステムの検討を行っているところでご

ざいます。 

 また、常備消防の強化に関しましては、一部

事務組合への負担金という形で取り組んでおり

ますが、今年度以降、新たに氷川分署の建設の

ため、その負担分が見込まれるところでござい

ます。 

 一方で、広範な地域を守る非常備消防として

の消防団の存在は、なくてはならない大きな存

在でございます。その安全で円滑な活動のため

に、県の球磨川水系防災・減災の補助金なども

活用し、各種資材や機材の充実を図っていると

ころでございます。また、課題ともなっている

団員の確保対策につきましては、本腰を入れて

取り組む必要がございます。 

 また、防災対策におきましては、総合防災訓

練や住民参加型防災訓練を毎年実施いたしてお

りますが、今回の熊本地震を受けまして、非常

時においては、行政側だけでの取り組みに限界

があり、自助、共助とのバランスのとれた全体
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のシステムづくりが重要であると考えておりま

す。 

 このため、いざというとき、身近で一番の頼

りになる存在である自主防災組織や、町内会を

初め各種団体、事業所など、既存の組織の力を

結集するための連携や、地域における防災分野

でのリーダー育成などの取り組みを進めなけれ

ばならないと考えております。 

 防災対策におきましては、市民の不安を安心

に、危険を安全に変えるため、ともに考え、と

もに行動する対策を進めなければなりません。

各種のハード整備とあわせまして、組織や人材

の育成、行政との役割分担など、ソフト対策事

業につきましても、総力を挙げて取り組んでま

いりたいと考えております。 

 以上、消防費の総括とさせていただきます。 

○総務部次長（丸山智子君） 総務部の丸山で

す。よろしくお願いいたします。それでは、座

らせていただきまして、説明させていただきま

す。 

 では、款８・消防費の個別事業につきまして

説明させていただきます。 

 主要な施策の成果に関する調書、その１の１

５４ページをお願いいたします。 

 上段の広域行政事務組合負担金事業では、消

防本部の運営に係る経費を負担しております。 

 決算額は２４億９９８万４０００円でござい

ます。 

 施策の概要は、全額負担金で、主な内訳は、

通常消防が１５億５８６７万８０００円、鏡消

防署建設が７８６万１０００円、消防救急無線

デジタル化に３億８６１５万７０００円、繰り

越し分につきましては、平成２６年度の消防救

急無線デジタル化事業の繰り越しによるもので

ございます。 

 財源内訳の県支出金は、権限移譲事務に係る

もので、地方債の広域デジタル化整備事業は合

併特例債でございます。 

 今後の方向性は、現行どおりといたしており

ます。 

 次に、下段の消防操法大会等事業は、消防団

員の意識の高揚や技術の習得を目指して、消防

ポンプ操法大会に要する経費や出初め式に係る

経費を負担しているもので、決算額は４３５万

５０００円でございます。 

 女性消防隊の全国大会出場に係る旅費や消防

操法大会出場に係る各分団への補助金などが主

なものでございます。 

 不用額の１３２万３０００円は、全国女性消

防操法大会出場に係る消防団員の旅費や出初め

式、操法大会の開催経費の残によるものでござ

います。 

 今後の方向性は、現行どおりといたしており

ます。 

 次に、１５５ページをお願いいたします。 

 上段の消防団活動事業は、消防団員に安心し

て消防・防災活動を実施していただくため、団

員に必要な処遇と福利厚生の確保を行うもの

で、決算額は１億７９１１万５０００円です。 

 概要といたしましては、団員２３９６人分の

報酬、退職報償金や出動手当等、消防車両等の

燃料費が主なものでございます。 

 特定財源として、消防団員等公務災害補償等

共済基金からの消防団員退職報償金４９６４万

２０００円などがございます。 

 不用額の７０８万８０００円は、消防団員の

年報酬と退職報償金が当初の見込み額より少な

かったことによる残が、主な要因でございま

す。 

 今後の方向性といたしましては、消防組織法

で定められた必要な事業でございますので、現

行どおりといたしております。 

 次に、下段の消防団整備事業ですが、申しわ

けございませんが、財源内訳に誤りがございま

したので、正誤表が出ております。恐れ入りま

すが、正誤表のほうをごらんいただければと思
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います。 

 この事業では、消防団活動に必要な資機材等

の整備や維持管理を行っており、決算額は４７

８５万７０００円でございます。 

 施策の概要の、需用費１０６８万１０００円

は、団員用耐切創手袋の購入や各分団消防車両

の車検や修繕、小型ポンプなどの修繕料などで

ございます。 

 備品購入費の３５４３万円は、消防車両３

台、指令車１台や、団員用活動服、拡声器、ホ

ース６３本の購入などが主なものでございま

す。 

 負担金補助及び交付金１６０万２０００円

は、各分団が行う施設の新設、修繕に対する２

分の１補助でございます。 

 特定財源の県支出金は、石油貯蔵施設立地対

策等交付金、熊本県電源立地地域対策交付金、

球磨川水系防災減災ソフト対策等補助金など

で、その他の５０万円は、消防団員安全装備品

整備等助成金でございます。 

 不用額の７７１万３０００円は、消防団装備

品や消防車両などの備品購入における入札残が

主な要因でございます。 

 今後の方向性は、規模拡充といたしておりま

す。これは、熊本地震におきましても、消防団

の必要性は広く認知されており、今後も消防力

向上に向けて整備を強化する必要があるためで

ございます。 

 次に、１５６ページをお願いいたします。 

 上段の消防施設整備事業ですが、こちらも同

様に正誤表が出ておりますので、申しわけござ

いませんが、そちらをごらんください。 

 消防活動に関する施設整備として、消防水利

施設等の新設や改良、維持管理等を行うもの

で、決算額は２４６５万３０００円でございま

す。 

 概要といたしましては、施設設備修繕では、

２０カ所の消防水利表示看板の取りかえ、工事

関係では、泉町南川内地区の防火水槽の撤去及

び新設工事、坂本町葉木地区の固定配管新設工

事などでございます。そのほかに８カ所の消火

栓ホース等の格納箱の購入や水道事業者への消

火栓負担金などがございます。 

 繰り越し分の５２０万円は、坂本町西鎌瀬地

区の防火水槽工事の新設に係るものでございま

す。 

 特定財源といたしまして、県支出金の熊本県

電源立地地域対策交付金などで、地方債の消防

施設整備事業は過疎債でございます。 

 不用額の８３５万５０００円は、水道工事に

合わせて実施する消火栓の新設や改修工事に伴

う水道局などへの工事負担金が、事業の見直し

等により減額になったことに伴う残が、主な要

因でございます。 

 今後の方向性は、現行どおりといたしており

ます。 

 次に、下段の防災対策事業は、八代市防災会

議の開催や気象観測装置等の保守点検、自主防

災組織の支援を行っており、決算額は１３２８

万１０００円でございます。 

 概要といたしましては、緊急情報をメールで

お知らせする緊急情報配信システムの保守点検

に５７万１０００円、消防防災指導員の賃金が

１８２万２０００円、市内全域版のハザードマ

ップ及び管内地図作成などに係る委託料８５３

万３０００円が主なものでございます。 

 財源といたしましては、県支出金の球磨川水

系防災減災ソフト対策等補助金などがございま

す。 

 今後の方向性は、現行どおりといたしており

ます。 

 次に、１５７ページをお願いします。 

 上段の防災行政無線整備事業では、災害時に

おける情報を、迅速かつ的確に伝達できるよ

う、屋外拡声器や個別受信機の整備、通信施設

の点検・修理等を実施するもので、決算額は４
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３２６万８０００円でございます。 

 施策の概要といたしましては、本庁及び各支

所の防災行政無線機器の修繕に３６５万１００

０円、保守点検業務委託に５５０万８０００

円、ＭＣＡ屋外拡声機の子局を７カ所増設する

工事に２３９２万７０００円などでございま

す。 

 財源の県支出金は、球磨川水系防災減災ソフ

ト対策等補助金で、地方債の防災無線整備事業

は合併特例債でございます。 

 不用額の５７８万５０００円は、防災行政無

線の保守点検委託費と屋外拡声器増設工事費の

入札残が主な要因でございます。 

 今後の方向性といたしましては、不感エリア

の改善に向けた取り組みを進めるとともに、防

災行政無線以外にも、災害時におけるさまざま

な伝達方法を、より多く確保する必要があるた

め、規模拡充といたしております。 

 次に、下段の防災行政無線整備事業（創生先

行）では、防災行政無線が聞こえづらい地域や

聞き逃した住民に対する情報伝達手段として、

フリーダイヤルで防災行政無線の内容を再度聞

くことができるサービスを導入したもので、決

算額は２６５万２０００円でございます。 

 財源は、全額国の地域住民生活等緊急支援交

付金となっております。 

 今後の方向性は、単年度事業のため、不要、

廃止とといたしております。 

 次に、１５８ページをお願いします。 

 上段の災害時用備蓄資材整備事業では、災害

時における市民生活に必要な物資を確保するも

ので、決算額は５６９万７０００円でございま

す。 

 施策の概要は、備蓄食糧や毛布、燃料などの

消耗品に３０２万８０００円、発電機や簡易ベ

ッドなどの備蓄資機材の備品購入に２６６万９

０００円でございます。 

 財源として、電源立地地域対策交付金などを

充てております。 

 今後の方向性といたしましては、大規模災害

時の安定供給へ向けて、食糧備蓄を増量し、都

市公園内備蓄倉庫への資機材、消耗品などの整

備を計画的に図るため、規模拡充といたしてお

ります。 

 次に、下段の避難行動要支援者関係事業は、

高齢者や障害者など、災害時に支援を必要とさ

れる方の円滑な避難支援体制を構築するもの

で、決算額は８２５万５０００円でございま

す。 

 概要といたしましては、要支援者の方々の名

簿を管理し、支援団体との情報共有を行うため

のデータ作成に係るシステムを導入したもので

ございます。 

 財源といたしまして、県支出金の就労準備支

援事業等補助金を充てております。 

 不用額の１３３万７０００円は、システム構

築に伴う業務委託費の入札残によるものでござ

います。 

 今後の方向性としましては、現行どおりとい

たしております。 

 次に、款１０・災害復旧費の関係分を御説明

申し上げます。 

 飛びまして、１９３ページをお願いいたしま

す。 

 上段の消防施設災害復旧事業では、昨年の台

風１５号により被害を受けた消防施設の復旧に

係るもので、主に屋外スピーカーなど通信機器

類や防災倉庫の看板などの修繕を行ったもので

ございます。 

 今後の方向性としましては、現行どおりとい

たしております。 

 以上、消防費及び災害復旧費関係分について

の御説明とさせていただきます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○委員長（松永純一君） ただいま説明のあり

ました第８款・消防費及び第１０款・災害復旧
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費中、総務部関係分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） １５８ページのです

ね、避難行動要支援者関係事業の財源なんです

けど、似ても似つかぬような事業の名前から来

ているんですが、これはどんなものですか。 

○危機管理課課長補佐兼危機管理係長（南 和

治君） お尋ねの補助金ですけれども、これは

福祉部門のほうの補助金でして、その中のです

ね、メニューとして、このシステムにも該当で

きるということで、これは、たしか最高４００

万ということでついておりますので、その分

を、本事業に充てているところです。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

 では、続けて、幾つかの事業の財源にです

ね、球磨川水系防災減災ソフト対策等補助金と

いうのを使われてますけど、これは、たしか期

限があったような、あんまりそんなに長くなか

ったような気がするんですけど、ちょっと教え

てください。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

１０年間になっております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） たしか、この補助金が

できたのは、何でしたっけ、熊本市内の水害の

影響で、何かつくられたというような、聞きま

した。１０年使えるんだったら、あるんだった

らですね、ぜひとも有効に、今後も活用をして

いただきたいと。まだ３年ぐらいでしたっけ、

これができて。２年かな。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

今、２年目でございます。そして１０年間あり

ます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） ぜひ、有効に活用して

いただきたいと思います。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） ただいまの関連です

が、この名簿管理のシステムを構築されて、あ

とは現場の段階ではどのような対応で、これを

利用されるのか、その辺を、ちょっと具体的に

説明していただけますか。 

○危機管理課課長補佐兼危機管理係長（南 和

治君） 避難行動要支援者システムの関係です

けども、これが２７年度末にシステムが完成い

たしまして、実際には２８年度からですね、こ

れを活用していく予定にしておりましたが、震

災の関係で、まだ具体的な活用には、今のとこ

ろ至ってませんけども、今後の活用としまして

は、システム上で対象者が自動的に絞り込めま

すので、その対象者の方にですね、まずは、関

係者、例えば、消防団、消防署、警察署、そう

いったところにですね、日ごろから、自分の情

報を出していいかということの同意をとる必要

があります。まずは、同意がないと、名簿を出

せないということになりますので、その同意を

とって、同意がいただけた方たちにつきまして

は、日ごろから周りの人たち、警察、消防、消

防団あたりですね、そういったところに、また

民生委員も含めてですけども、名簿をお渡しし

て、いざというときの支援体制を定めていただ

くというところにしております。 

○委員（橋本幸一君） わかりました。十分そ

れが機能するように期待しております。 

 それともう一つ、先ほど防災無線の不感エリ

アが、まだかなりあるというようなお話だった

んですけど、今、状況として、大体どういう状

況になっているのか。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

合併前、各支所ですね、それと旧八代市内、ア

ナログの件と、今まで使ってた機種関係もメー

カーとか、そういう内容が違っております。そ

こで、旧八代市におきましても、各町内のスピ

ーカー関係を利用させてもらったりとか、そう
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いう関係で、無線のデータ自体が劣化して聞こ

えにくい部分とかが生じている状況もありま

す。 

 それとか、悪天候のときなんかは、特に窓を

閉めたりとか、雨風でですね、聞こえにくいと

いう状況でですね、ここを、私たちも検討委員

会ちゅうのを、今立ち上げるメンバーの作成づ

くりをやっております。そこで、今後、各山

手、海手、平野部、全部が対応できるような方

法ちゅうのを、ちょっと知恵を絞るメンバーを

早急につくり上げて、それを検討して、今後八

代市の防災無線関係をみんなに伝わる方法はど

れが一番いいかということで進めていくつもり

で、今進めている状況でございます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） やっぱり、合併のと

き、大体１つの基地局で全部対応できるように

なるということを、ずっと言ってきたんです

が、なかなかそれについては財源の問題等もあ

るかと思います。今、日進月歩でそういう状況

が進んでおりますから、早急にですね、頑張っ

ていただきたいと思います。 

 終わります。 

○委員（古嶋津義君） 防災対策事業で、今回

の熊本地震によって、自主防災組織のですね、

大事さちゅうか、認識をされたようであります

が、その自主防災組織については、どれくらい

の進捗率といいますか。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

現在、八代市全体で約８１％ぐらいの設立状況

でございます。だけども、その設立はしておる

ものの、内容が、今からうちのほうも詰めてい

く段階でですね、自主防災でいかに小規模災

害、大規模災害のときの自助、共助、公助、そ

の自助、共助がですね、どこまでできるかちゅ

うのを、今から私たちも足を運びながらです

ね、進めていかなくちゃいけないちゅうような

段階でございます。 

 今からどれだけそれが浸透するかが、かかっ

てくるちゅうことで、私たちも、今防災計画を

作成する中で、それも深く、今検討を進めてい

る段階でございます。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） 災害にあっては、公助

が一番だろうと思いますが、特に、今回の地震

で感じたことは、やっぱり共助、これが大事だ

というふうに、私は認識をしておりますので、

ぜひ、この辺の自主防災組織のですね、設立に

ついては、ひとつ一生懸命取り組んでいただき

たいと思います。 

 続いてよろしゅうございますか。 

○委員長（松永純一君） はい、どうぞ。 

○委員（古嶋津義君） それから、消防団活動

事業でありますが、消防団の退職金、報酬等に

つきましては、若干ばらつきのあったと思いま

すが、この辺のところは。旧郡と旧市と、ばら

つきのあったごたる気がしたが。 

○危機管理課課長補佐兼危機管理係長（南 和

治君） 退職報奨金につきましては、合併後、

全て同じ基準で払われております。 

○委員（古嶋津義君） ただ、よそを見れば、

少し八代市は安いような状況だったというふう

に思っておりますばってん、その辺ないかがで

すか。 

○危機管理課課長補佐兼危機管理係長（南 和

治君） 済みません、退職報奨金につきまして

はですね、協会のほうに掛金を払っておりまし

て、そちらのほうで退職報奨金のほうは額が決

まっておりますので、そちらのほうを申請し

て、それを市で受け取って渡すという形ですの

で、よその自治体とも同じ額になっていたと思

います。 

○委員（古嶋津義君） 報酬じゃなかっです

か、違うと。報酬。（｢階級によって報酬が違

う」と呼ぶ者あり）旧郡と旧市も、たしか違う

ごたった気がすっばってん。 
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○委員長（松永純一君） よかですか。 

○委員（古嶋津義君） その辺のところは、少

し、前向きに、ちょっと検討してみてくださ

い。 

○委員長（松永純一君） ほかに。 

○委員（矢本善彦君） 消防団の充実について

お尋ねいたします。 

 本市の消防団は、１０年間で９０人ぐらい減

少しているとお聞きしております。消防団の確

保のための企業との連携について、消防団協力

事業所表示制度が創設されておりますが、ちょ

っと聞かせてください。わからんなら、後でよ

か。よかです。個人的に。（｢鏡にも何社か張

ってあった」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） すぐわからんとばっ

てんな、企業に何人以上おったら。よかです

か。 

○委員（矢本善彦君） よかです。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 予算のですね、２７億

５０００万でしたっけ、総額、大体２７億５０

００万が消防費になっていると思うんですけ

ど、そのうちの２４億円はですね、常備消防に

ということで、さらに、その残りから消防団費

用を引くとですね、２億４０００万ほど引くと

ですね、さらに防災行政無線とかのハード面の

整備の部分で、もうほとんどが消えてしまって

いる状況だと思うんですね。２７億５０００万

という数字は大きな消防防災費というふうに捉

えることはできると思うんですが、実際、市の

危機管理課としてですね、自由度の高い、ソフ

トの予算というのは、ごくわずかなものじゃな

いかなというふうに感じ取れるんですね。今

回、自主防災等の重要性が非常に重要視されて

きたというところで、育成に対するですね、ソ

フト面の予算、何かと自由度の高い防災政策と

いいますかね、それに使えるような、ぜひです

ね、事業とともにですね、予算の獲得をされた

らいかがかなというふうに思います。 

 コメントできれば、いただきたいと思います

けれども。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

先ほどの質問でもありましたように、防災無線

関係、全体的に一番、やはり危険度を皆さんの

市民に伝える、安全・安心ちゅう観点からいき

ますと、そこで、私たちも全体的に、それを改

築するちゅうことになれば、物すごいお金が、

費用がかかります。そこで、今うちが補助金関

係が、それがどのような補助金が対応できるか

とちゅうところを、今模索している段階でござ

います。なるだけ、そういう補助金が身近にあ

るようでしたら、今年度中に、その協議会を立

ち上げて、検討して、予算化ができたらという

ような状況でございます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） いろいろですね、いろ

んな財源を探して努力されていると思うんです

けど、私は、一般財源でもですね、全く問題な

いと思います。必要な施策としてですね、どれ

だけのものを持っているかというのが、事業に

なってあらわれてくると思うのでは、それは当

然予算に反映されて当然だと思います。財源

が、補助金が当たらないからですね、できない

ということじゃなくて、事業の必要性とです

ね、有効性を訴えていただいて、一般財源から

でもしていただければと思いますから、頑張っ

てください。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 以上で、第８款・消

防費及び第１０款・災害復旧費中、総務部関係

分についての質疑を終わります。（｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 
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 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 次回の委員会は、１０月６日木曜日午前１０

時開会となっております。 

 ここで、委員の皆さん方にお知らせします。 

 鏡支所の空調の故障により、あしたも復元し

ないそうですから、あしたとですね、それか

ら、予定では１２日ですけども、本委員会につ

いては、隣の文化センター内にあります研修室

で行いますので、そちらのほうに集まって、あ

した１０時です。あしたも暑いそうですので、

熱中症になってもらわないように、向こうのほ

うで。（｢横から入って左手になります」「あ

そこは声のわんわんいうぞ、たしか」と呼ぶ者

あり） 

 これをもって、決算審査特別委員会を散会い

たします。 

（午後４時５８分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２８年１０月５日 

決算審査特別委員会 

委 員 長 
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